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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源投入時に電源投入処理を実行可能であり、
　電源投入後の遊技中に乱数抽選で当選した場合に遊技者に有利な特別遊技を実行可能な
　遊技機において、
　前記乱数抽選で当選する確率に関する設定値を記憶し、
　音量を調整操作可能な調整手段と、
　前記調整手段による調整内容を表示可能な表示手段と、
　第１記憶領域と、
　前記第１記憶領域とは異なる第２記憶領域と、
　遊技実績に基づいて算出される所定情報を表示可能な特定表示手段と、を備え、
　前記第１記憶領域に、遊技に関する情報を記憶し、
　前記第２記憶領域に、前記所定情報に関する情報を記憶し、
　前記電源投入処理を実行するためのプログラムは、前記設定値の設定が可能な設定可能
期間中に前記設定値の設定を行うための設定値設定処理プログラムと、前記第１記憶領域
をクリアするための第１記憶領域クリア処理プログラムと、前記設定値を確認するための
設定確認処理プログラムと、バックアップから復帰させるためのバックアップ復帰処理プ
ログラムと、前記バックアップ復帰処理プログラムに移行するためのバックアップ復帰移
行処理プログラムとを含み、
　前記電源投入処理で前記設定確認処理プログラムを実行することなく前記バックアップ
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復帰処理プログラムを実行する場合には、前記バックアップ復帰移行処理プログラムから
前記バックアップ復帰処理プログラムへと移行し、
　前記電源投入処理で前記設定確認処理プログラムと前記バックアップ復帰処理プログラ
ムとを実行する場合には、前記設定確認処理プログラムから前記バックアップ復帰処理プ
ログラムへと移行し、
　前記設定可能期間中に前記調整手段の操作が行われた場合、前記表示手段に前記調整内
容を表示せず、当該設定可能期間中に行われた前記調整手段による調整が反映されないよ
うに構成し、
　前記特定表示手段は、確認表示を所定時間実行した後に、前記所定情報を表示可能であ
り、
　前記確認表示中に、前記第２記憶領域の異常チェック処理を実行可能に構成した
　ことを特徴とする遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パチンコ機、アレンジボール機、スロットマシン等の遊技機に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　パチンコ機等の遊技機では、図柄始動手段に遊技球が入賞する等の所定条件が成立する
ことに基づいて乱数抽選を行い、その乱数抽選で当選した場合に遊技者に有利な利益状態
を発生させるように構成されている。例えばパチンコ機では、乱数抽選の当選確率（大当
たり確率）が固定的に設定され、遊技盤の前側等のスペック表示部に表示されている（特
許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１２３１９２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　このようにパチンコ機に関しては、乱数抽選の当選確率（大当たり確率）を任意に変更
することは認められていなかったが、釘調整禁止の徹底等の流れにより、パチンコ機でも
スロットマシンと同様に乱数抽選の当選確率に対応する設定値を任意に設定することが認
められる方向にある。しかしながら、設定値の設定を可能にすると、その機能に関する処
理の分だけプログラム容量が増加することとなり、限られたメモリ資源が圧迫されてしま
うという問題がある。
　本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、設定値の設定を可能にすることによる
プログラム容量の増加を抑制することが可能な遊技機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、電源投入時に電源投入処理を実行可能であり、電源投入後の遊技中に乱数抽
選で当選した場合に遊技者に有利な特別遊技を実行可能な遊技機において、前記乱数抽選
で当選する確率に関する設定値を記憶し、音量を調整操作可能な調整手段と、前記調整手
段による調整内容を表示可能な表示手段と、第１記憶領域と、前記第１記憶領域とは異な
る第２記憶領域と、遊技実績に基づいて算出される所定情報を表示可能な特定表示手段と
、を備え、前記第１記憶領域に、遊技に関する情報を記憶し、前記第２記憶領域に、前記
所定情報に関する情報を記憶し、前記電源投入処理を実行するためのプログラムは、前記
設定値の設定が可能な設定可能期間中に前記設定値の設定を行うための設定値設定処理プ
ログラムと、前記第１記憶領域をクリアするための第１記憶領域クリア処理プログラムと
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、前記設定値を確認するための設定確認処理プログラムと、バックアップから復帰させる
ためのバックアップ復帰処理プログラムと、前記バックアップ復帰処理プログラムに移行
するためのバックアップ復帰移行処理プログラムとを含み、前記電源投入処理で前記設定
確認処理プログラムを実行することなく前記バックアップ復帰処理プログラムを実行する
場合には、前記バックアップ復帰移行処理プログラムから前記バックアップ復帰処理プロ
グラムへと移行し、前記電源投入処理で前記設定確認処理プログラムと前記バックアップ
復帰処理プログラムとを実行する場合には、前記設定確認処理プログラムから前記バック
アップ復帰処理プログラムへと移行し、前記設定可能期間中に前記調整手段の操作が行わ
れた場合、前記表示手段に前記調整内容を表示せず、当該設定可能期間中に行われた前記
調整手段による調整が反映されないように構成し、前記特定表示手段は、確認表示を所定
時間実行した後に、前記所定情報を表示可能であり、前記確認表示中に、前記第２記憶領
域の異常チェック処理を実行可能に構成したものである。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、設定値の設定を可能にすることによるプログラム容量の増加を抑制す
ることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の第１の実施形態に係るパチンコ機の全体正面図である。
【図２】同パチンコ機の分解斜視図である。
【図３】同パチンコ機の遊技盤の正面図である。
【図４】同パチンコ機の遊技情報表示手段の正面図である。
【図５】同パチンコ機の背面図である。
【図６】同パチンコ機の制御系のブロック図である。
【図７】同パチンコ機のＬＥＤコモンポート及びＬＥＤデータポートと遊技情報表示手段
、性能情報表示手段（設定表示手段，性能表示手段）との接続関係を示す図である。
【図８】同パチンコ機の電源投入処理のフローチャート（前半）を示す図である。
【図９】同パチンコ機の電源投入処理のフローチャート（中盤）を示す図である。
【図１０】同パチンコ機の電源投入処理のフローチャート（後半）を示す図である。
【図１１】同パチンコ機の第１電源異常チェック処理のフローチャートを示す図である。
【図１２】同パチンコ機の電源投入処理の一部処理に対応するソースプログラムと、処理
態様毎の処理順序とを示す図である。
【図１３】同パチンコ機の入力ポート１の第０～７ビットと入力信号との対応関係を示す
図である。
【図１４】同パチンコ機の設定変更操作手段，扉及び遊技情報クリア手段の入力情報とＷ
レジスタの値との対応関係、及びそれらと移行分岐先との対応関係を示す図である。
【図１５】同パチンコ機の設定処理のフローチャート（ａ）、設定表示用データの作成・
出力処理のソースプログラム（ｂ）及び設定表示データテーブル（ｃ）を示す図である。
【図１６】同パチンコ機の設定変更時コマンド送信アドレステーブル（ａ１）、ＲＡＭク
リア時コマンド送信アドレステーブル（ａ２）、ＲＡＭクリアコマンド作成テーブル（ｂ
）、スペックコマンド作成テーブル（ｃ）及び客待ち中コマンド作成テーブル（ｄ）を示
す図である。
【図１７】同パチンコ機の送信コマンドテーブル選択処理のフローチャートを示す図であ
る。
【図１８】同パチンコ機のコマンドデータ作成処理のフローチャートを示す図である。
【図１９】同パチンコ機のバックアップ復帰時コマンド送信処理のフローチャートを示す
図である。
【図２０】同パチンコ機の第２コマンドデータ作成処理のフローチャートを示す図である
。
【図２１】同パチンコ機のバックアップ復帰時コマンド送信アドレステーブル（ａ）、停
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電復表示コマンド作成テーブル（ｂ）、第１特別保留個数指定コマンド作成テーブル（ｃ
）及び第２特別保留個数指定コマンド作成テーブル（ｄ）を示す図である。
【図２２】同パチンコ機の動作確認設定処理のフローチャートを示す図である。
【図２３】同パチンコ機の電源投入処理における主制御基板から演出制御基板に対する主
な送信コマンドを処理態様毎に示した図である。
【図２４】同パチンコ機のタイマ割込み処理のフローチャートを示す図である。
【図２５】同パチンコ機の第２電源異常チェック処理のフローチャートを示す図である。
【図２６】同パチンコ機の設定異常チェック処理のフローチャートを示す図である。
【図２７】同パチンコ機の特別図柄管理処理のフローチャートを示す図である。
【図２８】同パチンコ機の特別図柄変動開始処理のフローチャートを示す図である。
【図２９】同パチンコ機の大当たり判定処理のフローチャートを示す図である。
【図３０】同パチンコ機の大当たり判定乱数値のとり得る範囲におけるはずれ、低確大当
たり、高確大当たりの範囲を示す図である。
【図３１】同パチンコ機の大当たり判定値テーブルを示す図である。
【図３２】同パチンコ機の変動パターン選択処理のフローチャートを示す図である。
【図３３】同パチンコ機のはずれ変動パターンテーブルを示す図である。
【図３４】同パチンコ機の大当たり変動パターンテーブルを示す図である。
【図３５】同パチンコ機の設定エラー用変動パターンテーブルを示す図である。
【図３６】同パチンコ機のＬＥＤ管理処理のフローチャートを示す図である。
【図３７】同パチンコ機のＬＥＤコモンポート及びＬＥＤデータポートと遊技情報表示手
段、設定表示手段及び性能表示手段との接続関係を示す図である。
【図３８】同パチンコ機の性能表示更新処理のフローチャートを示す図である。
【図３９】同パチンコ機の領域外ＲＡＭチェック処理のフローチャートを示す図である。
【図４０】同パチンコ機の動作確認処理のフローチャートを示す図である。
【図４１】同パチンコ機の表示更新処理のフローチャートを示す図である。
【図４２】同パチンコ機の識別表示部ＬＥＤデータテーブル（ａ）及び１０進数値ＬＥＤ
データテーブル（ｂ）を示す図である。
【図４３】同パチンコ機の性能情報表示手段（設定表示手段，性能表示手段）の表示態様
を示す図である。
【図４４】同パチンコ機のコマンド受信時の演出手段の作動内容を示す図である。
【図４５】同パチンコ機の保留変化予告選択テーブルを示す図である。
【図４６】同パチンコ機の保留変化予告に関するシナリオ選択テーブル、出現率テーブル
及び信頼度テーブルを示す図である。
【図４７】同パチンコ機の通常予告演出選択テーブルを示す図である。
【図４８】同パチンコ機のＳＵ予告に関するシナリオ選択テーブル、出現率テーブル及び
信頼度テーブルを示す図である。
【図４９】同パチンコ機のタイマ予告に関するシナリオ選択テーブル（ａ）、出現率テー
ブル（ｂ）及び信頼度テーブル（ｃ）を示す図である。
【図５０】本発明の第２の実施形態に係るパチンコ機のＬＥＤコモンポート及びＬＥＤデ
ータポートと遊技情報表示手段、設定表示手段、性能表示手段との接続関係を示す図であ
る。
【図５１】同パチンコ機の電源投入処理の一部処理に対応するソースプログラムと、処理
態様毎の処理順序とを示す図である。
【図５２】本発明の第３の実施形態に係るパチンコ機の特別図柄変動開始処理のフローチ
ャートを示す図である。
【図５３】本発明の第４の実施形態に係るパチンコ機の大当たり変動パターンテーブルを
示す図である。
【図５４】本発明の第５の実施形態に係るパチンコ機の設定エラー用変動パターンテーブ
ルを示す図である。
【図５５】本発明の第６の実施形態に係るパチンコ機の保留変化予告に関するシナリオ選
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択テーブル、出現率テーブル及び信頼度テーブルを示す図である。
【図５６】本発明の第７の実施形態に係るパチンコ機の保留変化予告に関するシナリオ選
択テーブル、出現率テーブル及び信頼度テーブルを示す図である。
【図５７】本発明の第８の実施形態に係るパチンコ機の大当たり判定乱数値のとり得る範
囲におけるはずれ、低確大当たり、高確大当たりの範囲を示す図である。
【図５８】同パチンコ機の大当たり判定処理のフローチャートを示す図である。
【図５９】本発明の第９の実施形態に係るパチンコ機のコマンド受信時の演出手段の作動
内容を示す図である。
【図６０】本発明の第１０の実施形態に係るパチンコ機の領域外ＲＡＭチェック処理のフ
ローチャートを示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、発明の実施形態を図面に基づいて詳述する。図１～図４９は本発明をパチンコ機
に採用した第１の実施形態を例示している。図１及び図２において、遊技機本体１は、外
枠２と、この外枠２の前側に配置された前枠３とを備えている。前枠３は、左右方向一端
側、例えば左端側に配置された上下方向の第１ヒンジ４を介して外枠２に開閉自在及び着
脱自在に枢着されており、左右方向における第１ヒンジ４と反対側、例えば右端側に設け
られた施錠手段５によって外枠２に対して閉状態で施錠可能となっている。
【０００９】
　前枠３は、本体枠６と、その本体枠６の前側に配置されたガラス扉７とを備えている。
ガラス扉７は、左右方向一端側、例えば左端側に配置された上下方向の第２ヒンジ８を介
して本体枠６に開閉自在及び着脱自在に枢着されており、施錠手段５によって本体枠６に
対して閉状態で施錠可能となっている。なお、第１ヒンジ４と第２ヒンジ８とは例えば同
一軸心となるように配置されている。
【００１０】
　外枠２は、図２に示すように左右一対の縦枠材２ａ，２ｂと上下一対の横枠材２ｃ，２
ｄとで矩形状に形成されている。外枠２の前側下部には、例えば合成樹脂製の前カバー部
材９が、下横枠材２ｄの前縁に沿って左右の縦枠材２ａ，２ｂの前側下部を連結するよう
に装着されている。前カバー部材９は、左右の縦枠材２ａ，２ｂよりも前側に突出してお
り、その上側に本体枠６が配置されている。また外枠２には、第１ヒンジ４を構成する外
枠上ヒンジ金具１１が例えば左上部に、同じく外枠下ヒンジ金具１２が左下部における前
カバー部材９の上側に夫々配置されている。
【００１１】
　本体枠６は合成樹脂製で、前カバー部材９の上側で外枠２の前縁側に略当接可能な矩形
状の枠部１３と、この枠部１３内の上部側に設けられた遊技盤装着部１４と、枠部１３内
の下部側に設けられた下部装着部１５とを例えば一体に備えている。遊技盤装着部１４に
は、遊技盤１６が例えば前側から着脱自在に装着され、下部装着部１５には、その前側に
発射手段１７、下部スピーカ１８等が配置されている。また本体枠６には、第１ヒンジ４
を構成する本体枠上ヒンジ金具１９と第２ヒンジ８を構成する本体枠上ヒンジ金具２０と
が例えば左上部に、第１，第２ヒンジ４，８を構成する本体枠下ヒンジ金具２１が例えば
左下部に夫々配置されている。
【００１２】
　ガラス扉７は、本体枠６の前面側に対応する矩形状に形成された樹脂製の扉ベース２２
を備えている。この扉ベース２２には、遊技盤１６に形成された遊技領域２３の前側に対
応してガラス窓２４の窓孔２４ａが形成されると共に、例えば窓孔２４ａの周囲に複数（
ここでは４つ）の上部スピーカ２５、送風演出装置２６等の演出手段が配置され、それら
上部スピーカ２５等を前側から略覆う上装飾カバー２７が装着されている。
【００１３】
　また扉ベース２２の下部前側には、本体枠６の後側に配置された払い出し手段２８から
払い出された遊技球を貯留して発射手段１７に供給する上皿３０、その上皿３０が満杯の
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ときの余剰球等を貯留する下皿３１、発射手段１７を作動させるために操作する発射ハン
ドル３２等が配置され、更に上皿３０、下皿３１等を前側から略覆う下装飾カバー３３が
装着されている。下装飾カバー３３は、例えば前向きの膨出状に形成されており、例えば
その上部側に、遊技者が押下操作可能な演出ボタン３４、十字操作手段３５等の所定操作
手段が設けられている。
【００１４】
　扉ベース２２の背面側には、窓孔２４ａを後側から略塞ぐようにガラスユニット３６が
着脱自在に装着されると共に、第１，第２ヒンジ４，８側の縁部に沿って配置される上下
方向のヒンジ端側補強板金３７と、開閉端側の縁部に沿って配置される上下方向の開閉端
側補強板金３８と、窓孔２４ａの下側に配置される左右方向の下部補強板金３９とがねじ
止め等により着脱自在に固定されている。また扉ベース２２には、第２ヒンジ８を構成す
るガラス扉上ヒンジ金具４０が例えば左上部に、同じくガラス扉下ヒンジ金具４１が例え
ば左下部に夫々配置されている。
【００１５】
　また、例えば下部補強板金３９の背面側には、球送りユニット４２、下皿案内ユニット
４３等が装着されている。球送りユニット４２は、上皿３０内の遊技球を１個ずつ発射手
段１７に供給するためのもので、発射手段１７の前側に対応して配置されている。下皿案
内ユニット４３は、上皿３０が満杯となったときの余剰球、及び発射手段１７により発射
されたにも拘わらず遊技領域２３に達することなく戻ってきたファール球を下皿３１に案
内するためのもので、例えば球送りユニット４２に隣接してその第１，第２ヒンジ４，８
側に配置されている。
【００１６】
　また、本体枠６の例えば上部側には、前枠３が外枠２に対して開放しているか否かを検
出可能な扉開放スイッチ４４が設けられている。この扉開放スイッチ４４は、例えば前枠
３が外枠２に対して前側に開放したときにＯＮ、閉鎖したときにＯＦＦとなるように構成
されている。
【００１７】
　遊技盤１６は、図３に示すように例えばベニヤ板等のベース板４５を備え、そのベース
板４５の前側に、発射手段１７から発射された遊技球を案内するガイドレール４６が環状
に配置されると共に、そのガイドレール４６の内側の遊技領域２３に、中央表示枠ユニッ
ト４７、始動入賞ユニット４８、普通入賞ユニット４９等のユニット部品の他、多数の遊
技釘（図示省略）が配置され、また遊技領域２３の外側の例えば下部側には遊技情報表示
手段５０が配置されている。
【００１８】
　遊技情報表示手段５０は、図４に示すように、例えば８個のＬＥＤ６０で構成されるＬ
ＥＤグループを４つ備えており、それら計３２個のＬＥＤ６０が普通図柄表示手段５１、
普通保留個数表示手段５２、第１特別図柄表示手段５３、第２特別図柄表示手段５４、第
１特別保留個数表示手段５５、第２特別保留個数表示手段５６、変動短縮報知手段５７、
右打ち報知手段５８及びラウンド数報知手段５９に所定個数ずつ割り当てられている。即
ち、第１，第２ＬＥＤグループ５０ａ，５０ｂに属する各８個のＬＥＤ６０は夫々第１，
第２特別図柄表示手段５３，５４を構成し、第３ＬＥＤグループ５０ｃに属する８個のＬ
ＥＤ６０は、２個ずつに分けられて夫々第１特別保留個数表示手段５５、第２特別保留個
数表示手段５６、普通保留個数表示手段５２、変動短縮報知手段５７を構成し、第４ＬＥ
Ｄグループ５０ｄに属する８個のＬＥＤ６０は、そのうちの２個が普通図柄表示手段５１
を、他の２個が右打ち報知手段５８を、残りの４個がラウンド数報知手段５９を夫々構成
している。
【００１９】
　遊技盤１６の複数のユニット部品４７～４９上には、普通図柄始動手段６１、第１特別
図柄始動手段６２、第２特別図柄始動手段６３、大入賞手段６４、複数の普通入賞手段６
５等が設けられている。またベース板４５の後側には、液晶表示手段（画像表示手段）６
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６の他、液晶表示手段６６の前側を移動可能な可動体６７ａを備えた可動演出手段６７等
が配置されている。
【００２０】
　中央表示枠ユニット４７は、液晶表示手段６６の表示枠を構成するもので、ベース板４
５に形成された前後方向貫通状の装着孔（図示省略）に対して前側から着脱自在に装着さ
れている。この中央表示枠ユニット４７は、図３に示すように、ベース板４５の前面に沿
って装着孔の外側に配置され且つその前側を遊技球が通過可能な前面装着板７１と、液晶
表示手段６６の前側における左右両側から上部側にわたる正面視略門形状に配置され且つ
前面装着板７１の内周側で前向きに突設された装飾枠７２と、その装飾枠７２の左右の下
端部間に配置されるステージ７３とを備えている。発射手段１７により発射され、遊技領
域２３の上部側に進入した遊技球は、装飾枠７２の頂部で左右に振り分けられ、中央表示
枠ユニット４７の左側の左流下経路７４ａと右側の右流下経路７４ｂとの何れかを流下す
る。
【００２１】
　中央表示枠ユニット４７には、左流下経路７４ａ側と右流下経路７４ｂ側との少なくと
も一方側、例えば左流下経路７４ａ側に、遊技球が流入可能なワープ入口７５が設けられ
ている。左流下経路７４ａを流下中にワープ入口７５に流入した遊技球は、ステージ７３
上で左右方向に自由に転動した後、遊技領域２３の左右方向中央に対応して設けられた中
央落下部７６とそれ以外の部分との何れかから前側に落下する。またステージ７３の上側
には、跳ね返り等による後側への遊技球の侵入を阻止するための侵入防止手段７７が設け
られている。
【００２２】
　始動入賞ユニット４８は、中央表示枠ユニット４７の下側に配置され、ベース板４５に
対して前側から着脱自在に装着されている。普通入賞ユニット４９は、中央表示枠ユニッ
ト４７の下側で始動入賞ユニット４８の左側に配置され、ベース板４５に対して前側から
着脱自在に装着されている。
【００２３】
　普通図柄始動手段６１は、普通図柄表示手段５１による普通図柄の変動表示を開始させ
るためのもので、遊技球が通過可能な通過ゲート等により構成され、遊技球の通過を検出
する通過検出手段（図示省略）を備えている。この普通図柄始動手段６１は、例えば中央
表示枠ユニット４７の右部における前面装着板７１の前側に設けられており、右流下経路
７４ｂを流下する遊技球が通過可能となっている。
【００２４】
　普通図柄表示手段５１は、普通図柄を変動表示するためのもので、図４に示すように遊
技情報表示手段５０における例えば２個のＬＥＤ６０で構成されており、普通図柄始動手
段６１が遊技球を検出することに基づいて、普通図柄を構成するそれら２個のＬＥＤ６０
が普通変動中発光パターンで発光した後、普通図柄始動手段６１による遊技球検出時に取
得された普通乱数情報に含まれる当たり判定乱数値が予め定められた当たり判定値と一致
する場合には当たり態様（所定態様）で、それ以外の場合にははずれ態様で変動を停止す
る。なお、普通図柄を構成する２個のＬＥＤ６０は、それらの発光態様（例えば点灯／消
灯）の組み合わせにより一又は複数の当たり態様と一又は複数のはずれ態様とを表示可能
であり、また普通変動中発光パターンは、例えば特定の複数種類（ここでは２種類）の発
光態様を所定時間（例えば１２８ｍｓ）毎に切り替えるようになっている。
【００２５】
　また、普通図柄表示手段５１の図柄変動中と普通利益状態中とを含む普通保留期間中に
普通図柄始動手段６１が遊技球を検出した場合には、それによって取得された普通乱数情
報が予め定められた上限保留個数、例えば４個を限度として保留記憶され、普通保留期間
が終了する毎に１個ずつ消化されて普通図柄の変動が行われる。普通乱数情報の記憶個数
（普通保留個数）は、普通保留個数表示手段５２等によって遊技者に報知される。普通保
留個数表示手段５２は、図４に示すように遊技情報表示手段５０における例えば２個のＬ
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ＥＤ６０で構成されており、それら２個のＬＥＤ６０の夫々の発光態様（例えば点灯／点
滅／消灯）の組み合わせにより、０～４個の５種類の普通保留個数を表示可能となってい
る。
【００２６】
　第１特別図柄始動手段（図柄始動手段）６２は、第１特別図柄表示手段５３による図柄
変動を開始させるためのもので、開閉手段を有しない非開閉式入賞手段により構成され、
入賞した遊技球を検出する遊技球検出手段（図示省略）を備えている。この第１特別図柄
始動手段６２は、例えば始動入賞ユニット４８に設けられ、ステージ７３の中央落下部７
６に対応してその下側に上向き開口状に配置されており、左流下経路７４ａ側のワープ入
口７５からステージ７３を経て入賞するルートが存在すること等により、右流下経路７４
ｂを流下してきた遊技球よりも左流下経路７４ａを流下してきた遊技球の方が高い確率で
入賞可能となっている。なお、この第１特別図柄始動手段６２に遊技球が入賞すると、１
入賞当たり所定個数の遊技球が賞球として払い出される。
【００２７】
　第２特別図柄始動手段（図柄始動手段）６３は、第２特別図柄表示手段５４による図柄
変動を開始させるためのもので、開閉部７８の作動によって遊技球が入賞可能な開状態と
入賞不可能（又は開状態よりも入賞困難）な閉状態とに変化可能な開閉式入賞手段により
構成され、入賞した遊技球を検出する遊技球検出手段（図示省略）を備えており、普通図
柄表示手段５１の変動後の停止図柄が当たり態様となって普通利益状態が発生したときに
、開閉部７８が所定時間閉状態から開状態に変化するようになっている。
【００２８】
　この第２特別図柄始動手段６３は、例えば中央表示枠ユニット４７の右部における前面
装着板７１上で且つ普通図柄始動手段６１の下流側に配置されており、右流下経路７４ｂ
を流下してきた遊技球が入賞可能となっている。なお、開閉部７８は例えば下部側に設け
られた左右方向の回転軸廻りに揺動可能であり、閉状態では例えば前面装着板７１と略面
一となって遊技球が前側を通過可能となり、開状態では前面装着板７１の前側で後ろ下が
りの傾斜状となって遊技球を後向きに入賞させるようになっている。なお、この第２特別
図柄始動手段６３に遊技球が入賞すると、１入賞当たり所定個数の遊技球が賞球として払
い出される。
【００２９】
　第１特別図柄表示手段（図柄表示手段）５３は、図４に示すように遊技情報表示手段５
０における例えば８個のＬＥＤ６０で構成されており、第１特別図柄始動手段６２が遊技
球を検出することを条件に（図柄始動条件が成立した場合に）、第１特別図柄を構成する
それら８個のＬＥＤ６０が特別変動中発光パターンで発光した後、第１特別図柄始動手段
６２による遊技球検出時に取得された第１特別乱数情報に含まれる大当たり判定乱数値が
予め定められた大当たり判定値と一致する場合（乱数抽選で当選した場合）には第１大当
たり態様（特定態様）で、それ以外の場合には第１はずれ態様（非特定態様）で変動を停
止するようになっている。第１特別図柄表示手段５３の変動後の停止図柄が第１大当たり
態様となった場合には第１特別利益状態が発生する。
【００３０】
　第２特別図柄表示手段（図柄表示手段）５４は、図４に示すように遊技情報表示手段５
０における例えば８個のＬＥＤ６０で構成されており、第２特別図柄始動手段６３が遊技
球を検出することを条件に（図柄始動条件が成立した場合に）、第２特別図柄を構成する
それら８個のＬＥＤ６０が特別変動中発光パターンで発光した後、第２特別図柄始動手段
６３による遊技球検出時に取得された第２特別乱数情報に含まれる大当たり判定乱数値が
予め定められた大当たり判定値と一致する場合（乱数抽選で当選した場合）には第２大当
たり態様（特定態様）で、それ以外の場合には第２はずれ態様（非特定態様）で変動を停
止するようになっている。第２特別図柄表示手段５４の変動後の停止図柄が第２大当たり
態様となった場合には第２特別利益状態が発生する。
【００３１】
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　第１，第２特別図柄表示手段５３，５４は、各８個のＬＥＤ６０の発光態様（例えば点
灯／消灯）の組み合わせにより一又は複数の第１，第２大当たり態様と一又は複数の第１
，第２はずれ態様とを表示可能であり、また特別変動中発光パターンは、例えば特定の複
数種類（ここでは２種類）の発光態様を所定時間（例えば１２８ｍｓ）毎に切り替えるよ
うになっている。
【００３２】
　また、第１特別図柄表示手段５３の図柄変動中、第２特別図柄表示手段５４の図柄変動
中及び第１，第２特別利益状態中を含む特別保留期間中に第１，第２特別図柄始動手段６
２，６３が遊技球を検出した場合には、それによって取得された第１，第２特別乱数情報
（乱数情報）が夫々予め定められた上限保留個数、例えば各４個を限度として保留記憶さ
れる。そして、特別保留期間が終了した時点で第２特別図柄側の保留記憶が１以上の場合
にはその第２特別図柄の保留記憶を１個消化して第２特別図柄の変動を行い、第１特別図
柄側の保留記憶のみが１以上の場合にはその第１特別図柄の保留記憶を１個消化して第１
特別図柄の変動を行う。このように本実施形態では、第１特別図柄と第２特別図柄とが共
に変動中になることはなく、また第１特別図柄側と第２特別図柄側との両方に保留記憶が
ある場合には、第２特別図柄の変動を優先的に行うようになっている。
【００３３】
　なお、第１，第２特別乱数情報の記憶個数（第１，第２特別保留個数）は、第１，第２
特別保留個数表示手段５５，５６、液晶表示手段６６等によって遊技者に報知される。こ
こで、第１，第２特別保留個数表示手段５５，５６は、図４に示すように遊技情報表示手
段５０における各２個のＬＥＤ６０で構成され、それらの発光態様（例えば点灯／点滅／
消灯）の組み合わせにより、０～４個の５種類の第１，第２特別保留個数を表示可能とな
っている。
【００３４】
　大入賞手段６４は、遊技球が入賞可能な開状態と入賞不可能な閉状態とに切り換え可能
な開閉板７９を備えた開閉式入賞手段で、例えば中央表示枠ユニット４７に設けられ、第
２特別図柄始動手段６３の下流側で第１特別図柄始動手段６２の上流側に配置されており
、左流下経路７４ａを流下してきた遊技球よりも右流下経路７４ｂを流下してきた遊技球
の方が高い確率で入賞可能となっている。この大入賞手段６４は、第１，第２特別図柄表
示手段５３，５４の第１，第２特別図柄が変動後に第１，第２大当たり態様で停止した場
合に発生する第１，第２特別利益状態において、開閉板７９が所定の開放パターンに従っ
て前側に開放して、その上に落下してきた遊技球を内部へと入賞させるようになっている
。この大入賞手段６４に遊技球が入賞すると、１入賞当たり所定個数の遊技球が賞球とし
て払い出される。なお以下の説明では、第１特別利益状態と第２特別利益状態とを合わせ
て「大当たり遊技（特別遊技）」という。
【００３５】
　本実施形態の大当たり遊技における大入賞手段６４の開放パターンとしては４Ｒ，６Ｒ
，１０Ｒの３種類設けられている（図３４）。４Ｒ，６Ｒ，１０Ｒの各開放パターンは、
いわゆる出玉ありのラウンドを夫々４回，６回，１０回行うように構成されている。ここ
で、出玉ありのラウンドは、大入賞手段６４の開放後、その大入賞手段６４への入賞個数
が所定個数（例えば９個）に達するか、所定時間（例えば２８秒）経過した時点で大入賞
手段６４を閉じるように設定されており、遊技者が右流下経路７４ｂ側の大入賞手段６４
を狙って右打ちをすれば最大個数の遊技球を容易に入賞させて大量の賞球を獲得できる。
なお、出玉ありのラウンドに加えて、大入賞手段６４が極短時間（例えば０．２秒）だけ
開放する出玉なしのラウンドを有する開放パターンを設けてもよいし、出玉なしのラウン
ドのみの開放パターンを設けてもよい。
【００３６】
　また液晶表示手段６６には、例えば第１，第２特別図柄表示手段５３，５４による第１
，第２特別図柄の変動表示と並行して演出図柄８０を変動表示可能である他、第１，第２
特別保留個数を示す第１，第２保留画像Ｘ１～Ｘ４，Ｙ１～Ｙ４，変動中保留画像Ｚ等の



(10) JP 6944352 B2 2021.10.6

10

20

30

40

50

各種画像を表示可能となっている。
【００３７】
　ここで演出図柄８０は、図３に示すように、例えば１～８等の数字、その他で構成され
る図柄本体部８０ａと、この図柄本体部８０ａに付随するキャラクタその他の装飾部８０
ｂとの結合で構成され、例えば所定方向に複数列（ここでは左右方向に３列）で夫々変動
可能であり、例えば第１，第２特別図柄の変動開始と略同時に所定の変動パターンに従っ
て縦スクロール等による変動を開始すると共に、第１，第２特別図柄の変動停止と略同時
に最終停止するようになっている。なお演出図柄８０では、例えば全て同じ図柄で揃った
場合が大当たり演出態様、それ以外が外れ演出態様となっており、第１，第２特別図柄が
第１，第２大当たり態様（特定態様）となる場合には演出図柄８０は大当たり演出態様（
特定演出態様）となり、第１，第２特別図柄が第１，第２外れ態様（非特定態様）となる
場合には演出図柄８０は外れ演出態様（非特定演出態様）となる。
【００３８】
　また第１，第２保留画像Ｘ１～Ｘ４，Ｙ１～Ｙ４，変動中保留画像Ｚに関しては、第１
，第２特別図柄始動手段６２，６３が遊技球を検出することに基づいて第１，第２特別保
留個数が増加した場合に、第１，第２保留画像Ｘ１～，Ｙ１～を液晶表示手段６６上に１
個追加表示し、また第１，第２特別図柄表示手段５３，５４による第１，第２特別図柄の
新たな変動が開始することに基づいて第１，第２特別保留個数が減少した場合に、例えば
変動中保留画像Ｚを消去し、第１，第２保留画像Ｘ１～，Ｙ１～を待ち行列の前側（例え
ば画面右側）に向けて１個分ずつシフトすると共に、押し出された先頭の第１，第２保留
画像Ｘ１，Ｙ１を例えば所定位置まで移動させて新たな変動中保留画像Ｚに変化させるよ
うになっている。このように、液晶表示手段６６が、保留記憶された第１，第２特別乱数
情報の数に応じた保留表示を実行可能な保留表示手段の一例である。
【００３９】
　また遊技盤１６の裏側には、図５に示すように中央表示枠ユニット４７等を後側から覆
う裏カバー８１が装着され、この裏カバー８１の背面側に、主制御基板８２ａが格納され
た主基板ケース８２、演出制御基板８３ａ及び演出インターフェイス基板８３ｂが格納さ
れた演出基板ケース８３、液晶制御基板８４ａが格納された液晶基板ケース８４等が着脱
自在に装着されている。
【００４０】
　また、前枠３の裏側には、遊技盤１６の裏側を開閉自在に覆う開閉カバー８５が着脱自
在に装着されると共に、その上側に遊技球タンク８６ａとタンクレール８６ｂとが、左右
一側に払い出し手段２８と払い出し通路８７とが夫々装着されており、遊技球が大入賞手
段６４等の入賞口に入賞したとき、又は図外の自動球貸し機から球貸し指令があったとき
に、遊技球タンク８６ａ内の遊技球をタンクレール８６ｂを経て払い出し手段２８により
払い出し、その遊技球を払い出し通路８７を経て上皿３０に案内するようになっている。
なお、開閉カバー８５は、例えば主基板ケース８２の上部側の一部分を後側から覆うよう
に配置されている。
【００４１】
　また、前枠３の裏側下部には、基板装着台８８が着脱自在に装着されており、この基板
装着台８８の背面側に、電源基板８９ａが格納された電源基板ケース８９、払出制御基板
９０ａが格納された払出基板ケース９０が夫々着脱自在に装着されている。
【００４２】
　図６（ａ）は本パチンコ機の制御系の概略ブロック図である。図６（ａ）において、主
制御基板８２ａは遊技制御動作を統括するもので、遊技盤１６上の遊技情報表示手段５０
、普通図柄始動手段６１、第１特別図柄始動手段６２、第２特別図柄始動手段６３、大入
賞手段６４、普通入賞手段６５等が例えば図示しない中継基板等を経由して接続され、ま
たその下位には、主制御基板８２ａからの制御コマンドに基づいて音声出力、電飾発光、
可動体駆動等の演出制御を行う演出制御基板８３ａ、この演出制御基板８３ａからの制御
コマンドに基づいて液晶表示手段６６を制御する液晶制御基板８４ａ、主制御基板８２ａ
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からの制御コマンドに基づいて払い出し手段２８を制御する払出制御基板９０ａ、この払
出制御基板９０ａからの発射制御信号等に基づいて発射手段１７を制御する発射制御基板
９１等のサブ制御手段が接続されている。
【００４３】
　また主制御基板８２ａには、ＲＡＭクリアスイッチ９２、設定変更操作手段９３等の操
作手段と、性能情報表示手段９７等の表示手段とが接続されている。図５に示すように、
ＲＡＭクリアスイッチ９２と設定変更操作手段９３とは何れも主基板ケース８２の外側か
ら操作可能な状態で、また性能情報表示手段９７は主基板ケース８２の外側から視認可能
な状態で、夫々主制御基板８２ａに装着されている。なお本実施形態では、ＲＡＭクリア
スイッチ９２、設定変更操作手段９３、性能情報表示手段９７は、開閉カバー８５で覆わ
れない位置に配置している。
【００４４】
　ＲＡＭクリアスイッチ９２は、電源投入時にＲＡＭクリアを行う場合に操作するもので
、主基板ケース８２の外側から例えば押圧操作可能であり、非操作時にＯＦＦ、押圧操作
時にＯＮとなるように構成されている。また設定変更操作手段９３は、設定変更を行う場
合等に操作するもので、主基板ケース８２の外側から例えば専用の設定キーを鍵穴部に差
し込んで回転操作することによりＯＮ／ＯＦＦの切り替えが可能となっている。なお本実
施形態では、この設定変更操作手段９３等を操作することにより、大当たり確率、即ち第
１，第２特別図柄が大当たり態様となる確率（乱数抽選で当選する確率）を複数段階（こ
こでは設定１～６の６段階）に変更可能となっている。設定変更等の詳細については後述
する。
【００４５】
　性能情報表示手段９７は、設定表示手段９４と性能表示手段９５とを構成するもので、
例えば４桁の７セグＬＥＤ９７ａ～９７ｄを備え、透明な主基板ケース８２を通して視認
可能となるように例えば主基板ケース８２内で主制御基板８２ａに装着されており、第１
期間中は設定表示手段９４として機能し、第１期間とは異なる第２期間中は性能表示手段
９５として機能するようになっている。
【００４６】
　設定表示手段９４は、設定１～６の何れが選択されているかを示す設定情報を表示する
もので、例えば設定１～６に対応して「１」～「６」、「１．」～「６．」の何れかを性
能情報表示手段９７の少なくとも一部（ここでは７セグＬＥＤ９７ａ）に表示可能であり
、例えば設定変更期間中は確定前の設定情報をドット付きの「１．」～「６．」で、設定
確認期間中は確定された設定情報をドットなしの「１」～「６」で夫々表示可能となって
いる。
【００４７】
　性能表示手段９５は、いわゆるベース値を７セグＬＥＤ９７ａ～９７ｄに表示するもの
である。ベース値は、遊技実績に基づいて得られる性能情報の一例であり、例えば「（低
確率状態での払い出し個数÷低確率状態でのアウト個数）×１００」で算出される。なお
本実施形態の性能表示手段９５は、第１ベース値，第２ベース値の２種類のベース値を切
り替え表示可能となっている。第１ベース値は、所定時点からアウト個数が所定個数（例
えば６００００個）に達するまでを単位期間としてその単位期間中におけるリアルタイム
でのベース値であり、第２ベース値は前回の単位期間における累計のベース値である。も
ちろん、例えば前々回の単位時間における累計のベース値を第３ベース値として表示する
等、３種類以上のベース値を切り替え可能としてもよい。
【００４８】
　以上のように、ＲＡＭクリアスイッチ９２、設定変更操作手段９３、性能情報表示手段
９７（設定表示手段９４及び性能表示手段９５）は、何れも遊技機本体１の後側に配置さ
れており、それらにアクセスするためには解錠して前枠３を開放する必要があるため、ホ
ール関係者等以外はＲＡＭクリアスイッチ９２、設定変更操作手段９３を操作することが
できず、また性能情報表示手段９７（設定表示手段９４、性能表示手段９５）の表示内容
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を見ることもできない。
【００４９】
　また本実施形態では、遊技情報表示手段５０と性能情報表示手段９７とについてダイナ
ミック点灯方式により駆動制御を行うようになっている。図７に示すように、主制御基板
８２ａのＬＥＤコモンポートからは１バイトのダイナミック点灯コモンＣ０～Ｃ７の走査
信号を出力可能であり、それらのうち、ダイナミック点灯コモンＣ０～Ｃ３のラインが遊
技情報表示手段５０のＬＥＤグループ５０ａ～５０ｄに、ダイナミック点灯コモンＣ４～
Ｃ７のラインが性能情報表示手段９７の７セグ表示部９７ａ～９７ｄに夫々接続されてい
る。
【００５０】
　また、主制御基板８２ａのＬＥＤデータポート１，２からは夫々１バイトのダイナミッ
ク点灯データＤ１０～Ｄ１７，Ｄ２０～Ｄ２７を出力可能であり、ＬＥＤデータポート１
のダイナミック点灯データＤ１０～Ｄ１７のラインが遊技情報表示手段５０のＬＥＤグル
ープ５０ａ～５０ｄに、ＬＥＤデータポート２のダイナミック点灯データＤ２０～Ｄ２７
のラインが性能情報表示手段９７の７セグ表示部９７ａ～９７ｄに夫々接続されている。
【００５１】
　演出制御基板８３ａ及び液晶制御基板８４ａは、図６（ａ）に示すように主制御基板８
２ａに接続された演出インターフェイス基板８３ｂに接続されており、主制御基板８２ａ
から演出制御基板８３ａへの制御コマンド、演出制御基板８３ａから液晶制御基板８４ａ
への制御コマンドは共に演出インターフェイス基板８３ｂを経由して送信されるようにな
っている。
【００５２】
　また、演出制御基板８３ａの制御対象である各種演出手段、例えばスピーカ１８，２５
、電飾手段９６、可動演出手段６７等の他、遊技者が操作可能な演出ボタン３４、十字操
作手段３５等は例えば演出インターフェイス基板８３ｂを介して演出制御基板８３ａに接
続されている。なお、電飾手段９６は、上下の装飾カバー２７，３３内や遊技盤１６等に
配置された多数のＬＥＤ（図示省略）により構成されている。
【００５３】
　続いて、電源投入時に主制御基板８２ａにおいて実行される電源投入処理（図８）につ
いて説明する。この電源投入処理（図８）では、まずタイマ割込み等の割込み処理が実行
されないように割込み禁止とし（Ｓ１）、スタックポインタを設定する（Ｓ２）と共に、
第１電源異常チェック処理でのスタック使用に備えて、ＲＡＭのプロテクト及び禁止領域
を無効とする（Ｓ３）。そして、後述する設定変更処理中に電源のＯＦＦ／ＯＮが行われ
た可能性を考慮して、外部出力端子から出力するセキュリティ信号をＯＦＦにすると共に
、設定表示手段９４への設定情報の表示に関する設定表示用データをクリアし、また不用
意な発射許可信号の出力を防止すべく発射許可信号もＯＦＦにする（Ｓ４）。
【００５４】
　続いて、第１電源異常チェック処理（Ｓ５）を実行する。この第１電源異常チェック処
理では、図１１に示すように、ＷＤＴクリア処理（Ｓ５１ａ）を実行した後、電源異常信
号がＯＮであるか否かを判定し（Ｓ５１）、電源異常信号がＯＮであれば（Ｓ５１：Ｙｅ
ｓ）、電源投入処理の冒頭（図８のＳ１）に移行するようになっている。
【００５５】
　第１電源異常チェック処理（Ｓ５）で電源異常信号がＯＮでないと判定された場合には
（図１１のＳ５１：Ｎｏ）、そのまま第１電源異常チェック処理を終了し、次のＳ６（図
８）に移行する。このＳ６では、ＣＰＵ内のレジスタ値等に関する各種初期設定を行うと
共に、割込みモード、割込み優先順位、内部ハード乱数等の設定を行う。そして、サブ基
板起動待ち時間をセットし（Ｓ７）、サブ基板起動待ち時間が０になるまで（Ｓ１１）、
サブ基板起動待ち時間の減算処理（Ｓ８）、ＷＤＴクリア処理（Ｓ９）、Ｓ５と同様の第
１電源異常チェック処理（Ｓ１０，図１１）を繰り返し実行する。
【００５６】
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　サブ基板起動待ち時間が０になると（Ｓ１１：Ｙｅｓ）、演出制御基板８３ａに対して
待機画面表示コマンド（ＢＡ０１Ｈ）を送信する（Ｓ１２）。演出制御基板８３ａが待機
画面表示コマンド（ＢＡ０１Ｈ）を受信すると、例えば液晶表示手段６６には「Ｐｌｅａ
ｓｅ　Ｗａｉｔ」等の表示が行われる（図４４）。
【００５７】
　そして、払出制御基板９０ａの電源投入信号がＯＮであると判定されるまで（Ｓ１４：
Ｙｅｓ）、第１電源異常チェック処理（Ｓ１３，図１１）を繰り返し実行することにより
、払出制御基板９０ａの起動確認を行う。
【００５８】
　続いて図９に示すＳ１５～Ｓ２４の処理に移行する。このＳ１５～Ｓ２４の処理は、設
定変更処理（Ｓ１７）及びＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）を実行する「設定変更」、設定変
更処理（Ｓ１７）を実行することなくＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）を実行する「ＲＡＭク
リア」、設定確認処理（Ｓ２３）及びバックアップ復帰処理（Ｓ２４）を実行する「設定
確認」、設定確認処理（Ｓ２３）を実行することなくバックアップ復帰処理（Ｓ２４）を
実行する「バックアップ復帰」、電源再投入待ち処理（Ｓ２０）を実行する「ＲＡＭ異常
」の５種類の処理態様の何れかで行われる。
【００５９】
　また、これら５種類の処理態様のうち、「ＲＡＭ異常」を除く４種類については、設定
変更操作手段９３のＯＮ／ＯＦＦ状態、扉（前枠３）の開放／閉鎖状態、ＲＡＭクリアス
イッチ９２のＯＮ／ＯＦＦ状態の組み合わせに応じて選択される。
【００６０】
　本実施形態では、図１４に示すように、設定変更操作手段９３とＲＡＭクリアスイッチ
９２とが共にＯＮの場合には原則として「設定変更」が選択され、設定変更操作手段９３
がＯＦＦ、ＲＡＭクリアスイッチ９２がＯＮの場合には「ＲＡＭクリア」が選択されるが
、設定変更操作手段９３とＲＡＭクリアスイッチ９２とが共にＯＮであっても、扉開放の
場合には「設定変更」ではなく「ＲＡＭクリア」が選択されるようになっている。また同
様に、設定変更操作手段９３がＯＮ、ＲＡＭクリアスイッチ９２がＯＦＦの場合には原則
として「設定確認」が選択され、設定変更操作手段９３とＲＡＭクリアスイッチ９２とが
共にＯＦＦの場合には「バックアップ復帰」が選択されるが、設定変更操作手段９３がＯ
Ｎ、ＲＡＭクリアスイッチ９２がＯＦＦであっても、扉開放の場合には「設定確認」では
なく「バックアップ復帰」が選択されるようになっている。
【００６１】
　このように本実施形態では、扉（前枠３）が開放していないにも拘わらず設定変更操作
手段９３やＲＡＭクリアスイッチ９２がＯＮであるという状況は不正行為が疑われること
から、設定変更機能に関する「設定変更」及び「設定確認」については扉開放を条件とし
、扉閉鎖の場合には、設定変更処理（Ｓ１７）を実行しない「ＲＡＭクリア」、設定確認
処理（Ｓ２３）を実行しない「バックアップ復帰」を選択するようになっている。なお、
設定変更機能に関係しない「ＲＡＭクリア」、「バックアップ復帰」については、設定変
更操作手段９３及びＲＡＭクリアスイッチ９２のＯＮ／ＯＦＦ状態のみを条件とし、扉の
開放／閉鎖状態は条件としていない。
【００６２】
　以下、Ｓ１５～Ｓ２４の処理について、図９のフローチャートを参照しつつ、図１２に
示すソースプログラムに従って詳細に説明する。なお図１２には、Ｓ１５～Ｓ２４のソー
スプログラムが、メモリ上の記憶順序に沿って記載されている。また、そのソースプログ
ラムの右側には、上述した「設定変更」、「ＲＡＭクリア」、「設定確認」、「バックア
ップ復帰」、「ＲＡＭ異常」の５種類の処理態様毎に、実行する処理とそれらの実行順序
とを、矢印とその右上の数字とで示している。
【００６３】
　入力ポートデータ取得処理（Ｓ１５）では、図１２に示すように、まず入力ポート１（
Ｐ＿ＩＮＰＴ１）のデータをＷレジスタに入力する（Ｓａ１）。本実施形態では、入力ポ
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ート１（Ｐ＿ＩＮＰＴ１）の第０～７ビットに対応する入力信号は図１３に示すようにな
っており、設定変更操作手段９３のＯＮ／ＯＦＦ信号は第０ビットに、扉開放スイッチ４
４のＯＮ／ＯＦＦ信号（扉開放信号）は第５ビットに、ＲＡＭクリアスイッチ９２のＯＮ
／ＯＦＦ信号は第６ビットに、夫々入力される。Ｓａ１では、その入力ポート１（Ｐ＿Ｉ
ＮＰＴ１）の第０～７ビットのデータがＷレジスタの第０～７ビットに夫々入力される。
【００６４】
　次に、Ｗレジスタの値とマスクデータ“０１１００００１Ｂ”との論理積（ＡＮＤ）を
求めることにより、設定変更操作手段９３のＯＮ／ＯＦＦ信号に対応する第０ビット、扉
開放スイッチ４４のＯＮ／ＯＦＦ信号（扉開放信号）に対応する第５ビット、ＲＡＭクリ
アスイッチ９２のＯＮ／ＯＦＦ信号に対応する第６ビット以外のビットをマスクし、Ｗレ
ジスタをそのマスク後のデータに更新する（Ｓａ２）。
【００６５】
　図１４に示すように、Ｗレジスタの第０ビットは、設定変更操作手段９３がＯＮの場合
に１、ＯＦＦの場合に０となり、同じく第５ビットは、扉（前枠３）が開放している場合
に１、閉鎖している場合に０となり、同じく第６ビットは、ＲＡＭクリアスイッチ９２が
ＯＮの場合に１、ＯＦＦの場合に０となる。なお、Ｗレジスタの第０，５，６ビットの値
の組み合わせは図１４に示す８種類存在する。以下の説明では、Ｗレジスタの第０，５，
６ビットの値ｗ０，ｗ５，ｗ６の組み合わせを、必要に応じてＷ（ｗ０，ｗ５，ｗ６）で
表現する。
【００６６】
　以上の入力ポートデータ取得処理（Ｓ１５）に続いては、設定変更分岐判定処理（Ｓ１
６）を実行する。この設定変更分岐判定処理（設定変更判定処理）（Ｓ１６）は、処理態
様として「設定変更」を選択するか否かを判定するもので、図１２に示すように、まずＷ
レジスタの値と“０１１００００１Ｂ”とを比較してそれらの差を求める（Ｓｂ１）。こ
れにより得られる値は、Ｗレジスタの第０，５，６ビットが全て１の場合（Ｗ（１，１，
１））、即ち扉（前枠３）が開放し、設定変更操作手段９３とＲＡＭクリアスイッチ９２
とが共にＯＮの場合に０となる。なお、得られた値（差）が０であれば例えばゼロフラグ
に１がセットされる。そして、Ｓｂ１で得られた値が０であれば（ゼロフラグ＝１）、即
ちＷ（１，１，１）であれば、処理態様として「設定変更」が選択され、次の設定変更処
理（Ｓ１７）へと移行する。
【００６７】
　設定変更処理（Ｓ１７）では、まず設定変更期間が開始したことを示すＢＡ５ＡＨ（設
定変更中コマンドデータ）をＤＥレジスタに格納し（Ｓｃ１）、コマンド送信処理（Ｓｃ
２）によってそのコマンドデータを送信する。なお、演出制御基板８３ａが設定変更中コ
マンド（ＢＡ５ＡＨ）を受信すると、例えば液晶表示手段６６には「設定変更中です」等
の表示が行われる（図４４）。
【００６８】
　次に、設定処理のサブルーチン（Ｍ＿ＳＥＴＴＥＩ）を実行する（Ｓｃ３）。この設定
処理（Ｓｃ３）では、図１５（ａ）に示すように、まずバックアップフラグをクリアする
（Ｓ６０）と共に入力データ作成処理（Ｓ６１）を実行する。この入力データ作成処理（
Ｓ６１）は、ＲＡＭクリアスイッチ９２、設定変更操作手段９３等の入力情報を取得する
もので、例えばタイマ割込み処理における入力管理処理（図２４のＳ１３３）から呼び出
されるようになっている。
【００６９】
　次に、ＲＡＭの設定値ワーク領域から設定値データを読み出して設定作業値として例え
ばＣレジスタにセットする（Ｓ６２）。本実施形態では、設定１～６の何れかを選択可能
であり、ＲＡＭ上の設定値ワーク領域には、それら設定１～６の何れが選択されているか
に応じて例えば０～５の何れかの設定値データが格納されている。そして、Ｃレジスタの
設定作業値が０～５の範囲内にない場合には（Ｓ６３：Ｎｏ）、Ｃレジスタ（設定作業値
）に例えば０を格納する（Ｓ６４）。即ち、設定値データが正常範囲内になければ、Ｃレ
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ジスタ（設定作業値）に設定１に対応する０を強制的にセットする。もちろん、Ｃレジス
タ（設定作業値）にセットする値は０に限られるものではなく、正常範囲内（０～５）の
何れかであればよい。
【００７０】
　本実施形態の場合、設定変更処理（Ｓ１７）の前には後述するＲＡＭ異常判定処理（Ｓ
１９）が実行されないため、設定変更処理（Ｓ１７）の開始時点でＲＡＭ異常により設定
値ワーク領域の値が正常範囲内にない可能性がある。そこでそのような場合には、Ｓ６４
で設定作業値に正常値（ここでは０）を強制的にセットすることにより、ＲＡＭ異常の場
合でも設定変更処理を進めることができるようにしている。
【００７１】
　続いて、第１電源異常チェック処理（Ｓ６５，図１１）を実行し、セキュリティ信号を
外部出力端子から出力する（Ｓ６６）。そして、チャタリング防止待ち時間をセットし（
Ｓ６７）、そのチャタリング防止待ち時間が０になるまで（Ｓ６９：Ｙｅｓ）、チャタリ
ング防止待ち時間の減算処理（Ｓ６８）を繰り返し実行する。本実施形態では、設定変更
操作手段９３がＯＦＦになるまで（Ｓ７６：Ｙｅｓ）、Ｓ６５～Ｓ７５の処理が高速で繰
り返され、その度に設定変更操作がなされたか否か、即ちＲＡＭクリアスイッチ９２がＯ
ＦＦ→ＯＮに変化したか否かが判定されるが（後述するＳ７１）、Ｓ６７～Ｓ６９により
チャタリング防止待ち時間を設けることにより、ＲＡＭクリアスイッチ９２のチャタリン
グによる誤検出を防止できる。
【００７２】
　チャタリング防止待ち時間が０になると（Ｓ６９：Ｙｅｓ）、入力データ作成処理（Ｓ
７０）を実行し、所定の設定変更操作が行われたか否かを判定する（Ｓ７１）。本実施形
態では、ＲＡＭクリアスイッチ９２を設定変更操作用にも利用しており、Ｓ７１ではＲＡ
Ｍクリアスイッチ９２のＯＮエッジを検出した場合に設定変更操作が行われたものと判定
するようになっている。なお本実施形態では、ＲＡＭクリアスイッチ９２の入力情報を取
得する入力データ作成処理を、Ｓ７１の直前のＳ７０だけでなく、設定処理の開始直後の
Ｓ６１でも実行するようになっている。これは、ＲＡＭクリアスイッチ９２が押下された
ままの状態で設定処理（図１５（ａ））が開始された場合に、いきなりＲＡＭクリアスイ
ッチ９２のＯＮエッジが立ってしまったとしても、それをＳ６１で空検出することにより
、Ｓ７１での判断に影響を与えないようにするためである。
【００７３】
　そして、Ｓ７１で設定変更操作が行われたと判定されることを条件に（Ｓ７１：Ｙｅｓ
）、設定作業値の更新処理（Ｓ７２～Ｓ７４）を実行する。即ち、設定作業値をインクリ
メントし（Ｓ７２）、インクリメント後の設定作業値が０～５の範囲内にない場合（Ｓ７
３：Ｎｏ）には設定作業値に０をセットする（Ｓ７４）。
【００７４】
　次に、設定作業値に基づいて、設定表示手段９４に表示する設定情報を指定するための
設定表示用データを作成し、出力する（Ｓ７５）。このＳ７５の処理を、図１５（ｂ）に
示すソースプログラムに従って具体的に説明すると、まず設定表示データテーブルの先頭
アドレスをＨＬレジスタにセットする（Ｓ７５ａ）。設定表示データテーブルは、図１５
（ｃ）に示すように、設定１～６の６種類の設定情報に対応する各１バイトの表示パター
ンデータで構成されている。
【００７５】
　次に、Ｃレジスタに格納されている設定作業値（Ｓ６２～Ｓ６４参照）をＡレジスタに
転送し（Ｓ７５ｂ）、ＨＬレジスタの値（設定表示データテーブルの先頭アドレス）にＡ
レジスタの値（設定作業値）を加算して得られたアドレス（設定表示データテーブルにお
ける設定作業値０～５の何れかに対応するアドレス）から表示パターンデータを読み出し
てＷレジスタにセットする（Ｓ７５ｃ）。これにより、Ｗレジスタには、例えば設定作業
値が０であれば「１」を表示するための“０００００１１０Ｂ”が、設定作業値が５であ
れば「６」を表示するための“０１１１１１０１Ｂ”がセットされる。
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【００７６】
　そして、そのＷレジスタの値と、「．（ドット）」に対応する表示パターンデータであ
る“１０００００００Ｂ”との論理和（ＯＲ）を求めてＷレジスタの値を更新する（Ｓ７
５ｄ）。これにより、Ｗレジスタにセットされている表示パターンデータは、「１」～「
６」に「．（ドット）」を付加した「１．」～「６．」の何れかとなる。
【００７７】
　次に、７セグ表示部９７ａに対応するコモンＣ４（図７）をＯＮにするコモンデータ“
０００１００００Ｂ”をＡレジスタにセットし（Ｓ７５ｅ）、Ａレジスタの値をＬＥＤコ
モンポート（図７）に、Ｗレジスタの値をＬＥＤデータポート２（図７）に夫々出力する
（Ｓ７５ｆ）。これにより、設定作業値（０～５の何れか）に対応して「１．」～「６．
」の何れかが設定表示手段９４、即ち性能情報表示手段９７の７セグ表示部９７ａに表示
される。
【００７８】
　このように、Ｓ７５では設定作業値に基づいて設定表示用データを作成するため、設定
変更期間中に設定表示手段９４に表示される値（例えば１～６の何れか）はその時点の設
定情報（設定値ワーク領域の値）ではなく、確定前の暫定的な設定情報を示している。ま
た、そのことを明示すべく、設定表示手段９４には「１」～「６」に「．（ドット）」を
付加して表示するようになっている。もちろん、例えば「１」～「６」を点滅表示する等
、「．（ドット）」の付加以外の方法で確定前の設定情報である旨を明示してもよい。
【００７９】
　以上のＳ６５～Ｓ７５の処理を、設定変更終了条件が満たされるまで（Ｓ７６：Ｙｅｓ
）繰り返し実行する。本実施形態では、設定変更操作手段９３のＯＦＦエッジを検出した
場合に設定変更終了条件が満たされたと判定する。以上の処理により、設定変更期間中は
、ＲＡＭクリアスイッチ９２の押下回数に応じて設定作業値が０～５の範囲で循環的に変
更される。
【００８０】
　設定変更期間中に設定変更終了条件が満たされると（Ｓ７６：Ｙｅｓ）、設定変更期間
を終了し、Ｃレジスタの設定作業値を、設定値ワーク領域に格納する（Ｓ７７）。これに
より、設定変更期間中にＲＡＭクリアスイッチ９２の操作により変更された暫定的な設定
作業値が設定値データとして確定する。そして、設定表示用データをクリアして設定表示
手段９４による設定情報の表示を終了する（Ｓ７８）と共に、セキュリティ信号をＯＦＦ
にし（Ｓ７９）、演出制御基板８３ａに対して設定変更完了コマンド（ＢＡ０９Ｈ）を送
信し（Ｓ８０）、設定処理を終了する。なお、演出制御基板８３ａが設定変更完了コマン
ド（ＢＡ０９Ｈ）を受信すると、例えば液晶表示手段６６には「設定が変更されました」
等の表示が行われる（図４４）。
【００８１】
　このように本実施形態では、電源投入時に設定変更操作手段９３とＲＡＭクリアスイッ
チ９２とが共にＯＮで且つ扉開放中である場合（Ｗレジスタの第０，５，６ビットが全て
１の場合）には、設定変更操作手段９３がＯＦＦに切り替えられるまでの設定変更期間中
、設定表示手段９４に表示される設定情報（例えば「１．」～「６．」の何れか）を参照
しつつ、ＲＡＭクリアスイッチ９２を押下することによって設定作業値を設定１～６の範
囲で変更することができ、その後に設定変更操作手段９３をＯＦＦに切り替えることによ
ってその暫定の設定作業値を設定値データとして確定させることができる。
【００８２】
　図１２に戻って説明を続ける。以上の設定処理（Ｓｃ３）が終了すると、設定変更時コ
マンド送信アドレステーブルのアドレス（Ｄ＿ＭＫＣＡＤＲ２Ａ）をＨＬレジスタにセッ
トする（Ｓｃ４）。ここで、設定変更時コマンド送信アドレステーブルは、この設定変更
時に送信するコマンドを作成するためのコマンド作成テーブルを指定するもので、ループ
数と、そのループ数分のコマンド作成テーブルのアドレスとで構成されている。図１６（
ａ１）に示す設定変更時コマンド送信アドレステーブルでは、ループ数が２に設定される
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と共に、スペックコマンド作成テーブル、客待ち中コマンド作成テーブルの２種類のコマ
ンド作成テーブルのアドレスが設定されている。
【００８３】
　そして、ＳＹＳＴＥＭ＿５５０、即ちＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）のＳｄ２へとジャン
プする（Ｓｃ５）。このように本実施形態では、設定変更処理（Ｓ１７）に続くＲＡＭク
リア処理（Ｓ１８）は、Ｓｄ１をスキップしてＳｄ２から実行される。
【００８４】
　なお、このＳｃ５のジャンプ処理では、絶対アドレスジャンプの「ＪＰ」命令ではなく
、相対アドレスジャンプの「ＪＲ」命令を用いている。絶対アドレスジャンプの「ＪＰ」
命令では、ジャンプ先アドレスを絶対アドレス（２バイト）で指定するのに対し、相対ア
ドレスジャンプの「ＪＲ」命令では、ジャンプ先のアドレスを相対アドレス（１バイト）
で指定するため、「ＪＲ」命令の方が１バイト分プログラム容量を削減できるという利点
がある。但し、「ＪＲ」命令の場合には、ジャンプ先に指定可能な範囲が「ＪＰ」命令に
比べて制限され、ＰＣレジスタの場所から－１２８～＋１２７バイトの範囲となるため、
その範囲を超えてジャンプする場合には使用できない。本実施形態では、図１２に示すソ
ースプログラムで使用しているジャンプ命令は全て「ＪＲ」命令となっている。
【００８５】
　ＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）のＳｄ２では、ＨＬレジスタに指定されているコマンド送
信アドレステーブルに基づいて送信コマンドテーブル選択処理を実行する。なお、設定変
更処理（Ｓ１７）からＳｄ２にジャンプしてきた場合、ＨＬレジスタには設定変更時コマ
ンド送信アドレステーブル（図１６（ａ１））のアドレスがセットされている。
【００８６】
　送信コマンドテーブル選択処理（Ｓｄ２）では、例えば図１７に示すように、まず指定
されたコマンド送信アドレステーブルからループ数を取得し（Ｓ８１）、以下のＳ８２，
Ｓ８３をそのループ数だけ繰り返し実行する（Ｓ８４）。Ｓ８２では、指定されたコマン
ド送信アドレステーブルからコマンド作成テーブルのアドレスを指定し、Ｓ８３ではその
指定されたコマンド作成テーブルに基づいてコマンドデータ作成処理を実行する。図１６
（ａ１）に示す設定変更時コマンド送信アドレステーブルの場合、２回のループでスペッ
クコマンド作成テーブル（図１６（ｃ））、客待ち中コマンド作成テーブル（図１６（ｄ
））のアドレスが順次指定され、夫々コマンドデータ作成処理が実行される。
【００８７】
　コマンドデータ作成処理（Ｓ８３）では、例えば図１８に示すように、指定されたコマ
ンド作成テーブルからコマンドデータを作成し（Ｓ９１）、そのコマンドデータを送信す
るためのコマンド送信処理（Ｓ９２）を実行する。コマンド作成テーブルには、図１６（
ｃ），（ｄ）等に示すように、コマンドデータの他にそのコマンドデータに対する加算値
が設定されており、Ｓ９１では、コマンド作成テーブルから取得したコマンドデータに加
算値を加算して、実際に送信するコマンドデータを作成する。設定変更時コマンド送信ア
ドレステーブルで指定された図１６（ｃ），（ｄ）に示すコマンド作成テーブルの場合、
加算値は何れも０に設定されているため、各コマンド作成テーブルからＦ６１１Ｈ（スペ
ックコマンドデータ）、ＢＡ０４Ｈ（客待ち中コマンドデータ）が順次取得され、そのま
ま送信される。
【００８８】
　以上の送信コマンドテーブル選択処理（図１２のＳｄ２）に続いては、設定値ワークの
次のアドレスをＨＬレジスタにセットし（Ｓｄ３）、０クリア処理の回数（ここでは２５
６－３）をＢレジスタにセットする（Ｓｄ４）と共に、０クリア処理をコールする（Ｓｄ
５）。本実施形態では、ＲＡＭ上の０～２５５バイトの範囲が領域内のワークエリア（領
域内ＲＡＭ）として、また２５６～５１１バイトの範囲が領域外のワークエリア（領域外
ＲＡＭ）として夫々割り当てられており、領域内ＲＡＭの先頭が設定値ワーク領域となっ
ている。また、領域内ＲＡＭの末尾から所定バイト分はスタック領域として使用され、例
えばＳｄ５においてはサブルーチンコール後の復帰アドレスが一時的に格納されるように
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なっている。従って、上記Ｓｄ３～Ｓｄ５により、設定値ワーク領域と、サブルーチンコ
ール後の復帰アドレスが格納されたスタック領域とを除く領域内ＲＡＭの２５３バイト分
の領域が０クリアされる。
【００８９】
　続いて、初期値設定データテーブルの先頭アドレスをＨＬレジスタにロードし（Ｓｄ６
）、データセット処理をコールすることにより（Ｓｄ７）、一部のデータに初期値を設定
した後、ＳＹＳＴＥＭ＿１２００、即ち図１０に示すＳ２５へとジャンプする（Ｓｄ８）
。
【００９０】
　このように、電源投入時のＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）では、領域内ＲＡＭと領域外Ｒ
ＡＭとのうち、領域内ＲＡＭのみが初期化され、領域外ＲＡＭは初期化されない。なお、
領域外ＲＡＭは、主に性能表示手段９５の表示に関するデータを記憶する領域であり、カ
ウント値、計数値、表示値などのデータが記憶される。領域内ＲＡＭは、領域外ＲＡＭに
記憶された性能表示手段９５以外の遊技に関するデータが記憶される。このように、ＲＡ
Ｍ領域を区分し、電源投入時のＲＡＭクリア処理では領域外ＲＡＭを初期化しないように
することで、ＲＡＭクリア処理が行われた場合であっても性能表示手段９５に関するカウ
ント値、計数値、表示値などのデータを電断を跨いで引き継ぐことが可能である。
【００９１】
　Ｓ１６の設定変更分岐判定処理に戻って説明を続ける。このＳ１６でＷレジスタの第０
，５，６ビットの少なくとも１つが１でない（≠Ｗ（１，１，１））と判定した場合、即
ち「設定変更」の処理態様が選択されなかった場合には、図１２のＳＹＳＴＥＭ＿６００
、即ちＲＡＭ異常判定処理（Ｓ１９）へとジャンプする（Ｓｂ２）。
【００９２】
　ＲＡＭ異常判定処理（Ｓ１９）は、「ＲＡＭ異常」の処理態様を選択するか否かを判定
するもので、図１２に示すように、まずＲＡＭ異常か否かの判定を行う（Ｓｅ１，Ｓｅ２
）。即ち、領域内ＲＡＭの設定値ワーク領域から設定値データを取得し、その設定値デー
タと６とを比較してそれらの差を求める（Ｓｅ１）。本実施形態の場合、ＲＡＭ上の設定
値ワーク領域には、設定１～６の何れが選択されているかに応じて０～５の何れかの設定
値データが格納されているはずであるから、正常であれば、設定値データと６との差は負
の値となる。従って、その差が負の値でなければ（キャリーフラグ≠１）、ＲＡＭ異常と
判断してＳＹＳＴＥＭ＿７００、即ち電源再投入待ち処理（Ｓ２０）にジャンプする（Ｓ
ｅ２）。
【００９３】
　またＲＡＭ異常でない場合には、バックアップ異常か否かの判定を行う（Ｓｅ３，Ｓｅ
４）。即ち、バックアップフラグと５ＡＨとを比較してそれらの差を求める（Ｓｅ３）。
なお、バックアップフラグは後述する第２電源異常チェック処理（図２５）のＳ１６０で
５ＡＨに設定される。そして、その差が０でなければ（ゼロフラグ≠１）、バックアップ
異常と判断して次のＳＹＳＴＥＭ＿７００、即ち電源再投入待ち処理（Ｓ２０）へと移行
する（Ｓｅ４）。
【００９４】
　電源再投入待ち処理（Ｓ２０）では、まずＢＡ０７Ｈ（電源再投入コマンドデータ）を
ＤＥレジスタに格納し（Ｓｆ１）、コマンド送信処理（Ｓｆ２）によってそのコマンドデ
ータを送信すると共に、バックアップフラグをクリアする（Ｓｆ３）。演出制御基板８３
ａが電源再投入コマンド（ＢＡ０７Ｈ）を受信すると、例えば液晶表示手段６６には「Ｒ
ＡＭエラー　電源再投入して設定を１に決定してください」等の表示が行われる。
【００９５】
　そして、第１電源異常チェック処理（図１１）を無限に繰り返す電源再投入待ち状態と
なる（Ｓｆ４，Ｓｆ５）。このように本実施形態では、ＲＡＭ異常又はバックアップ異常
の場合には、電源再投入待ち状態に移行することにより、強制的に電源を再投入させるよ
うに構成されている。なお、ＲＡＭ異常により電源再投入待ち処理（Ｓ２０）が実行され
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た場合、次の電源再投入時にＷ（１，１，１）でない場合には再びＲＡＭ異常と判定され
、電源再投入待ち処理（Ｓ２０）が実行される。よって、電源再投入待ちとなって電源を
再投入する際には、扉（前枠３）を開放し、設定変更操作手段９３とＲＡＭクリアスイッ
チ９２とを共にＯＮにすることによって設定変更処理（Ｓ１７）を実行させ、設定値を任
意の値に設定する必要がある。
【００９６】
　このように、「ＲＡＭ異常」の場合には、電源の再投入により設定変更処理を実行させ
て設定値を正常な値に設定させるために電源再投入待ち状態となる。その点、設定変更処
理を実行する「設定変更」の場合には、ＲＡＭ異常であっても電源再投入待ち状態にする
必要がない。よって本実施形態では、無駄な処理を排除すべく、設定変更分岐判定処理（
Ｓ１６）の後にＲＡＭ異常判定処理（Ｓ１９）を実行するようになっている。
【００９７】
　Ｓ１９のＲＡＭ異常判定処理に戻って説明を続ける。Ｓ１９でＲＡＭ異常でもバックア
ップ異常でもないと判定された場合には、図１２のＳＹＳＴＥＭ＿８００、即ちＲＡＭク
リア分岐判定処理（Ｓ２１）へと移行する（Ｓｅ４）。このＲＡＭクリア分岐判定処理（
Ｓ２１）は、「ＲＡＭクリア」の処理態様を選択するか否かを判定するもので、図１２に
示すように、まずＷレジスタの第６ビットの値をキャリーフラグ（ＣＦ）に転送する（Ｓ
ｇ１）。そして、そのキャリーフラグ（Ｗレジスタの第６ビット）が１であれば、即ちＲ
ＡＭクリアスイッチ９２がＯＮであれば、「ＲＡＭクリア」の処理態様が選択され、ＳＹ
ＳＴＥＭ＿５００、即ち上述したＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）へとジャンプするが（Ｓｇ
２）、そうでなければ次のＳＹＳＴＥＭ＿９００、即ち設定確認分岐判定処理（Ｓ２２）
へと移行する。このように、ＲＡＭクリア分岐判定処理（Ｓ２１）が、ＲＡＭクリア処理
プログラムに移行するためのＲＡＭクリア移行処理プログラムの一例である。
【００９８】
　なお本実施形態では、Ｗレジスタの第０，５，６ビットの値の８種類の組み合わせのう
ち、ＲＡＭクリア分岐判定処理（Ｓ２１）が実行されるのはＷ（１，１，１）以外の７種
類の場合である。そしてそれら７種類のうち、「ＲＡＭクリア」の処理態様が選択される
のはＷ（１，０，１）、Ｗ（０，１，１）、Ｗ（０，０，１）の３種類の場合であるから
（図１４参照）、このＳ２１ではＷレジスタの第０，５，６ビットのうちの第６ビットの
みを判定すれば足りる。
【００９９】
　ＲＡＭクリア分岐判定処理（Ｓ２１）を経て実行されるＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）は
、設定変更処理（Ｓ１７）の後に実行される場合と異なり、Ｓｄ１から実行される。即ち
、まずＲＡＭクリア時コマンド送信アドレステーブルのアドレスをＨＬレジスタにセット
し（Ｓｄ１）、そのコマンド送信アドレステーブルに基づいて、既に説明した送信コマン
ドテーブル選択処理（Ｓｄ２）を実行する。ＲＡＭクリア時コマンド送信アドレステーブ
ルでは、例えば図１６（ａ２）に示すように、ループ数が３に設定されると共に、ＲＡＭ
クリアコマンド作成テーブル（図１６（ｂ））、スペックコマンド作成テーブル（図１６
（ｃ））、客待ち中コマンド作成テーブル（図１６（ｄ））の３種類のコマンド作成テー
ブルのアドレスが設定されている。従って、Ｓｄ２により、ＢＡ０２Ｈ（ＲＡＭクリアコ
マンドデータ）、Ｆ６１１Ｈ（スペックコマンドデータ）、ＢＡ０４Ｈ（客待ち中コマン
ドデータ）が順次送信される。ＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）におけるＳｄ３以降の処理に
ついては既に説明したとおりである。
【０１００】
　なお、上述したようにＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）では設定値ワーク領域はクリアされ
ないため、本実施形態ではＲＡＭクリア分岐判定処理（Ｓ２１）よりも前にＲＡＭ異常判
定処理（Ｓ１９）を実行するように構成されている。
【０１０１】
　ＲＡＭクリア分岐判定処理（Ｓ２１）に戻って説明を続ける。Ｓ２１でＷレジスタの第
６ビットが１でないと判定された場合に移行する設定確認分岐判定処理（Ｓ２２）は、「
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設定確認」と「バックアップ復帰」の何れの処理態様を選択するかを判定するものである
。このように、設定確認分岐判定処理（Ｓ２２）をＲＡＭ異常判定処理（Ｓ１９）よりも
後に行うことにより、設定確認或いはバックアップ復帰と判定された後にＲＡＭ異常によ
り復帰できないという事態を回避できる。
【０１０２】
　設定確認分岐判定処理（Ｓ２２）では、図１２に示すように、まずＷレジスタの値と“
００１００００１Ｂ”とを比較してそれらの差を求める（Ｓｈ１）。これにより得られる
値は、Ｗレジスタの第０，５ビットが１で第６ビットが０の場合（＝Ｗ（１，１，０））
、即ち扉（前枠３）が開放し、設定変更操作手段９３がＯＮ、ＲＡＭクリアスイッチ９２
がＯＦＦの場合に０となる（図１４参照）。なお、得られた値（差）が０であれば例えば
ゼロフラグに１がセットされる。そして、Ｓｈ１で得られた値が０でなければ（ゼロフラ
グ＝０）、即ちＷ（１，１，０）でなければ、「設定確認」ではなく「バックアップ復帰
」の処理態様が選択され、次の設定確認処理（Ｓ２３）をスキップしてＳＹＳＴＥＭ＿１
１００、即ちバックアップ復帰処理（Ｓ２４）へと移行（ジャンプ）する（Ｓｈ２）。こ
のように、設定確認分岐判定処理（Ｓ２２）は、バックアップ復帰処理プログラムに移行
するためのバックアップ復帰移行処理プログラムの一例である。
【０１０３】
　本実施形態では、Ｗレジスタの第０，５，６ビットの値の８種類の組み合わせのうち、
設定確認分岐判定処理（Ｓ２２）が実行されるのは第６ビットが０の４種類の場合のみで
ある。そして、それら４種類のうち、「設定確認」の処理態様が選択されるのはＷ（１，
１，０）の場合のみであり、それ以外のＷ（１，０，０）、Ｗ（０，１，０）、Ｗ（０，
０，０）の３種類の場合は全て「バックアップ復帰」の処理態様が選択される（図１４参
照）。
【０１０４】
　バックアップ復帰処理（Ｓ２４）では、図１２に示すように、まずバックアップ復帰時
コマンド送信処理（Ｍ＿ＭＫＩＮＦＯ）をコールする（Ｓｊ１）。このバックアップ復帰
時コマンド送信処理（Ｓｊ１）では、図１９に示すように、まずバックアップ復帰時コマ
ンド送信アドレステーブルを選択し（Ｓ１０１）、そのコマンド送信アドレステーブルに
基づいて、既に説明した図１７の送信コマンドテーブル選択処理（Ｓ１０２）を実行する
。本実施形態のバックアップ復帰時コマンド送信アドレステーブルは、図２１（ａ）に示
すように、ループ数が３に設定されると共に、停電復帰表示コマンド作成テーブル、第１
特別保留個数指定コマンド作成テーブル、第２特別保留個数指定コマンド作成テーブルの
３種類のコマンド作成テーブルのアドレスが設定されている。
【０１０５】
　上述したように、送信コマンドテーブル選択処理（図１７）では、指定されたコマンド
送信アドレステーブル（ここでは図２１（ａ））からループ数を取得した後（Ｓ８１）、
コマンド作成テーブルのアドレスを指定して（Ｓ８２）、その指定されたコマンド作成テ
ーブルに基づいてコマンドデータ作成処理（図１８）を実行する処理（Ｓ８３）をループ
数だけ繰り返すようになっている。
【０１０６】
　またコマンドデータ作成処理（図１８）では、指定されたコマンド作成テーブルからコ
マンドデータと加算値とを取得すると共に、そのコマンドデータに加算値を加算すること
によりコマンドデータを作成し（Ｓ９１）、送信する（Ｓ９２）。図２１（ｂ）に示す停
電復帰表示コマンド作成テーブルでは、加算値が０に、コマンドデータはＢＡ０３Ｈに夫
々設定されているため、送信される停電復帰表示コマンドはＢＡ０３Ｈとなる。一方、図
２１（ｃ）に示す第１特別保留個数指定コマンドテーブルでは、加算値として第１特別保
留個数ワークの値が設定され、コマンドデータはＢ００１Ｈに設定されている。第１特別
保留個数ワークの値は０～４の何れかであるため、送信される第１特別保留個数指定コマ
ンドは、第１特別保留個数０～４に対応してＢ００１Ｈ～Ｂ００５Ｈの何れかとなる。同
様に、図２１（ｄ）に示す第２特別保留個数指定コマンドテーブルでは、加算値として第
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２特別保留個数ワークの値が設定され、コマンドデータはＢ１０１Ｈに設定されているた
め、送信される第２特別保留個数指定コマンドは、第２特別保留個数０～４に対応してＢ
１０１Ｈ～Ｂ１０５Ｈの何れかとなる。
【０１０７】
　Ｓ１０２の送信コマンドテーブル選択処理に続いては、第２コマンドデータ作成処理（
Ｓ１０３）を実行する。この第２コマンドデータ作成処理（Ｓ１０３）では、図２０に示
すように、まずスペックコマンド（Ｆ６１１Ｈ）のデータを取得し（Ｓ１１１）、送信す
る（Ｓ１１２）。そして、１又は複数種類の状態指定コマンド（ＦＡｘｘＨ～ＦＤｘｘＨ
）のデータを取得し（Ｓ１１３）、送信する（Ｓ１１４）。
【０１０８】
　以上の第２コマンドデータ作成処理（Ｓ１０３）に続いては、第１，第２特別図柄が変
動中であるか否かを判定し（Ｓ１０４）、変動中でなければ（Ｓ１０４：Ｙｅｓ）、客待
ち中コマンド（ＢＡ０４Ｈ）のデータを取得し（Ｓ１０５）、送信する（Ｓ１０６）。
【０１０９】
　以上のように、バックアップ復帰時コマンド送信処理（Ｓｊ１）により、ＢＡ０３Ｈ（
停電復帰表示コマンド）、Ｂ０ｘｘＨ（第１特別保留個数指定コマンド）、Ｂ１ｘｘＨ（
第２特別保留個数指定コマンド）、Ｆ６１１Ｈ（スペックコマンド）、ＦＡｘｘＨ～ＦＤ
ｘｘＨ（状態指定コマンド）が順次送信され、更に図柄変動中でなければＢＡ０４Ｈ（客
待ち中コマンド）が送信される。
【０１１０】
　図１２に戻って説明を続ける。以上のバックアップ復帰時コマンド送信処理（Ｓｊ１）
に続いては、領域内ＲＡＭにおけるバックアップフラグのアドレスをＨＬレジスタにセッ
トし（Ｓｊ２）、領域内ＲＡＭにおける入賞口エラー検出タイマ３のアドレスからバック
アップフラグのアドレスを引いて１を加えることにより得られた値をＢレジスタにセット
する（Ｓｊ３）と共に、０クリア処理をコールする（Ｓｊ４）。本実施形態では、領域内
ＲＡＭの先頭が設定値ワーク領域、その次がバックアップフラグワーク領域となっており
、そのバックアップフラグワーク領域の次から入賞口エラー検出タイマ３ワーク領域まで
の間が、エラー関連のワーク領域となっている。従って、上記Ｓｊ２～Ｓｊ４により、領
域内ＲＡＭにおけるバックアップフラグワーク領域と、それに続くエラー関連のワーク領
域とが０クリアされる。このように、バックアップ復帰時であっても、エラー関連のワー
ク領域だけは０クリアすることで、電断前のエラー情報を持ち越さないようになっている
。
【０１１１】
　設定確認分岐判定処理（Ｓ２２）に戻って説明を続ける。図１２のＳｈ２において、Ｓ
ｈ１で得られた値が０であれば（ゼロフラグ＝１）、即ちＷ（１，１，０）であれば、「
設定確認」の処理態様が選択され、ＳＹＳＴＥＭ＿１１００（バックアップ復帰処理（Ｓ
２４））へとジャンプすることなく、次の設定確認処理Ｓ２３へと移行する。
【０１１２】
　設定確認処理（Ｓ２３）では、図１２に示すように、まず設定確認期間が開始したこと
を示すＥ０２１Ｈ（設定確認中コマンドデータ）をＤＥレジスタに格納し（Ｓｉ１）、コ
マンド送信処理（Ｓｉ２）によってそのコマンドデータを送信する。演出制御基板８３ａ
が設定確認中コマンド（Ｅ０２１Ｈ）を受信すると、例えば液晶表示手段６６には「設定
確認中」等の表示が行われる（図４４）。
【０１１３】
　また、領域内ＲＡＭの設定値ワーク領域から設定値データを取得し、Ｃレジスタに格納
する（Ｓｉ３）。なお、この時点では既にＲＡＭ異常判定処理（Ｓ１９）が行われている
ため、設定変更処理（Ｓ１７）におけるＳ６３，Ｓ６４（図１５）のような処理を実行す
る必要はない。
【０１１４】
　続いて、Ｓｉ４～Ｓｉ１５の処理を、Ｓｉ７の条件を満たしてＳＹＳＴＥＭ＿１０６０
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（Ｓｉ１６）にジャンプするまで繰り返し実行する。このＳｉ４～Ｓｉ１５のループ処理
では、まず第１電源異常チェック処理（図１１）を実行し（Ｓｉ４）、入力ポート１（Ｐ
＿ＩＮＰＴ１）のデータ（図１３）をＡレジスタに入力する（Ｓｉ５）。そして、Ａレジ
スタの値とマスクデータ“０００００００１Ｂ”との論理積（ＡＮＤ）を求めることによ
り、設定変更操作手段９３のＯＮ／ＯＦＦ信号に対応する第０ビット以外のビットをマス
クし、Ａレジスタをそのマスク後のデータに更新する（Ｓｉ６）。これにより、設定変更
操作手段９３がＯＮ（入力ポートの第０ビットが１）の場合にはＡレジスタの値が“００
０００００１Ｂ”となり、設定変更操作手段９３がＯＦＦ（入力ポートの第０ビットが０
）の場合にはＡレジスタの値が“００００００００Ｂ”となってゼロフラグに１がセット
される。
【０１１５】
　そして、ゼロフラグが１の場合、即ち設定変更操作手段９３がＯＦＦの場合には、Ｓｉ
４～Ｓｉ１５のループ処理を抜けてＳＹＳＴＥＭ＿１０６０（Ｓｉ１６）にジャンプする
が、ゼロフラグが０の場合、即ち設定変更操作手段９３がＯＮの場合には次のＳｉ８に移
行する（Ｓｉ７）。
【０１１６】
　続くＳｉ８では、“００００００１０Ｂ”をＡレジスタに入力し、このＡレジスタの値
を外部出力ポート２（Ｐ＿ＧＡＩＢＵ２）に出力する（Ｓｉ９）。これにより、設定確認
中信号がホールコンピュータに出力される。
【０１１７】
　そして、設定表示データテーブル（図１５（ｃ））の先頭アドレスをＨＬレジスタにセ
ットし（Ｓｉ１０）、Ｃレジスタに格納されている設定値データ（Ｓｉ３参照）をＡレジ
スタに転送し（Ｓｉ１１）、ＨＬレジスタの値（設定表示データテーブルの先頭アドレス
）にＡレジスタの値（設定値データ）を加算して得られたアドレス（図１５（ｃ）の設定
表示データテーブルにおける設定値データ０～５の何れかに対応するアドレス）から表示
パターンデータを読み出してＷレジスタにセットする（Ｓｉ１２）。これにより、Ｗレジ
スタには、設定値データに対応する表示パターンデータ、例えば設定値データが０であれ
ば「１」を表示するための“０００００１１０Ｂ”が、設定値データが５であれば「６」
を表示するための“０１１１１１０１Ｂ”がセットされる。
【０１１８】
　次に、７セグ表示部９７ａに対応するコモンＣ４（図７）をＯＮにするコモンデータ“
０００１００００Ｂ”をＡレジスタにセットし（Ｓｉ１３）、Ａレジスタの値をＬＥＤコ
モンポート（図７）に、Ｗレジスタの値をＬＥＤデータポート２（図７）に夫々出力する
（Ｓｉ１４）。これにより、設定値データ（０～５の何れか）に対応して「１」～「６」
の何れかが設定表示手段９４、即ち性能情報表示手段９７の７セグ表示部９７ａに表示さ
れる。
【０１１９】
　このように、設定確認処理Ｓ２３では設定値ワークから取得した設定値データに基づい
て設定表示用データを作成するため、設定確認期間中に設定表示手段９４に表示される値
（例えば「１」～「６」の何れか）は、設定変更期間中とは異なり、その時点の確定した
設定情報である。従って、設定確認期間中に設定表示手段９４に表示される「１」～「６
」には例えば「．（ドット）」は付加されない。
【０１２０】
　Ｓｉ１４が終了すると、ＳＹＳＴＥＭ＿１０５０にジャンプし、Ｓｉ４以降の処理を再
度実行する。そして、Ｓｉ７でゼロフラグが１、即ち設定変更操作手段９３がＯＦＦであ
ると判定されると、設定確認期間を終了し、このループ処理を抜けてＳＹＳＴＥＭ＿１０
６０にジャンプして、Ｓｉ１６以降の処理を実行する。即ち、ＷＡレジスタの値同士で排
他的論理和（ＸＯＲ）を求め、得られた値でＷＡレジスタの値を更新することにより、Ｗ
Ａレジスタをクリアする（Ｓｉ１６）と共に、そのＷＡレジスタのうちのＡレジスタの値
をＬＥＤコモンポート（図７）に、Ｗレジスタの値をＬＥＤデータポート２（図７）に夫
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々出力することにより（Ｓｉ１７）、設定表示手段９４への設定情報の表示を停止する。
【０１２１】
　また、Ａレジスタの値を外部出力ポート２（Ｐ＿ＧＡＩＢＵ２）に出力することにより
（Ｓｉ１８）、設定確認中信号の出力を停止する。そして、Ｅレジスタの値をインクリメ
ントし（Ｓｉ１９）、コマンド送信処理（Ｓｉ２０）によってそのコマンドデータを送信
する。Ｓｉ１９の実行時点では、ＤＥレジスタにはＥ０２１Ｈがセットされているから（
Ｓｉ１参照）、Ｓｉ１９でＥレジスタをインクリメントした上でコマンド送信処理（Ｓｉ
２０）を実行することにより、演出制御基板８３ａに対してＥ０２２Ｈ（設定確認終了コ
マンド）が送信される。なお、演出制御基板８３ａが設定確認終了コマンド（Ｅ０２２Ｈ
）を受信すると、例えば液晶表示手段６６の「設定確認中」等の表示が終了する。
【０１２２】
　このように本実施形態では、電源投入時に設定変更操作手段９３がＯＮ、ＲＡＭクリア
スイッチ９２がＯＦＦで且つ扉開放中である場合（Ｗ（１，１，０）には、設定変更操作
手段９３がＯＦＦに切り替えられるまでの設定確認期間中、設定表示手段９４にその時点
の設定情報（例えば１～６の何れか）が表示される。
【０１２３】
　以上の設定確認処理（Ｓ２３）に続いては、既に説明したバックアップ復帰処理（Ｓ２
４）を実行する。
【０１２４】
　以上のＳ１５～Ｓ２４が終了すると、図１０の処理に移行し、タイマ割込みが例えば４
ｍｓ周期で実行されるようにＣＴＣ（Ｃｏｕｎｔｅｒ　Ｔｉｍｅｒ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）の
設定を行い（Ｓ２５）、発射許可信号をＯＮに設定する（Ｓ２６）と共に、演出制御基板
８３ａに対して遊技開始コマンド（ＢＡ７７Ｈ）を送信する（Ｓ２７）。
【０１２５】
　そして、全レジスタを退避させ（Ｓ２８）、領域外プログラムである動作確認設定処理
（Ｓ２９）を呼び出して実行した後、全レジスタを復帰させる（Ｓ３０）。動作確認設定
処理（Ｓ２９）では、図２２に示すように、性能表示手段９５の動作確認中であるか否か
を示す動作確認フラグをＯＮ（動作確認中）にする（Ｓ１２１）と共に、動作確認時間を
計時するための動作確認タイマに初期値（例えば５秒に対応する値）をセットする（Ｓ１
２２）。なお、これら動作確認フラグ、動作確認タイマは領域外ＲＡＭに記憶される。性
能表示手段９５の動作確認については後述する。
【０１２６】
　続いてメインループ処理（Ｓ３１～Ｓ３６）を実行する。このメインループ処理では、
割込みを禁止し（Ｓ３１）、各種乱数を更新し（Ｓ３２）、全レジスタをスタック領域に
退避させ（Ｓ３３）、性能表示集計除算処理（Ｓ３４）を実行した後、全レジスタを復帰
させて（Ｓ３５）割込みを許可する（Ｓ３６）という一連の処理を繰り返し実行する。こ
れにより、例えば４ｍｓ周期でタイマ割込み処理が呼び出され、実行される。
【０１２７】
　ここで、性能表示集計除算処理（Ｓ３４）は、性能表示手段９５に表示するベース値（
所定情報）を算出するもので、所定時点からアウト個数が所定個数（例えば６００００個
）に達するまでの単位期間中に、その単位期間中における「低確率状態での払い出し個数
」と「低確率状態でのアウト個数」とをカウントし、前者を後者で除算することにより第
１ベース値を算出する。第２ベース値については、前回の単位期間における最終の第１ベ
ース値をそのまま用いる。
【０１２８】
　図２３は、以上説明した電源投入処理において主制御基板８２ａから演出制御基板８３
ａに対して送信される主なコマンドとその送信順序とを、「設定変更」、「ＲＡＭクリア
」、「設定確認」、「バックアップ復帰」、「ＲＡＭ異常」の５種類の処理態様毎に示し
たものである。この図２３より明らかなように、「設定変更」における設定変更中コマン
ド（ＢＡ５ＡＨ）及び設定変更完了コマンド（ＢＡ０９Ｈ）、「ＲＡＭクリア」における
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ＲＡＭクリアコマンド（ＢＡ０２Ｈ）、「設定確認」における設定確認中コマンド（Ｅ０
２１Ｈ）及び設定確認終了コマンド（Ｅ０２２Ｈ）、「ＲＡＭ異常」における電源再投入
コマンド（ＢＡ０７Ｈ）については各処理態様の場合にのみ送信されるが、それ以外のコ
マンドについては、複数の処理態様において共通に送信されるようになっている。
【０１２９】
　続いて、主制御基板８２ａのタイマ割込み処理（図２４）について説明する。このタイ
マ割込み処理（図２４）では、まず第２電源異常チェック処理（Ｓ１３１）を実行する。
この第２電源異常チェック処理では、例えば図２５に示すように、まず電源基板８９ａか
ら送信されてくる電源異常信号を２回読み込む（Ｓ１５１）。そして、その２回読み込ん
だ電源異常信号のレベルが一致するか否かを判定し（Ｓ１５２）、それらのレベルが一致
しない場合（Ｓ１５２：Ｎｏ）にはＳ１５１に戻り、一致する場合（Ｓ１５２：Ｙｅｓ）
にはその電源異常信号がＯＮであるか否か、即ち電源異常信号のレベルが「Ｈ」レベルで
あるか否かを判定する（Ｓ１５３）。
【０１３０】
　電源異常信号のレベルが「Ｈ」レベル（ＯＮ）でない場合には（Ｓ１５３：Ｎｏ）、バ
ックアップフラグをＯＦＦ（≠５ＡＨ）に設定する（Ｓ１５４）と共に、電源異常確認カ
ウンタの値をクリアし（Ｓ１５５）、第２電源異常チェック処理を終了する。
【０１３１】
　一方、電源異常信号のレベルが「Ｈ」レベル（ＯＮ）である場合には（Ｓ１５３：Ｙｅ
ｓ）、電源異常確認カウンタの値をインクリメント（＋１）する（Ｓ１５６）と共に、イ
ンクリメント後の電源異常確認カウンタの値が例えば２に達しているか否かを判定する（
Ｓ１５７）。そして電源異常確認カウンタの値が２未満であれば（Ｓ１５７：Ｎｏ）、そ
のまま第２電源異常チェック処理を終了する。
【０１３２】
　Ｓ１５７で電源異常確認カウンタの値が２に達している場合には（Ｓ１５７：Ｙｅｓ）
、電源異常と判断し、ＲＡＭに記憶されているデータ（遊技情報）のバックアップ処理（
Ｓ１５８～Ｓ１６１）を行う。即ち、電源異常確認カウンタの値をクリアし（Ｓ１５８）
、発射制御信号をＯＦＦに設定し（Ｓ１５９）、バックアップフラグを５ＡＨに設定する
（Ｓ１６０）。そして、ＲＡＭの作業領域に対して連続して８ビット加算を実行すること
によりチェックサムを演算し、その演算結果（ＳＵＭ番地）をチェックサム値としてＲＡ
ＭのＳＵＭ記憶領域に保存する（Ｓ１６１）。
【０１３３】
　その後、演出制御基板８３ａ等に対して電源断コマンドを送信し（Ｓ１６２）、ＲＡＭ
のプロテクトを有効にすると共に禁止領域を無効とする（Ｓ１６３）。これにより、以降
の処理においてＲＡＭへのデータ書込みが禁止される。また、全ての出力ポートの出力デ
ータをクリアし（Ｓ１６４）、ＣＴＣに対する設定処理によってタイマ割込みを禁止した
後（Ｓ１６５）、ＷＤＴをクリアしつつ無限ループ処理を繰り返し、電源電圧が降下して
ＣＰＵが非動作状態になるのを待つ。
【０１３４】
　以上の第２電源異常チェック処理（図２４のＳ１３１）が終了すると、続いて遊技制御
に用いられる各種タイマを管理するタイマ管理処理（Ｓ１３２）、各入賞手段に設けた遊
技球検出手段や操作手段等の各種センサによる検出情報を管理する入力管理処理（Ｓ１３
３）、設定値に関する異常チェックを行う設定異常チェック処理（Ｓ１３４）、各種エラ
ーの発生を監視するエラー管理処理（Ｓ１３５）、大当たり判定乱数等の各種乱数を更新
する乱数更新処理（Ｓ１３６）、払出制御基板９０ａに払出制御コマンドを送信する等の
賞球管理を行う賞球管理処理（Ｓ１３７）を実行する。
【０１３５】
　ここで、設定異常チェック処理（Ｓ１３４）では、例えば図２６に示すように、まず設
定エラーフラグが５ＡＨ（設定エラー中）であるか否かを判定し（Ｓ１７１）、５ＡＨで
あれば（Ｓ１７１：Ｙｅｓ）そのまま設定異常チェック処理を終了する。また設定エラー
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フラグが５ＡＨでない場合には（Ｓ１７１：Ｎｏ）、設定値ワーク領域の設定値データが
０～５の範囲内か否かを判定し（Ｓ１７２）、設定値データが０～５の範囲内であれば（
Ｓ１７２：Ｙｅｓ）そのまま設定異常チェック処理を終了する。
【０１３６】
　設定エラーフラグが５ＡＨでなく（Ｓ１７１：Ｎｏ）、設定値データが０～５の範囲内
にない場合には（Ｓ１７２：Ｎｏ）、設定エラーフラグに５ＡＨをセットする（Ｓ１７３
）と共に、演出制御基板８３ａに対して設定値異常コマンド（０Ｅ３３Ｈ）を送信し（Ｓ
１７４）、設定異常チェック処理を終了する。なお、演出制御基板８３ａが設定値異常コ
マンド（０Ｅ３３Ｈ）を受信すると、例えば液晶表示手段６６には「ＲＡＭ異常です　係
員を呼んでください」等の表示が行われる。
【０１３７】
　図２４の賞球管理処理（Ｓ１３７）に続いては、普通図柄管理処理（Ｓ１３８）、普通
電動役物管理処理（Ｓ１３９）、特別図柄管理処理（Ｓ１４０）、特別電動役物管理処理
（Ｓ１４１）を実行する。
【０１３８】
　普通図柄管理処理（Ｓ１３８）は、普通図柄表示手段５１による普通図柄の変動を管理
するもので、普通図柄始動手段６１が遊技球を検出することに基づいて、当たり判定乱数
値等の普通乱数情報を取得すると共にその普通乱数情報を予め定められた上限保留個数（
例えば４個）を限度として先入れ先出し式の記憶領域に記憶し、普通図柄表示手段５１が
変動表示可能な状態となり且つ１個以上の普通乱数情報が記憶されていること（普通保留
個数が１以上であること）を条件に、普通乱数情報の待ち行列からその先頭の当たり判定
乱数値を取り出し、その当たり判定乱数値が予め定められた当たり判定値と一致するか否
かに応じて当たり／はずれの判定（当たり判定）を行うと共に、その当たり判定結果に基
づいて普通図柄の変動後の停止図柄及び変動時間を選択し、普通図柄表示手段５１による
普通図柄の変動を行うようになっている。
【０１３９】
　また、普通電動役物管理処理（Ｓ１３９）は、普通利益状態を管理するもので、Ｓ１３
８の当たり判定結果が当たりとなることに基づいて普通図柄表示手段５１の変動後の停止
図柄が当たり態様となった場合に、第２特別図柄始動手段６３の開閉部７８を所定の開閉
パターンに従って開状態に変化させる普通利益状態を発生させるようになっている。
【０１４０】
　特別図柄管理処理（Ｓ１４０）は、第１，第２特別図柄表示手段５３，５４による第１
，第２特別図柄の変動を管理する処理である。この特別図柄管理処理では、例えば図２７
に示すように、まず前回の割込み時から今回までの間に第１特別図柄始動手段６２と第２
特別図柄始動手段６３との何れかに遊技球が入賞したか否か（遊技球を検出したか否か）
を判定する（Ｓ１８１，Ｓ１８３）。そして、第１特別図柄始動手段６２への入賞があっ
た場合には第１始動入賞処理（Ｓ１８２）を、第２特別図柄始動手段６３への入賞があっ
た場合には第２始動入賞処理（Ｓ１８４）を夫々実行する。
【０１４１】
　第１，第２始動入賞処理（Ｓ１８２，Ｓ１８４）では、例えば大当たり判定乱数値、大
当たり図柄乱数値、その他の乱数値よりなる第１，第２特別乱数情報を予め定められた保
留上限数（例えば各４個）を限度として先入れ先出し式の記憶領域に記憶すると共に、増
加後の第１，第２特別保留個数に基づいて演出制御基板８３ａに対して保留加算コマンド
を送信する。また第１，第２始動入賞処理（Ｓ１８２，Ｓ１８４）では、第１，第２特別
図柄始動手段６２，６３への遊技球入賞時に取得した第１，第２特別乱数情報について、
例えばその取得時に、その第１，第２特別乱数情報に含まれる大当たり判定乱数値が大当
たり判定値と一致するか否か（大当たりか否か）等について先読み判定を実行可能となっ
ている。この先読み判定の結果は例えば保留加算コマンドによって演出制御基板８３ａ等
に伝達される。
【０１４２】
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　続いて、第１，第２特別図柄の変動に関する状況を示す図柄変動ステータスを判定し（
Ｓ１８５）、図柄変動ステータスが００Ｈ又は０１Ｈ（変動待機中）であれば特別図柄変
動開始処理（Ｓ１８６）を、０２Ｈ（変動中）であれば特別図柄変動中処理（Ｓ１８７）
を、０３Ｈ（確認中）であれば特別図柄確認時間中処理（Ｓ１８８）を、夫々実行する。
【０１４３】
　図柄変動ステータスが００Ｈ又は０１Ｈ（変動待機中）の場合に実行する特別図柄変動
開始処理（Ｓ１８６）では、例えば図２８に示すように、第２特別保留個数が０であるか
否かを判定し（Ｓ１９１）、第２特別保留個数が０でない場合には（Ｓ１９１：Ｎｏ）、
第２特別保留個数を１減算する（Ｓ１９１ａ）と共に、演出制御基板８３ａに対して保留
減算コマンドを送信する（Ｓ１９３）。
【０１４４】
　また、Ｓ１９１で第２特別保留個数が０である場合には（Ｓ１９１：Ｙｅｓ）、第１特
別保留個数が０であるか否かを判定し（Ｓ１９２）、第１特別保留個数が０でない場合に
は（Ｓ１９２：Ｎｏ）、第１特別保留個数を１減算する（Ｓ１９２ａ）と共に、演出制御
基板８３ａに対して保留減算コマンドを送信する（Ｓ１９３）。以上の処理により、第１
特別図柄の図柄変動よりも第２特別図柄の図柄変動の方が優先して実行される。
【０１４５】
　また、第１，第２特別保留個数が共に０であれば（Ｓ１９２：Ｙｅｓ）、図柄変動ステ
ータスが００Ｈであるか否かを判定し（Ｓ２０２）、００Ｈでなければ（Ｓ２０２：Ｎｏ
）、図柄変動ステータスを００Ｈに変更する（Ｓ２０３）と共に、演出制御基板８３ａに
対して客待ち中コマンド（ＢＡ０４Ｈ）を送信し（Ｓ２０４）、特別図柄変動開始処理を
終了する。図柄変動ステータスが００Ｈであれば（Ｓ２０２：Ｙｅｓ）、即ち変動待機中
になった後にＳ２０３，Ｓ２０４を既に実行済みの場合には、Ｓ２０３，Ｓ２０４はスキ
ップする。このように、第１，第２特別図柄の変動が終了し且つその時点で第１，第２特
別保留個数が共に０である場合に客待ち中コマンド（ＢＡ０４Ｈ）が送信される。
【０１４６】
　Ｓ１９３に続いては、設定エラーフラグが５ＡＨ（設定エラー中）であるか否かを判定
し（Ｓ１９４）、設定エラーフラグが５ＡＨ（設定エラー中）でなければ大当たり判定処
理を実行し（Ｓ１９４：Ｎｏ→Ｓ１９５）、設定エラーフラグが５ＡＨ（設定エラー中）
であれば大当たり判定処理（Ｓ１９５）をスキップする（Ｓ１９４：Ｙｅｓ）。大当たり
判定処理（Ｓ１９５）は、乱数抽選により大当たり／はずれの判定（大当たり判定）を行
うもので、図２９に示す処理を実行することにより、第１特別乱数情報又は第２特別乱数
情報の待ち行列からその先頭の大当たり判定乱数値を取り出し、その大当たり判定乱数値
が予め定められた大当たり判定値と一致するか否かに応じて大当たり／はずれの判定を行
うようになっている。
【０１４７】
　ここで、大当たり判定値は、図３０に示すように大当たり判定乱数値のとり得る範囲（
例えば０～６５５３５）のうちの所定範囲（例えば１０００１～１０２１７、又は１００
０１～１２１８４）に定められており、大当たり判定乱数値がその所定範囲内にあれば大
当たり、所定範囲内になければはずれとなる。また、大当たり確率には低確率と高確率と
があり、高確率の場合には低確率の場合に比べて大当り判定値の範囲（所定範囲）が広く
なる。本実施形態では、低確率のときの大当たり判定値の範囲（例えば１０００１～１０
２１７）と、高確率のときの大当たり判定値の範囲（例えば１０００１～１２１８４）と
は、それらの下限値が共通で、上限値が異なっている。従って、低確率のときの大当たり
判定値の範囲は、高確率のときの大当たり判定値の範囲に含まれている。
【０１４８】
　また本実施形態では、大当たり確率を６段階（設定１～６）に変更可能であるため、設
定１～６に応じて大当たり判定値の範囲の下限値と上限値とのうちの上限値を異ならせて
いる。即ち図３１の大当たり判定テーブルに示すように、大当たり判定値の範囲の下限値
と上限値（低確率及び高確率）とについて夫々基準値（第１情報）を設定すると共に、そ
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の基準上限値（低確率及び高確率）に対する加算値（低確率及び高確率）（差分値、第２
情報）を設定１～６毎に設定している。ここで、基準値を表現するには夫々２バイト必要
であるのに対し、低確率及び高確率に対応する加算値（低確差分値、高確差分値）につい
ては１バイトで表現できる場合もあるため（本実施形態の場合は低確率に対応する加算値
については全て１バイトで表現可能）、大当たり判定値の範囲の下限値及び上限値（低確
率及び高確率）を設定１～６毎にそのままの値（各２バイト）で記憶する場合と比較して
記憶容量を抑制できる。
【０１４９】
　なお図３１の例では、設定１～６の場合の大当たり確率（低確率）が夫々約１／３００
，１／２８０，１／２６０，１／２４０，１／２２０，１／２００、同じく大当たり確率
（高確率）が夫々約１／３０，１／２８，１／２６，１／２４，１／２２，１／２０とな
っている。また図３１の例では、設定１に対応する加算値は低確、高確共に０であり、基
準上限値がそのまま設定１の場合の上限値となっているから、設定１に対応する加算値に
ついては記憶する必要はない。
【０１５０】
　大当たり判定処理（図２９）の処理手順を具体的に説明すると、まず大当たり判定乱数
値を、大当たり判定値の基準下限値（図３１では１００００）と比較し（Ｓ２１１）、例
えば大当たり判定乱数値が基準下限値以下（Ｓ２１１：Ｙｅｓ）であれば「はずれ」とな
り、そのまま大当たり判定処理を終了する。
【０１５１】
　Ｓ２１１で大当たり判定乱数値が基準下限値よりも大であれば（Ｓ２１１：Ｎｏ）、大
当たり確率が高確率となる確変状態中であるか否かを判定し（Ｓ２１２）、確変状態中で
あれば（Ｓ２１２：Ｙｅｓ）、高確の基準上限値（図３１では１２１８５）に、その時点
の設定値（設定１～６の何れか）に対応する高確の加算値を加算して上限値を算出し（Ｓ
２１４）、確変状態中でなければ（Ｓ２１２：Ｎｏ）、低確の基準上限値（図３１では１
０２１８）に、その時点の設定値（設定１～６の何れか）に対応する低確の加算値を加算
して上限値を算出する（Ｓ２１３）。これにより、例えば設定１で低確中の上限値は１０
２１８（＝１０２１８＋０）となり、例えば設定３で高確中の上限値は１２５２１（＝１
２１８５＋３３６）となる。
【０１５２】
　そして、大当たり判定乱数値を、算出した上限値と比較し（Ｓ２１５）、例えば大当た
り判定乱数値が上限値以下（Ｓ２１５：Ｙｅｓ）であれば「大当たり」となり、大当たり
判定フラグに大当たりを示す“５ＡＨ”をセットして（Ｓ２１６）大当たり判定処理を終
了する。一方、大当たり判定乱数値が上限値よりも大（Ｓ２１５：Ｎｏ）であれば「はず
れ」となり、そのまま大当たり判定処理を終了する。
【０１５３】
　なおこのとき、大当たり判定フラグの値は、前回の図柄変動で大当たり態様となった場
合でも、例えば大当たり遊技の開始時にクリアされるため、この「はずれ」の場合の大当
たり判定フラグは必ず“００Ｈ”となっている。ここで、以上説明した大当たり判定処理
（図２８のＳ１９５）は、上述したように設定エラー（設定エラーフラグが５ＡＨ）の場
合には実行されないため、設定エラーの場合の大当たり判定フラグは必ず“００Ｈ”（は
ずれ）となる。
【０１５４】
　特別図柄変動開始処理（図２８）に戻って説明を続ける。Ｓ１９４，Ｓ１９５の処理に
続いては、第１，第２特別図柄の変動後の停止図柄を選択する特別停止図柄選択処理（Ｓ
１９６）、演出図柄８０の変動パターンを選択する変動パターン選択処理（Ｓ１９７）を
実行する。
【０１５５】
　変動パターン選択処理（Ｓ１９７）では、例えば図３２に示すように、まず設定エラー
フラグが５ＡＨ（設定エラー中）であるか否かを判定する（Ｓ２２１）。そして設定エラ
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ーフラグが５ＡＨ（設定エラー中）でなければ（Ｓ２２１：Ｎｏ）、大当たり判定フラグ
が５ＡＨ（大当たり）であるか否かを判定し（Ｓ２２２）、大当たり判定フラグが５ＡＨ
でなければはずれ変動パターンテーブル（図３３）を選択し（Ｓ２２３）、５ＡＨであれ
ば大当たり変動パターンテーブル（図３４）を選択する（Ｓ２２８）。
【０１５６】
　はずれ変動パターンテーブル（図３３）を選択した場合（Ｓ２２３）には、特別乱数情
報（例えば第１特別図柄の場合には第１特別乱数情報）に含まれる図柄判定乱数値に基づ
いてはずれの種類を選択する（Ｓ２２４）。本実施形態では、はずれ１～３の３種類のは
ずれが設けられており、はずれ変動パターンテーブル（図３３）では、はずれ１の場合は
変動パターンの選択率が特別保留個数（例えば第１特別図柄の場合には第１特別保留個数
）に応じて変化するが設定値では変化せず、はずれ２，３の場合は変動パターンの選択率
が設定値に応じて変化するが特別保留個数では変化しないようになっている。もちろん、
変動パターンの選択率が特別保留個数と設定値との両方に基づいて変化するはずれを設け
てもよい。
【０１５７】
　そして、Ｓ２２４ではずれ１を選択した場合には（Ｓ２２５：Ｙｅｓ）、特別保留個数
に応じて変動パターン乱数値に対応する変動パターンを選択し（Ｓ２２６）、はずれ２，
３の何れかを選択した場合には（Ｓ２２５：Ｎｏ）、はずれの種類とその時点の設定値（
設定１～６の何れか）とに応じて変動パターン乱数値に対応する変動パターンを選択する
（Ｓ２２７）。例えば、第１特別図柄の変動においてはずれ１を選択し、減算後の第１特
別保留個数が３個の場合には、４ｓの通常変動パターンとノーマルリーチ変動パターンと
が１９０：１０の割合で選択される。
【０１５８】
　なお、図３３（ａ）に示す第１特別図柄のはずれ変動パターンテーブルには次のような
特徴がある。即ち、はずれ１の場合にはリーチを経ることなくはずれ態様となる通常変動
パターンとノーマルリーチ変動パターンとが選択対象となり、しかも通常変動パターンに
ついては特別保留個数が多いほど変動時間が短いものが選択されるようになっている。ま
た、はずれ２，３の場合にはスーパーリーチ変動パターンのみが選択対象となり、各変動
パターンの選択率が設定１と２、設定３と４、設定５と６で夫々同じ値に設定されている
。また、はずれ２の場合には、設定１，２ではスーパーリーチ４の選択率が最も高く、ス
ーパーリーチ１の選択率が最も低くなっているのに対し、設定３～６では逆にスーパーリ
ーチ１の選択率が最も高く、スーパーリーチ４の選択率が最も低くなっている。また、は
ずれ３の場合には、設定１，２ではスーパーリーチ１のみが、設定３，４ではスーパーリ
ーチ２，３の何れかが、設定５，６ではスーパーリーチ４のみが選択対象となっている。
これにより、第１特別図柄の変動に対応する演出図柄８０の変動パターンの出現傾向によ
り遊技者は設定値をある程度予測することが可能である。もちろん、各変動パターンの選
択率を設定１～６の全てで異ならせたはずれを設けてもよい。
【０１５９】
　一方、図３３（ｂ）に示す第２特別図柄のはずれ変動パターンテーブルでは、はずれの
種類や特別保留個数、設定値に拘わらず、最も変動時間の長い（ここでは１２ｓ）通常変
動パターンのみが選択対象となっている。
【０１６０】
　また、大当たり変動パターンテーブル（図３４）を選択した場合（Ｓ２２８）には、特
別乱数情報（例えば第１特別図柄の場合には第１特別乱数情報）に含まれる図柄判定乱数
値に基づいて大当たりの種類を選択する（Ｓ２２９）。本実施形態では、図３４に示すよ
うに通常４Ｒ、通常６Ｒ、確変６Ｒ、確変１０Ｒの４種類の大当たりが設けられている。
そして、Ｓ２２９で選択した大当たりの種類とその時点の設定値（設定１～６の何れか）
とに応じて変動パターン乱数値に対応する変動パターンを選択する（Ｓ２３０）。例えば
、第２特別図柄の変動において確変１０Ｒを選択した場合、設定６であればスーパーリー
チ１～４変動パターンが５：７０：５：１２０の割合で選択される。
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【０１６１】
　なお、通常４Ｒ及び通常６Ｒは、大当たり遊技の終了後に例えば時短状態を発生させる
こととなる大当たりで、大当たり遊技中は例えば出玉ありのラウンドを夫々４ラウンド、
６ラウンド行うようになっている。
【０１６２】
　時短状態中は、例えば第１，第２特別図柄に関して第１，第２特別図柄表示手段５３，
５４の変動時間が通常変動時間よりも短い短縮変動時間に切り換えられる他、普通図柄に
関して、当たり確率が通常確率（例えば１／１０）から高確率（例えば１／１．３）へ、
変動時間が通常変動時間（例えば２７秒）から短縮変動時間（例えば２．７秒）へ、第２
特別図柄始動手段６３の開閉パターンが通常開閉パターン（例えば０．２秒×１回開放）
から特別開閉パターン（例えば２秒×３回開放）へ、夫々切り換えられるようになってい
る。なお、時短状態は大当たり遊技が終了した時点で開始し、例えば第１，第２特別図柄
が所定回数（例えば５０回）変動するか、それまでに次の大当たり遊技が発生した時点で
終了する。
【０１６３】
　また確変６Ｒ及び確変１０Ｒは、大当たり遊技の終了後に例えば確変状態を発生させる
こととなる大当たりで、大当たり遊技中は例えば出玉ありのラウンドを夫々６ラウンド、
１０ラウンド行うようになっている。確変状態中は、例えば時短状態と同様の切り換えに
加えて、大当たり判定値の数（範囲）が増加することにより（図３０参照）、大当たり確
率が低確率から高確率に切り換えられるようになっている。なお、確変状態は大当たり遊
技が終了した時点で開始し、例えば次の大当たり遊技が発生した時点で終了する。
【０１６４】
　図３４（ａ）に示す第１特別図柄の大当たり変動パターンテーブルには次のような特徴
がある。即ち、通常４Ｒと確変１０Ｒの場合には、各変動パターンの選択率が設定１と２
、設定３と４、設定５と６で夫々同じであるのに対し、通常６Ｒと確変６Ｒの場合には、
各変動パターンの選択率が設定１～６で全て同じとなっている。また、リーチを経ること
なく大当たり態様となる通常変動大当たり変動パターンについては、通常４Ｒで設定１，
２の何れかの場合と通常６Ｒの場合のみ選択対象となっている。また、全ての場合でスー
パーリーチ１～４のうちでスーパーリーチ４の選択率が最も高くなっているが、設定値に
よって選択率が異なる通常４Ｒ、確変１０Ｒの場合には、設定５，６の場合についてはス
ーパーリーチ４に続いてスーパーリーチ２の選択率が高くなっているのに対し、それ以外
の例えば設定１～４の場合はスーパーリーチ１～４の順に選択率が高くなっている。もち
ろん、各変動パターンの選択率を設定１～６の全てで異ならせた大当たりを設けてもよい
。
【０１６５】
　また、図３４（ｂ）に示す第２特別図柄の大当たり変動パターンテーブルには次のよう
な特徴がある。即ち、通常４Ｒ、確変６Ｒ及び確変１０Ｒの場合には、各変動パターンの
選択率が設定１と２、設定３と４、設定５と６で夫々同じであるのに対し、通常６Ｒの場
合には、各変動パターンの選択率が設定１～６で全て同じとなっている。また、通常変動
大当たり変動パターンについては、通常４Ｒで設定１，２の何れかの場合のみ選択対象と
なっている。また、全ての場合でスーパーリーチ１～４のうちでスーパーリーチ４の選択
率が最も高くなっているが、設定値によって選択率が異なる通常４Ｒ、確変６Ｒ、確変１
０Ｒの場合には、設定５，６の場合についてはスーパーリーチ４に続いてスーパーリーチ
２の選択率が高くなっているのに対し、それ以外の例えば設定１～４の場合はスーパーリ
ーチ１～４の順に選択率が高くなっている。これにより、第１，第２特別図柄の変動に対
応する演出図柄８０の変動パターンの出現傾向により遊技者は設定値をある程度予測する
ことが可能である。
【０１６６】
　また、Ｓ２２１で設定エラーフラグが５ＡＨ（設定エラー中）であると判定した場合に
は（Ｓ２２１：Ｙｅｓ）、設定エラー用変動パターンテーブル（図３５）を選択し（Ｓ２
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３１）、特別乱数情報（例えば第１特別図柄の場合には第１特別乱数情報）に含まれる図
柄判定乱数値に基づいてはずれの種類を選択する（Ｓ２３２）。そして、Ｓ２３２ではず
れ１を選択した場合には（Ｓ２３３：Ｙｅｓ）、特別保留個数に応じて変動パターン乱数
値に対応する変動パターンを選択し（Ｓ２３４）、はずれ２，３の何れかを選択した場合
には（Ｓ２３３：Ｎｏ）、はずれの種類に応じて変動パターン乱数値に対応する変動パタ
ーンを選択する（Ｓ２３５）。例えば、第１特別図柄の変動においてはずれ１を選択し、
減算後の第１特別保留個数が１個の場合には、８ｓの通常変動パターンが選択される。
【０１６７】
　なお、図３５に示す設定エラー用変動パターンテーブルでは、はずれ１～３のうちのは
ずれ１のみが選択され、しかも通常変動パターンのみが選択対象となっており、更に第１
特別図柄の変動時には特別保留個数が多いほど変動時間の短い通常変動パターンが選択さ
れ、第２特別図柄の変動時には特別保留個数に拘わらず特定の通常変動パターン（ここで
は最も変動時間の長い１２ｓ）のみが選択されるようになっている。このように設定エラ
ーの場合には、いわゆる激アツの変動パターン等が選択されることがないように、通常変
動パターンのみを選択対象としている。なお同様の趣旨で、設定エラーの場合には演出制
御基板８３ａ側でも予告を出現させないようにすることが望ましい。
【０１６８】
　図２８の特別図柄変動開始処理に戻って説明を続ける。以上説明した変動パターン選択
処理（Ｓ１９７）に続いては、選択された変動パターンに対応する変動パターンコマンド
、Ｓ１９６で選択した停止図柄に対応する停止図柄コマンドを演出制御基板８３ａに送信
する（Ｓ１９８，Ｓ１９９）と共に、第１特別図柄又は第２特別図柄の変動を開始し（Ｓ
２００）、図柄変動ステータスを０２Ｈ（変動中）に変更して（Ｓ２０１）、この特別図
柄変動開始処理を終了する。
【０１６９】
　図２７の特別図柄管理処理において特別図柄変動開始処理（Ｓ１８６）が終了し、図柄
変動ステータスが０２Ｈ（変動中）になると、次回の割込み時からは特別図柄変動中処理
（Ｓ１８７）を実行する。この特別図柄変動中処理（Ｓ１８７）では、例えば第１，第２
特別図柄の変動開始から、Ｓ１９７で選択した変動パターンに対応する変動時間が経過す
ることに基づいて、第１，第２特別図柄の変動を停止すると共に変動停止コマンドを演出
制御基板８３ａに送信し、また図柄変動ステータスを０３Ｈ（確認中）に変更する。
【０１７０】
　また、特別図柄変動中処理（Ｓ１８７）が終了して図柄変動ステータスが０３Ｈ（確認
中）になると、次回の割込み時からは特別図柄確認時間中処理（Ｓ１８８）を実行する。
この特別図柄確認時間中処理（Ｓ１８８）では、例えば第１，第２特別図柄の変動停止か
ら所定の確認時間（例えば５００ｍｓｅｃ）が経過した場合には、図柄変動ステータスを
０１Ｈ（変動待機中）に変更すると共に、第１，第２特別図柄の変動に係る各種変数等を
初期化し、その変動後の停止図柄が大当たり態様となった場合には、例えば大当たり遊技
に係る各種変数等に初期値を設定するなど、大当たり遊技を開始するための準備処理を行
う。
【０１７１】
　図２４のタイマ割込み処理に戻って説明を続ける。以上説明した特別図柄管理処理（Ｓ
１４０）に続いて実行する特別電動役物管理処理（Ｓ１４１）は、大当たり遊技を管理す
るもので、大当たり判定（図２８のＳ１９５）の結果が大当たりとなり、第１，第２特別
図柄表示手段５３，５４の変動後の停止図柄が大当たり態様（特定態様）となった場合に
、大入賞手段６４を所定の開放パターンに従って開状態に変化させる大当たり遊技（第１
，第２特別利益状態）を発生させるようになっている。本実施形態における大当たり遊技
の開放パターンは、図３２のＳ２２９で選択された大当たりの種類に応じて４Ｒ、６Ｒ、
１０Ｒの何れかとなる。
【０１７２】
　特別電動役物管理処理（Ｓ１４１）に続いては、外部端子処理（Ｓ１４２）、ＬＥＤ管
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理処理（Ｓ１４３）を実行する。外部端子処理（Ｓ１４２）では、外部出力端子からホー
ルコンピュータ等の外部装置に各種情報を出力するための処理を行う。
【０１７３】
　またＬＥＤ管理処理（Ｓ１４３）は、遊技情報表示手段５０、性能表示手段９５（性能
情報表示手段９７）等を構成するＬＥＤの発光管理を行うものである。上述したように、
本実施形態では遊技情報表示手段５０と性能情報表示手段９７とについてダイナミック点
灯方式により駆動制御を行うようになっている。
【０１７４】
　ＬＥＤ管理処理（Ｓ１４３）では、図３６に示すように、まずＬＥＤコモンポートとＬ
ＥＤデータポートにクリア信号を出力して同ポートをクリアし（Ｓ２４１）、ＬＥＤ出力
カウンタをインクリメントする（Ｓ２４２）。そして、ＬＥＤコモン出力選択テーブル（
図３７（ａ））から、ＬＥＤ出力カウンタの値に対応するコモンデータを選択し（Ｓ２４
３）、そのコモンデータをＬＥＤコモンポートに出力する（Ｓ２４４）。
【０１７５】
　本実施形態のＬＥＤコモン出力選択テーブルでは、図３７（ａ）及び図７に示すように
、コモンＣ０とコモンＣ４とをＯＮにする第１コモンデータと、コモンＣ１とコモンＣ５
とをＯＮにする第２コモンデータと、コモンＣ２とコモンＣ６とをＯＮにする第３コモン
データと、コモンＣ３とコモンＣ７とをＯＮにする第４コモンデータの４種類のコモンデ
ータが設けられており、それら第１～第４コモンデータが、ＬＥＤ出力カウンタの増加に
応じてその順序で循環的に選択されるようになっている。
【０１７６】
　これにより、１割込み毎（例えば４ｍｓ毎）に、遊技情報表示手段５０の点灯対象はＬ
ＥＤグループ５０ａ→５０ｂ→５０ｃ→５０ｄ→５０ａ→…のように順次変化し、同様に
性能表示手段９５（性能情報表示手段９７）の点灯対象は７セグ表示部９７ａ→９７ｂ→
９７ｃ→９７ｄ→９７ａ→…のように順次変化する。
【０１７７】
　続いて、ＬＥＤ出力カウンタについて、最下位を第０ビットとしたときの第５ビットの
値を判定し（Ｓ２４５）、その値に応じて２つのＬＥＤデータ出力情報テーブルＡ，Ｂ（
図３７（ｂ））の何れかを選択する（Ｓ２４６ａ，２４６ｂ）。これにより、割込み３２
回（１２８ｍｓ）毎にＬＥＤデータ出力情報テーブルを切り替えることができる。もちろ
ん、割込み何回毎にＬＥＤデータ出力情報テーブルを切り替えるかは任意である。
【０１７８】
　ここで、ＬＥＤデータ出力情報テーブルＡ，Ｂは、遊技情報表示手段５０に接続される
ＬＥＤデータポート１に対応しており、図３７に示すように夫々第１～第４コモンデータ
に対応する第１～第４ＬＥＤデータＡ０～Ａ３，Ｂ０～Ｂ３が設けられている。即ち、第
１ＬＥＤデータＡ０，Ｂ０は、コモンＣ０に対応する遊技情報表示手段５０のＬＥＤグル
ープ５０ａ（第１特別図柄表示手段５３）のＬＥＤデータであり、第２ＬＥＤデータＡ１
，Ｂ１は、コモンＣ１に対応する遊技情報表示手段５０のＬＥＤグループ５０ｂ（第２特
別図柄表示手段５４）のＬＥＤデータであり、第３ＬＥＤデータＡ２，Ｂ２は、コモンＣ
２に対応する遊技情報表示手段５０のＬＥＤグループ５０ｃ（特別保留個数表示手段５５
等）のＬＥＤデータであり、第４ＬＥＤデータＡ３，Ｂ３は、コモンＣ３に対応する遊技
情報表示手段５０のＬＥＤグループ５０ｄ（普通図柄表示手段５１等）のＬＥＤデータで
ある。
【０１７９】
　ＬＥＤデータ出力情報テーブルＡ，Ｂの何れかを選択すると（Ｓ２４６ａ，Ｓ２４６ｂ
）、そのＬＥＤデータ出力情報テーブルからＬＥＤ出力カウンタの値に対応するＬＥＤデ
ータを選択し（Ｓ２４７）、そのＬＥＤデータをＬＥＤデータポート１に出力し（Ｓ２４
８）、ＬＥＤ管理処理を終了する。
【０１８０】
　以上の処理により、遊技情報表示手段５０の４つのＬＥＤグループ５０ａ～５０ｄを４
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ｍｓ毎に順次切り替えつつ点灯させることができ、しかも同一グループで２種類の表示態
様を１２８ｍｓ毎に切り替えることができる。
【０１８１】
　図２４のタイマ割込み処理に戻って説明を続ける。以上説明したＬＥＤ管理処理（Ｓ１
４３）が終了すると、全レジスタの内容をスタック領域に退避させた後（Ｓ１４４）、性
能表示更新処理（Ｓ１４５）を実行する。この性能表示更新処理（Ｓ１４５）は、性能表
示集計除算処理（図１０のＳ３４）で算出した第１，第２ベース値に基づいて性能表示手
段９５の表示を更新する処理である。
【０１８２】
　なお、性能表示手段９５を構成する４つの７セグ表示部９７ａ～９７ｄは、例えば上位
２桁の７セグ表示部９７ｄ，９７ｃがベース値の種類（第１，第２表示部の別）を示す識
別表示部、下位２桁の７セグ表示部９７ｂ，９７ａがベース値の数値を表示する数値表示
部となっている。数値表示部に第１ベース値を表示する場合には、識別表示部には例えば
「ｂＬ．」と表示し、数値表示部に第２ベース値を表示する場合には、識別表示部には例
えば「ｂ６．」と表示する。ベース値は例えば小数第一位を四捨五入した上で数値表示部
に表示するが、四捨五入後の値が３桁以上の場合には、数値表示部にオーバーフローを示
す「９９．」等を表示する。
【０１８３】
　また、性能表示手段９５は複数種類のベース値（ここでは第１，第２ベース値）の表示
切り替えを所定時間（例えば５秒）毎に行うこととするが、例えば扉（前枠３）開放時等
の所定期間のみ性能表示手段９５を作動させてもよいし、ボタン操作等に基づいて第１，
第２ベース値を切り替えるようにしてもよい。
【０１８４】
　性能表示更新処理（Ｓ１４５）では、図３８に示すように、まずスタックポインタを退
避させ（Ｓ２５１）、領域外ＲＡＭチェック処理（Ｓ２５２）を実行する。領域外ＲＡＭ
チェック処理（Ｓ２５２）では、例えば図３９に示すように、領域外ＲＡＭに異常がある
か否かを判定し（Ｓ２６１）、領域外ＲＡＭに異常があると判定することを条件に（Ｓ２
６１：Ｙｅｓ）、Ｓ２６２～Ｓ２６４の処理を実行する。即ち、領域外ＲＡＭを初期化す
る（Ｓ２６２）と共に、動作確認フラグをＯＮ（動作確認中）に設定し（Ｓ２６３）、動
作確認タイマに初期値（例えば５秒に対応する値）をセットする（Ｓ２６４）。これによ
り、領域外ＲＡＭの初期化後には必ず動作確認処理が実行される。
【０１８５】
　領域外ＲＡＭチェック処理（図３８のＳ２５２）に続いては、例えば性能表示手段出力
処理（Ｓ２５３）を実行する。この性能表示手段出力処理（Ｓ２５３）では、前回の割込
み時までに識別表示部出力バッファ及び数値表示部出力バッファ（所定記憶領域）にセッ
トされたデータを、ＬＥＤ管理処理（図３６）で選択されたコモン（７セグ表示部）に応
じてＬＥＤデータポート２（図７）に出力することにより、性能表示手段９５に所定の表
示を行う。識別表示部出力バッファ、数値表示部出力バッファは、識別表示部、数値表示
部の各表示パターンデータを格納するためのもので、何れも領域外ＲＡＭに設けられてい
る。なお、この性能表示手段出力処理（Ｓ２５３）は、後述する動作確認処理（Ｓ２５５
）及び表示更新処理（Ｓ２５６）の後に実行してもよい。
【０１８６】
　性能表示手段出力処理（Ｓ２５３）に続いては、動作確認フラグがＯＮ（動作確認中）
であるか否かを判定し（Ｓ２５４）、動作確認フラグがＯＮであれば、性能表示手段９５
の動作確認を行う動作確認処理（Ｓ２５５）を、ＯＮでなければ、性能表示手段９５の表
示更新を行う表示更新処理（Ｓ２５６）を実行する。なお、性能表示手段９５の動作確認
では、性能表示手段９５を構成する全ての７セグ表示部９７ａ～９７ｄを所定時間（ここ
では５秒間）全点滅させるようになっている。
【０１８７】
　動作確認処理（Ｓ２５５）では、図４０に示すように、まず消灯期間中であるか否かを
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判定する（Ｓ２７１）。本実施形態では、動作確認中は消灯期間と点灯期間とが０．３ｓ
等の所定周期で繰り返される。Ｓ２７１で消灯期間中であると判定した場合には（Ｓ２７
１：Ｙｅｓ）、識別表示部出力バッファと数値表示部出力バッファとに夫々消灯データ、
即ち“００００Ｈ”をセットする（Ｓ２７２，Ｓ２７３）。これらの消灯データは、デー
タテーブル等を参照することなく各出力バッファに直接書き込まれる。
【０１８８】
　また、Ｓ２７１で消灯期間中でないと判定した場合には（Ｓ２７１：Ｎｏ）、識別表示
部出力バッファと数値表示部出力バッファとに夫々点灯データ、即ち“ＦＦＦＦＨ”をセ
ットする（Ｓ２７４，Ｓ２７５）。これらの点灯データについても、データテーブル等を
参照することなく各出力バッファに直接書き込まれる。
【０１８９】
　出力バッファへのデータ書き込み（Ｓ２７２～Ｓ２７５）が終了すると、動作確認タイ
マが０であるか否か、即ち動作確認を開始してから所定時間（５秒）が経過したか否かを
判定する（Ｓ２７６）。なお、動作確認タイマは、図２２のＳ１２２、図３９のＳ２６４
で初期値がセットされた後、時間経過に応じて減算処理が行われるものとする。
【０１９０】
　Ｓ２７６で動作確認タイマが０、即ち動作確認の開始から所定時間（５秒）が経過した
と判定した場合には（Ｓ２７６：Ｙｅｓ）、動作確認フラグをＯＦＦに切り替え（Ｓ２７
７）、動作確認処理を終了する。なお、動作確認タイマは電源投入時（図２２のＳ１２２
）に初期値（５秒）がセットされるようになっているため、動作確認中に電断した場合、
その後の電断復帰時には、電断前の状態から動作確認が再開されるのではなく、再び５秒
間の最初から動作確認が行われる。
【０１９１】
　以上の動作確認処理により、性能表示手段９５が全点灯と全消灯とを繰り返す全点滅（
確認処理）が所定時間（５秒間）行われる。
【０１９２】
　なお、以上の動作確認処理中も、性能表示集計除算処理（図１０のＳ３４）は実行され
、少なくともベース値の算出に必要なカウント処理は行われる。これにより、動作確認中
の入賞やアウトへの入球についても、動作確認後に表示されるベース値に正確に反映させ
ることが可能となる。なお、動作確認中はベース値は表示されないため、動作確認中の性
能表示集計除算処理では少なくともカウント処理を行えばよいが、ベース値の算出まで行
うようにしてもよい。
【０１９３】
　また表示更新処理（Ｓ２５６）では、図４１に示すように、まず複数のベース値出力期
間の何れであるかに応じて、識別表示部ＬＥＤデータテーブルから識別表示部表示パター
ンデータを取得し（Ｓ２８１）、識別表示部出力バッファにセットする（Ｓ２８２）。本
実施形態では、第１ベース値を表示する第１ベース値出力期間と、第２ベース値を表示す
る第２ベース値出力期間の２種類のベース値出力期間を設け、それらを５秒毎に切り替え
るようになっている。また、識別表示部ＬＥＤデータテーブルには、図４２（ａ）に示す
ように、第１ベース値を示す「ｂＬ．」の表示に対応する表示パターンデータ（上位“０
１１１１１００Ｂ”、下位“１０１１１０００Ｂ”）と、第２ベース値を示す「ｂ６．」
の表示に対応する表示パターンデータ（上位“０１１１１１００Ｂ”、下位“１１１１１
１０１Ｂ”）とが予め記憶されている。
【０１９４】
　また、その時点のベース値に応じて、１０進数値ＬＥＤデータテーブルから数値表示部
表示パターンデータを取得し（Ｓ２８３）、数値表示部出力バッファにセットする（Ｓ２
８４）。１０進数値ＬＥＤデータテーブルには、図４２（ｂ）に示すように、０～９の１
０種類の数値に対応する各１バイトの表示パターンデータが予め格納されている。従って
、例えば第１ベース値出力期間中であって、その時点の第１ベース値が「３５」であれば
、１０進数値ＬＥＤデータテーブルから１０の位の「３」に対応する“０１００１１１１
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Ｂ”と、１の位の「５」に対応する“０１１０１１０１Ｂ”とを取得し、数値表示部出力
バッファにセットする。
【０１９５】
　以上の表示更新処理により、全点滅（動作確認）を終了した後の性能表示手段９５には
第１ベース値と第２ベース値とが例えば５秒毎に切り替え表示される。
【０１９６】
　動作確認処理（図３８のＳ２５５）又は表示更新処理（図３８のＳ２５６）の実行後は
、スタックポインタを復帰させ（Ｓ２５７）、性能表示更新処理を終了する。
【０１９７】
　図４３は、設定変更、ＲＡＭクリア、設定確認、バックアップ復帰、ＲＡＭ異常（又は
バックアップ異常）の各処理態様における、各種期間中の性能情報表示手段９７（設定表
示手段９４、性能表示手段９５）の表示態様を示したものである。
【０１９８】
　本実施形態の性能情報表示手段９７は、設定確認期間中及び設定変更期間中については
設定表示手段９４として使用し、その後のタイマ割込み処理において性能表示手段９５と
して使用するようになっている。従って図４３に示すように、ＲＡＭクリア時における「
ＲＡＭクリア中です」等のＲＡＭクリア復帰画面の表示中、ＲＡＭ異常時における「ＲＡ
Ｍエラー、電源再投入して設定を１に決定してください」等の電源再投入画面の表示中に
ついては、性能情報表示手段９７は設定表示手段９４としても性能表示手段９５としても
作動せず、例えば全消灯の非表示状態となる。
【０１９９】
　また、設定変更時における「設定変更中です」等の設定変更中画面が表示されている設
定変更期間中、設定確認時における「設定確認中です」等の設定確認中画面が表示されて
いる設定確認期間中については、性能情報表示手段９７は設定表示手段９４として作動し
、設定情報を表示する。
【０２００】
　また、設定変更時、ＲＡＭクリア時、設定確認時、バックアップ復帰時、ＲＡＭ異常時
（又はバックアップ異常時）の何れの場合についても、性能情報表示手段９７はタイマ割
込み処理の開始時に性能表示手段９５としての作動を開始し、全点滅（動作確認）を開始
する。従って、例えば客待ち状態開始後の待機画面表示中に５秒間の全点滅（動作確認）
が終了した場合には、性能情報表示手段９７はその時点でベース値の表示を開始する。ま
た設定変更時には、設定変更期間の終了時に全点滅が開始するため、「設定が変更されま
した」等の設定変更完了画面の表示が５秒以上継続する場合には、その設定変更完了画面
の表示中に性能情報表示手段９７による５秒間の全点滅（動作確認）が終了し、ベース値
の表示を開始する。
【０２０１】
　以上の性能表示更新処理（図２４のＳ１４５）が終了すると、退避していたレジスタの
内容を復帰させ（Ｓ１４６）、ＷＤＴをクリアして（Ｓ１４７）、タイマ割込み処理を終
了する。
【０２０２】
　続いて、演出制御基板８３ａの制御動作について説明する。演出制御基板８３ａは、液
晶表示手段６６、電飾手段９６、スピーカ１８，２５、可動演出手段６７等の各種演出手
段による演出を制御するもので、図６（ｂ）に示すように、電源投入時制御手段１０１、
特別保留個数表示制御手段１０２、先読み予告演出制御手段１０３、図柄変動演出制御手
段１０４、通常予告演出制御手段１０５等を備えている。
【０２０３】
　電源投入時制御手段１０１は、電源投入時に主制御基板８２ａから各種制御コマンドを
受信することに基づいて液晶表示手段６６等の各種演出手段を制御するようになっている
。
【０２０４】
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　図４４は、ＲＡＭクリア、設定変更、設定確認、バックアップ復帰、ＲＡＭ異常（又は
バックアップ異常）の各処理態様の場合における、主制御基板８２ａからの受信コマンド
とそれに対応する液晶表示手段６６、電飾手段９６、スピーカ１８，２５、可動演出手段
６７の作動内容の一例を示したものである。
【０２０５】
　ＲＡＭクリア時については、図４４（ａ）上段に示すように、待機画面表示コマンド（
ＢＡ０１Ｈ）を受信したときに、液晶表示手段６６に「Ｐｌｅａｓｅ　Ｗａｉｔ」等の文
字情報を表示するが、電飾手段９６は全て消灯し、スピーカ１８，２５からはＢＧＭ等の
音声は出力せず（消音）、可動演出手段６７は例えば原点位置に停止した状態を維持する
（変化無し）。そして、その後にＲＡＭクリアコマンド（ＢＡ０２Ｈ）を受信すると、例
えば次のようなＲＡＭクリア報知を行う。即ち、液晶表示手段６６に、ＲＡＭクリア中で
あることを示す「ＲＡＭクリア中です」等の文字情報の他、演出図柄８０による所定の図
柄態様、例えば「７・３・１」（低確画面）を表示すると共に、電飾手段９６を全て点灯
させ、スピーカ１８，２５からは所定のＲＡＭクリア音を出力するが、可動演出手段６７
については引き続き原点位置に停止した状態を維持する（変化無し）。
【０２０６】
　その後に客待ち中コマンド（ＢＡ０４Ｈ）を受信すると、液晶表示手段６６の表示につ
いては、例えば１８０秒経過後にデモ表示を開始するまでそのまま継続し、電飾手段９６
を例えば所定の客待ちパターンで発光させ、スピーカ１８，２５からは例えば３０秒経過
後にフェードアウトするまでＢＧＭ出力を継続し、可動演出手段６７については例えば原
点位置に停止した状態を維持する（変化無し）。なお、可動演出手段６７については、そ
の後に遊技開始コマンド（ＢＡ７７Ｈ）を受信したときに、初期動作（イニシャライズ動
作）を実行する。
【０２０７】
　また設定変更時については、図４４（ａ）下段に示すように、待機画面表示コマンド（
ＢＡ０１Ｈ）を受信したときに、ＲＡＭクリア時と同様の処理を行った後、設定変更中コ
マンド（ＢＡ５ＡＨ）を受信したときに、液晶表示手段６６に設定変更期間中であること
を示す「設定変更中です」等の文字情報を表示すると共に、電飾手段９６を例えば所定の
設定変更中パターンで発光させ、スピーカ１８，２５からは所定の設定変更中音を出力す
るが、可動演出手段６７については例えば原点位置に停止した状態を維持する（変化無し
）。そして、その後に設定変更完了コマンド（ＢＡ０９Ｈ）を受信すると、例えば設定変
更が完了したことを示す「設定が変更されました」等の文字情報の他、ＲＡＭクリアコマ
ンド（ＢＡ０２Ｈ）の受信時と同様、演出図柄８０による所定の図柄態様、例えば「７・
３・１」（低確画面）を表示すると共に、電飾手段９６を全て点灯させ、スピーカ１８，
２５からは所定のＲＡＭクリア音を出力するが、可動演出手段６７については引き続き原
点位置に停止した状態を維持する（変化無し）。
【０２０８】
　このように、設定変更時に例えば設定変更処理（Ｓ１７）の終了時に行う第１報知と、
ＲＡＭクリア時におけるＲＡＭクリア報知（第２報知）とは、例えば液晶表示手段６６に
最初に表示する演出図柄８０の図柄態様の他、電飾手段９６、スピーカ１８，２５による
報知態様が共通となっている。
【０２０９】
　なお、設定変更時における客待ち中コマンド（ＢＡ０４Ｈ）の受信時、遊技開始コマン
ド（ＢＡ７７Ｈ）の受信時における演出態様はＲＡＭクリア時と共通である。
【０２１０】
　また設定確認時については、図４４（ｂ）上段に示すように、待機画面表示コマンド（
ＢＡ０１Ｈ）を受信したときに、ＲＡＭクリア時と同様の処理を行った後、設定確認中コ
マンド（Ｅ０２１Ｈ）を受信したときに、液晶表示手段６６に設定確認期間中であること
を示す「設定確認中です」等の文字情報を表示するが、電飾手段９６は全て消灯し、スピ
ーカ１８，２５からはＢＧＭ等の音声は出力せず（消音）、可動演出手段６７は引き続き
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原点位置に停止した状態を維持する（変化無し）。そして、その後に停電復帰表示コマン
ド（ＢＡ０３Ｈ）を受信すると、液晶表示手段６６に、遊技の再開を促すための「停電か
ら復帰しました　遊技を再開してください」等の文字情報を表示するが、電飾手段９６に
ついては例えば全消灯を維持し、スピーカ１８，２５については消音状態を維持し、また
可動演出手段６７については原点位置に停止した状態を維持する（変化無し）。
【０２１１】
　続いて遊技開始コマンド（ＢＡ７７Ｈ）を受信したときには、液晶表示手段６６の表示
態様、電飾手段９６の発光態様、スピーカ１８，２５からの音声出力については変化しな
いが、可動演出手段６７については初期動作（イニシャライズ動作）を実行する。そして
、その後に客待ち中コマンド（ＢＡ０４Ｈ）を受信したときには、液晶表示手段６６の表
示については、例えば１８０秒経過後にデモ表示を開始するまで演出図柄８０による所定
の図柄態様、例えばＲＡＭクリア時等とは異なる「２・３・７」等の低確画面を表示する
と共に、電飾手段９６を例えば所定の客待ちパターンで発光させ、スピーカ１８，２５か
らは例えば３０秒経過後にフェードアウトするまでＢＧＭ出力を継続し、可動演出手段６
７については例えば原点位置に停止した状態を維持する（変化無し）。
【０２１２】
　またバックアップ復帰時については、図４４（ｂ）中段に示すように、待機画面表示コ
マンド（ＢＡ０１Ｈ）、停電復帰表示コマンド（ＢＡ０３Ｈ）、遊技開始コマンド（ＢＡ
７７Ｈ）、客待ちデモコマンド（ＢＡ０４Ｈ）の各受信時における各演出手段の演出態様
は設定確認時と同様である。
【０２１３】
　またＲＡＭ異常時（又はバックアップ異常時）については、図４４（ｂ）下段に示すよ
うに、待機画面表示コマンド（ＢＡ０１Ｈ）を受信したときに、ＲＡＭクリア時と同様の
処理を行った後、電源再投入コマンド（ＢＡ０７Ｈ）を受信したときに、液晶表示手段６
６に電源の再投入を促すための「ＲＡＭエラー　電源再投入して設定を１に決定してくだ
さい」等の文字情報を表示するが、電飾手段９６は全て消灯し、スピーカ１８，２５から
はＢＧＭ等の音声は出力せず（消音）、可動演出手段６７は引き続き原点位置に停止した
状態を維持する（変化無し）ようになっている。
【０２１４】
　特別保留個数表示制御手段１０２は、液晶表示手段６６への第１，第２特別保留個数の
表示制御を行うもので、第１，第２特別保留個数の増減に対応して、第１特別保留個数分
（最大４個）の第１保留画像Ｘ１～Ｘ４と、第２特別保留個数分（最大４個）の第２保留
画像Ｙ１～Ｙ４と、変動中の第１，第２特別図柄に対応する変動中保留画像Ｚとを液晶表
示手段６６に表示するように構成されている。
【０２１５】
　本実施形態では、第１特別図柄の保留記憶よりも第２特別図柄の保留記憶を優先的に消
化するため、保留表示に関しても第２特別図柄側を優先し、図３に示すように第１保留画
像Ｘ１～Ｘ４の前側に第２保留画像Ｙ１～Ｙ４を夫々一部重ねて表示している。主制御基
板８２ａから第１，第２特別保留個数に関する保留加算コマンドを受信した場合には、第
１，第２保留画像Ｘ１～，Ｙ１～を待ち行列の最後尾に１個追加表示する。また、主制御
基板８２ａから第１，第２特別保留個数に関する保留減算コマンドを受信した場合には、
第１，第２保留画像Ｘ１～，Ｙ１～を待ち行列の前側に向けて１個分ずつシフトすると共
に、押し出された先頭の第１，第２保留画像Ｘ１，Ｙ１を例えば所定位置まで移動させて
変動中保留画像Ｚに変化させるようになっている。なお本実施形態では、第１，第２保留
画像Ｘ１～，Ｙ１～、変動中保留画像Ｚの表示色（表示態様）については例えば「白」を
デフォルトとし、後述する保留変化予告を実行する場合には先読み予告演出制御手段１０
３で選択されたシナリオに従って変化させるようになっている。
【０２１６】
　先読み予告演出制御手段１０３は、先読み予告演出を制御するものである。先読み予告
演出は、主制御基板８２ａによる先読み判定結果に基づいて、第１，第２特別図柄の変動
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後の停止図柄が第１，第２大当たり態様となって大当たり遊技が発生するか否か等を予告
するもので、先読み判定結果に基づいて、その先読み判定の対象となった特別乱数情報に
対応する図柄変動までの複数回の図柄変動において例えば同一態様の演出を実行する「連
続予告」、先読み判定結果に基づいて第１，第２保留画像（保留表示）Ｘ１～，Ｙ１～の
表示態様を異ならせる（変化させる）「保留変化予告」等がある。本実施形態では先読み
予告演出として「保留変化予告」を実行可能であるとする。
【０２１７】
　先読み予告演出制御手段１０３は、主制御基板８２ａから保留加算コマンドを受信する
と、その保留加算コマンドから得られる先読み判定結果（ここでは大当たり判定結果と変
動パターン選択結果）と、設定値（設定１～６の何れか）と、保留変化予告選択テーブル
（図４５）とに基づいて、保留変化予告に関する抽選を実行するか否か（抽選あり／なし
）を選択する。図４５に示す保留変化予告選択テーブルの場合、例えばスーパーリーチ１
はずれ変動パターンで設定１の場合には抽選なしが選択され、例えばスーパーリーチ４大
当たり変動パターンで設定６の場合には抽選ありが選択される。なお本実施形態では、図
４５に示すように保留変化予告を行うのはスーパーリーチ変動パターンの場合のみとなっ
ている。従って、通常変動パターンのみが選択対象となっている設定エラー（図３５参照
）の場合には必ず抽選なしとなる。
【０２１８】
　なお図４５の例では、スーパーリーチ４はずれに対する抽選あり／なしの選択結果が、
高設定（ここでは設定５，６）の場合とそれよりも低設定（ここでは設定１～４）の場合
とで異なっており、それによって低設定よりも高設定の場合の方がはずれの場合の保留変
化予告の出現率が低くなっている。
【０２１９】
　また先読み予告演出制御手段１０３は、抽選実行（図４５の「あり」）を選択した場合
には、先読み判定結果（ここでは大当たり判定結果）と、設定値（設定１～６の何れか）
と、保留変化予告に関するシナリオ選択テーブル（図４６（ａ））とに基づいて、複数の
保留変化予告シナリオの中から１つを選択する。ここで、本実施形態の保留変化予告では
、第１，第２保留画像Ｘ１～，Ｙ１～及び変動中保留画像Ｚを、「白」、「青」、「緑」
、「赤」、「デンジャー柄」の５種類の表示色で表示可能であり、第１，第２特別図柄始
動手段６２，６３への入賞時に所定の表示色（表示態様）で第１，第２保留画像Ｘ１～，
Ｙ１～の表示（保留表示）を開始した後、特別保留個数が変化するタイミング（最大４回
）で表示色を例えば「白」→「青」→「緑」→「赤」→「デンジャー柄」の順序で変化可
能となっている。但し、始動入賞時の特別保留個数が４個未満の場合，保留３減算時等に
対応する表示色をスキップする場合がある。なお「デンジャー柄」は、例えば黄色地に黒
で「Ｄａｎｇｅｒ」の文字パターンを配したものである。
【０２２０】
　本実施形態の保留変化予告シナリオは、図４６（ａ）に示すシナリオ１～１５の１５種
類設けられており、表示色の変化パターンが夫々異なっている。なお、シナリオ１は始動
入賞時から当該変動までデフォルト色である「白」のまま変化しないため、保留変化予告
を実行しない場合と基本的に同じである。
【０２２１】
　また、図４６（ａ）に示すシナリオ選択テーブルは、設定１～６に共通のテーブルとな
っており、先読み判定結果に応じた振り分けのみが設定されているため、設定１～６の何
れが選択されているかに拘わらず、例えば先読み判定結果がはずれであれば、シナリオ１
～１５の何れかが８４５０：５００：５００：　…　：１０：１０の振分率で選択され、
先読み判定結果が大当たりであれば、シナリオ１～１５の何れかが０：１０：４０：２０
０：　…　：１２５０：１３５０の振分率で選択される。
【０２２２】
　なお、このようにシナリオ選択テーブルにおける振分率が設定１～６で共通であっても
、設定１～６では大当たり確率が約１／３００，１／２８０，１／２６０，１／２４０，
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１／２２０，１／２００と全て異なっているため、図４６（ｂ）に示すように各シナリオ
の出現率は設定１～６毎に異なり、従って図４６（ｃ）に示すように各シナリオにおける
大当たり信頼度も設定１～６毎に異なっている。即ち、同じシナリオであれば、大当たり
確率が高い設定ほど大当たり信頼度が高くなっている。
【０２２３】
　また図４６（ｃ）より明らかなように、図４６（ａ）に示すシナリオ選択テーブルを用
いる場合、最終表示色が「白」よりも「青」の方が、「青」よりも「緑」の方が、「緑」
よりも「赤」の方が、「赤」よりも「デンジャー柄」の方が大当たり信頼度が高くなって
おり、また最終表示色が同じ場合には、最終表示色以外の色から最終表示色に変化する場
合よりも始動入賞時から最終表示色のまま変化しない場合の方が大当たり信頼度が高くな
っている。
【０２２４】
　また図４６（ｃ）の例では、最終表示色が「デンジャー柄」（特定表示態様）となった
場合の大当たり信頼度は、設定１～６の何れの場合も例えば２９％（所定値）以上である
のに対し、最終表示色が「デンジャー柄」以外となった場合の大当たり信頼度は、設定１
～６の何れの場合も２９％（所定値）未満となっている。
【０２２５】
　図柄変動演出制御手段１０４は、演出図柄８０の表示制御及びそれに伴う音声出力、電
飾発光等の制御を行うもので、主制御基板８２ａから変動パターンコマンドを受信した場
合に、指定された変動パターンに対応する変動パターンシナリオと、通常予告演出制御手
段１０５によって選択された予告演出シナリオとに基づいて演出図柄８０の変動及びそれ
に伴う音声出力、電飾発光を開始させると共に、変動停止コマンドを受信したときに、停
止図柄コマンドと変動パターンコマンドとに基づいて選択された停止図柄で演出図柄８０
の変動を停止させ、またそれに伴う音声出力、電飾発光を停止させるようになっている。
【０２２６】
　通常予告演出制御手段１０５は、通常予告演出を制御するものである。通常予告演出は
、主制御基板８２ａ側の大当たり判定処理（図２８のＳ１９５）による大当たり判定結果
等に基づいて、当該図柄変動中にその図柄変動後の停止図柄が第１，第２大当たり態様と
なるか否かを予告するもので、いわゆる「疑似連」、「ＳＵ予告」、「タイマ予告」、「
復活演出」、「プレミア予告」等がある。
【０２２７】
　ここで「疑似連」とは、第１，第２特別図柄が１回変動する間に液晶表示手段６６で演
出図柄８０を複数回変動させる演出であり、例えば疑似連の変動回数が多いほど大当たり
信頼度が高くなるように設定されている。また「ＳＵ予告」は、第１，第２特別図柄の変
動中に、液晶表示手段６６への演出図柄８０の表示を含む所定の演出ステップを、例えば
大当たり信頼度に応じて複数段階（例えばＳＵ１～ＳＵ５の５段階）のうちの所定段階ま
で実行する演出であり、例えば演出ステップの段階が進むほど大当たり信頼度が高くなる
ように設定されている。「タイマ予告」は、例えば液晶表示手段６６上に所定のタイミン
グでタイマ画像を表示して計時（例えばカウントダウン）を行う演出であり、例えばその
計時時間が長いほど大当たり信頼度が高くなるように設定されている。また「復活演出」
ははずれ等を表示した状態から復活して例えば大当たり態様となる演出、「プレミア予告
」とは出現率が極めて低く、出現したときには例えば確変大当たりが確定する演出である
。
【０２２８】
　通常予告演出制御手段１０５は、主制御基板８２ａから変動パターンコマンドを受信す
ると、その変動パターンコマンドから得られる情報（ここでは大当たり判定結果と変動パ
ターン選択結果）と、設定値（設定１～６の何れか）と、通常予告演出選択テーブル（図
４７）とに基づいて、通常予告演出に関する抽選を実行するか否か（抽選あり／なし）等
を選択する。図４７に示す通常予告演出選択テーブルの場合、例えばスーパーリーチ１は
ずれ変動パターンで設定１の場合には、疑似連なし（疑似連回数０回）の他、ＳＵ予告、
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タイマ予告、復活予告、プレミア予告に関して全て抽選なしが選択され、例えばスーパー
リーチ４大当たり変動パターンで設定６の場合には、疑似連４回の他、ＳＵ予告、タイマ
予告、プレミア予告に関しては抽選あり、復活予告に関しては抽選なしが選択される。な
お本実施形態では、図４７に示すように通常予告演出を行うのはスーパーリーチ変動パタ
ーンの場合のみとなっている。従って、通常変動パターンのみが選択対象となっている設
定エラー（図３５参照）の場合には必ず抽選なしとなる。
【０２２９】
　なお図４７の例では、ＳＵ予告に関しては、はずれ（ここではスーパーリーチ２）に対
する抽選あり／なしの選択結果が高設定（ここでは設定５，６）の場合とそれよりも低設
定（ここでは設定１～４）の場合とで異なっており、それによって低設定よりも高設定の
場合の方がはずれの場合のＳＵ予告の出現率が高くなっている。またタイマ予告に関して
も、はずれ（ここではスーパーリーチ１～４）に対する抽選あり／なしの選択結果が高設
定（ここでは設定５，６）の場合とそれよりも低設定（ここでは設定１～４）の場合とで
異なっており、それによって低設定よりも高設定の場合の方がスーパーリーチ１，２はず
れの場合のＳＵ予告の出現率が高く、逆にスーパーリーチ３，４はずれの場合のＳＵ予告
の出現率が低くなっている。
【０２３０】
　またプレミア予告に関しては、大当たり（ここではスーパーリーチ２）に対する抽選あ
り／なしの選択結果が高設定（ここでは設定５，６）の場合とそれよりも低設定（ここで
は設定１～４）の場合とで異なっており、それによって低設定よりも高設定の場合の方が
プレミア予告の出現率が高くなっている。また図４７の通常予告演出選択テーブルでは、
復活演出に関する抽選あり／なしの振り分けは設定１～６で共通であり、スーパーリーチ
２大当たりの場合のみ抽選あり、それ以外は全て抽選なしとなっているが、主制御基板８
２ａ側の大当たり変動パターンテーブル（図３４）ではスーパーリーチ２大当たり変動パ
ターンの選択率が低設定（ここでは設定１～４）の場合よりも高設定（ここでは設定５，
６）の場合の方が高くなっているため、結果として高設定の場合の方が低設定の場合より
も復活演出の出現率が高くなっている。
【０２３１】
　また通常予告演出制御手段１０５は、複数の通常予告演出の少なくとも１つについて抽
選実行（図４７の「あり」）を選択した場合には、その通常予告演出について、例えば大
当たり判定結果と、設定値（設定１～６の何れか）と、各通常予告演出に関するシナリオ
選択テーブル（例えば図４８，図４９）とに基づいて複数のシナリオの中から１つを選択
する。
【０２３２】
　図４８（ａ）は、ＳＵ予告に関するシナリオ選択テーブルの一例を示したもので、いわ
ゆるガセのシナリオ１を含む１５種類のシナリオについて、はずれの場合と大当たりの場
合とにおける振分率を設定している。例えばシナリオ４～６は、何れも最終段階はＳＵ３
となっているが、そのＳＵ３に至る過程が夫々異なっており、シナリオ４ではＳＵ１から
ＳＵ３まで１段階ずつステップアップするのに対し、シナリオ５ではＳＵ１をスキップし
てＳＵ２，ＳＵ３とステップアップし、またシナリオ６ではＳＵ１とＳＵ２とをスキップ
していきなりＳＵ３にステップアップするようになっている。
【０２３３】
　また、図４８（ａ）に示すシナリオ選択テーブルは、設定１～６に共通のテーブルとな
っており、大当たり判定結果に応じた振り分けのみが設定されているため、設定１～６の
何れが選択されているかに拘わらず、例えば大当たり判定結果がはずれであれば、シナリ
オ１～１５の何れかが２０００：１５００：５００：　…　：１０：１０の振分率で選択
され、大当たり判定結果が大当たりであれば、シナリオ１～１５の何れかが０：１０：４
０：２００：　…　：１２５０：１３５０の振分率で選択される。
【０２３４】
　なお、この図４８（ａ）のようにシナリオ選択テーブルにおける振分率が設定１～６で
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共通であっても、設定１～６では大当たり確率が約１／３００，１／２８０，１／２６０
，１／２４０，１／２２０，１／２００と全て異なっているため、図４８（ｂ）に示すよ
うに各シナリオの出現率は設定１～６毎に異なり、従って図４８（ｃ）に示すように各シ
ナリオにおける大当たり信頼度も設定１～６毎に異なっている。即ち、同じシナリオであ
れば、大当たり確率が高い設定ほど大当たり信頼度が高くなっている。
【０２３５】
　また図４８（ｃ）より明らかなように、図４８（ａ）に示すシナリオ選択テーブルを用
いる場合、最終段階のステップが大きいほど大当たり信頼度が高くなっており、また最終
段階のステップが同じ場合には、いきなり最終段階のステップを実行する方が、幾つかの
ステップを経て最終段階に到達する場合よりも大当たり信頼度が高くなっている。
【０２３６】
　また図４９（ａ）は、タイマ予告に関するシナリオ選択テーブルの一例を示したもので
、タイマ予告なしと２つのタイマ予告シナリオ１，２について、はずれの場合と大当たり
の場合とにおける振分率を設定している。シナリオ１はタイマの計時時間が３０秒（例え
ば「３０：００」から「００：００」までカウントダウン）に設定され、シナリオ２はタ
イマの計時時間が６０秒（例えば「６０：００」から「００：００」までカウントダウン
）に設定されている。
【０２３７】
　また、図４９（ａ）に示すシナリオ選択テーブルは、設定１～６毎に異なる振分率に設
定されている。即ち、タイマ予告なし、シナリオ１、シナリオ２の振分率は、大当たり判
定結果がはずれの場合には設定１～６の何れの場合も９０００：７００：３００であるの
に対し、大当たり判定結果が大当たりの場合には、設定１～３では１０００：２０００：
７０００、設定４，５では５００：５００：９０００、設定６では５００：９０００：５
００となっている。
【０２３８】
　これにより、図４９（ｃ）に示すように、設定１～５の場合には、シナリオ１よりもタ
イマ計時時間の長いシナリオ２の方が大当たり信頼度が高く、しかもシナリオ２の大当た
り信頼度は高設定になるほど高くなっているのに対し、設定６の場合には、シナリオ２よ
りもシナリオ１の方が大当たり信頼度は格段に高くなっている。
【０２３９】
　以上説明したように、本実施形態のパチンコ機は、電源投入処理を実行するためのプロ
グラムが、設定の変更を行うための設定変更処理プログラム（Ｓ１７）と、ＲＡＭをクリ
アするためのＲＡＭクリア処理プログラム（Ｓ１８）と、ＲＡＭクリア処理プログラム（
Ｓ１８）に移行するためのＲＡＭクリア分岐判定処理プログラム（ＲＡＭクリア移行処理
プログラム）（Ｓ２１）とを含み、電源投入処理で設定変更処理プログラム（Ｓ１７）を
実行することなくＲＡＭクリア処理プログラム（Ｓ１８）を実行する場合には、ＲＡＭク
リア分岐判定処理プログラム（Ｓ２１）によりＲＡＭクリア処理プログラム（Ｓ１８）に
移行し、電源投入処理で設定変更処理プログラム（Ｓ１７）とＲＡＭクリア処理プログラ
ム（Ｓ１８）とを実行する場合には、設定変更処理プログラム（Ｓ１７）からＲＡＭクリ
ア分岐判定処理プログラム（Ｓ２１）によらずＲＡＭクリア処理プログラム（Ｓ１８）に
移行するように構成されているため、プログラム容量を小さくできる。なお、設定変更処
理プログラム（Ｓ１７）に続いてＲＡＭクリア処理プログラム（Ｓ１８）を配置すること
により設定変更処理プログラム（Ｓ１７）とＲＡＭクリア処理プログラム（Ｓ１８）とを
連続的に処理可能であり、ＲＡＭクリア分岐判定処理プログラム（Ｓ２１）は、ＲＡＭク
リア処理プログラム（Ｓ１８）へのジャンプ命令を有している。
【０２４０】
　また、電源投入処理を実行するためのプログラムが、複数の設定の何れが選択されてい
るかを確認するための設定確認処理プログラム（Ｓ２３）と、バックアップから復帰させ
るためのバックアップ復帰処理プログラム（Ｓ２４）と、バックアップ復帰処理プログラ
ム（Ｓ２４）に移行するための設定確認分岐判定処理プログラム（バックアップ復帰移行
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処理プログラム）（Ｓ２２）とを含み、電源投入処理で設定確認処理プログラム（Ｓ２３
）を実行することなくバックアップ復帰処理プログラム（Ｓ２４）を実行する場合には、
設定確認分岐判定処理プログラム（Ｓ２２）によりバックアップ復帰処理プログラム（Ｓ
２４）に移行し、電源投入処理で設定確認処理プログラム（Ｓ２３）とバックアップ復帰
処理プログラム（Ｓ２４）とを実行する場合には、設定確認処理プログラム（Ｓ２３）か
ら設定確認分岐判定処理プログラム（Ｓ２２）によらずバックアップ復帰処理プログラム
（Ｓ２４）に移行するように構成されているため、プログラム容量を小さくできる。なお
、設定確認処理プログラム（Ｓ２３）に続いてバックアップ復帰処理プログラム（Ｓ２４
）を配置することにより設定確認処理プログラム（Ｓ２３）とバックアップ復帰処理プロ
グラム（Ｓ２４）とを連続的に処理可能であり、設定確認分岐判定処理プログラム（Ｓ２
２）は、バックアップ復帰処理プログラム（Ｓ２４）へのジャンプ命令を有している。
【０２４１】
　また、設定変更分岐判定処理（設定変更判定処理）（Ｓ１６）で設定変更処理（Ｓ１７
）を実行しないと判定した場合にＲＡＭ異常判定処理（Ｓ１９）を実行可能であり、設定
変更処理（Ｓ１７）は、複数の設定の何れが選択されているかを示す設定値データが異常
値である場合に、設定値データを正常値に修正した設定作業値に基づいて設定変更を行い
、更にＲＡＭ異常判定処理（Ｓ１９）でＲＡＭ異常であると判定した場合に電源再投入待
ち処理（Ｓ２０）を実行するため、ＲＡＭ異常の場合でもホール側の意志により適切に設
定を行うことが可能である。
【０２４２】
　また、設定確認処理（Ｓ２３）は、ＲＡＭ異常判定処理（Ｓ１９）でＲＡＭ異常でない
と判定した場合に実行可能であり、設定確認処理（Ｓ２３）では、設定値データが異常値
であるか否かを判定することなく設定値データをそのまま用いて設定確認を行うように構
成されているため、プログラム容量を小さくできる。
【０２４３】
　図５０及び図５１は本発明の第２の実施形態を例示し、第１の実施形態における設定確
認処理（Ｓ２３）のソースプログラムを変更した例を示している。なお本実施形態では、
設定表示手段９４を性能表示手段９５（性能情報表示手段９７）とは別に設けている。以
下、第１の実施形態に対する変更箇所を中心に説明し、第１の実施形態と共通の構成につ
いては、特に必要のない限り説明を省略する。
【０２４４】
　図５０に示すように、本実施形態の性能表示手段９５は、第１の実施形態と同じく４桁
の７セグＬＥＤ９７ａ～９７ｄにより構成されている。また設定表示手段９４は、例えば
１桁の７セグＬＥＤにより構成され、性能表示手段９５を構成する４桁の７セグＬＥＤ９
７ａ～９７ｄとは別に設けられている。設定表示手段９４は、性能表示手段９５と同様、
透明な主基板ケース８２を通して視認可能となるように例えば主基板ケース８２内で主制
御基板８２ａに装着されている。
【０２４５】
　また本実施形態では、性能表示手段９５については、第１の実施形態と同じくダイナミ
ック点灯方式により駆動制御を行うが、設定表示手段９４についてはスタティック点灯方
式により駆動制御を行うようになっている。即ち図５０に示すように、主制御基板８２ａ
のＬＥＤデータポート３からは１ｂｙｔｅのスタティック点灯データＤ３０～Ｄ３７を出
力可能であり、それらスタティック点灯データＤ３０～Ｄ３７のラインが設定表示手段９
４に接続されている。
【０２４６】
　続いて、本実施形態の設定確認処理（Ｓ２３）を、図５１に示すソースプログラムに従
って説明する。図５１のＳｈ２において、Ｓｈ１で得られた値が０であれば（ゼロフラグ
＝１）、即ちＷ（１，１，０）であれば、「設定確認」の処理態様が選択され、ＳＹＳＴ
ＥＭ＿１１００（バックアップ復帰処理（Ｓ２４））へとジャンプすることなく、次の設
定確認処理Ｓ２３へと移行して設定確認期間が開始する。
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【０２４７】
　本実施形態の設定確認処理（Ｓ２３）では、図５１に示すように、まず領域内ＲＡＭの
設定値ワーク領域から設定値データを取得し、Ｗレジスタに格納する（Ｓｋ１）。また、
設定表示データテーブル（図１５（ｃ））の先頭アドレスをＨＬレジスタにセットする（
Ｓｋ２）。そして、ＨＬレジスタの値（設定表示データテーブルの先頭アドレス）にＷレ
ジスタの値（設定値データ）を加算して得られたアドレス（図１５（ｃ）の設定表示デー
タテーブルにおける設定値データ０～５の何れかに対応するアドレス）から表示パターン
データを読み出してＡレジスタにセットする（Ｓｋ３）。これにより、Ａレジスタには設
定値データに対応する表示パターンデータ、例えば設定値データが０であれば「１」を表
示するための“０００００１１０Ｂ”が、設定値データが５であれば「６」を表示するた
めの“０１１１１１０１Ｂ”がセットされる。
【０２４８】
　そして、Ａレジスタの値をＬＥＤデータポート３（Ｐ＿ＬＥＤ３）に出力する（Ｓｋ４
）。これにより、設定値データ（０～５の何れか）に対応して「１」～「６」の何れかが
設定表示手段９４に表示される。
【０２４９】
　続いて、Ｅ０２０ＨをＤＥレジスタに格納する（Ｓｋ５）と共に、Ｗレジスタの値、即
ち設定値ワーク領域から取得した設定値データをＥレジスタに加算し（Ｓｋ６）、コマン
ド送信処理（Ｓｋ７）によってＤＥレジスタのコマンドデータを送信する。これにより、
設定値データに応じてＥ０２０Ｈ～Ｅ０２５Ｈの何れかの設定確認中コマンドが送信され
るため、演出制御基板８３ａ側でその時点の設定値を知ることができる。
【０２５０】
　また、００００００１０Ｂを外部出力ポート２（Ｐ＿ＧＡＩＢＵ２）に出力する（Ｓｋ
８）。これにより、設定確認中信号がホールコンピュータに出力される。
【０２５１】
　続いて、第１電源異常チェック処理（図１１）を実行し（Ｓｋ９）、入力ポート１（Ｐ
＿ＩＮＰＴ１）のデータ（図１３）をＡレジスタに入力する（Ｓｋ１０）。そして、Ａレ
ジスタの値とマスクデータ“０００００００１Ｂ”との論理積（ＡＮＤ）を求めることに
より、設定変更操作手段９３のＯＮ／ＯＦＦ信号に対応する第０ビット以外のビットをマ
スクし、Ａレジスタをそのマスク後のデータに更新する（Ｓｋ１１）。これにより、設定
変更操作手段９３がＯＮ（入力ポートの第０ビットが１）の場合にはＡレジスタの値が０
００００００１Ｂとなり、設定変更操作手段９３がＯＦＦ（入力ポートの第０ビットが０
）の場合にはＡレジスタの値が００００００００ＢとなってＪＦ（ジャンプステータスフ
ラグ）に１がセットされる。
【０２５２】
　そして、ＪＦ≠１の場合（ＦＡＵＬＴ）、即ち設定変更操作手段９３がＯＮの場合には
ＳＹＳＴＥＭ＿１０５０にジャンプしてＳｋ９以降の処理を再び実行するが（Ｓｋ１２）
、ＪＦ＝１の場合（ＴＲＵＥ）、即ち設定変更操作手段９３がＯＦＦの場合にはＳＹＳＴ
ＥＭ＿１０５０にジャンプせず、次のＳｋ１３に移行する。
【０２５３】
　なお、Ｓｋ１２のジャンプ処理では、「ＪＲ」命令よりも更にプログラム容量を小さく
できる「ＪＲＳ」命令を用いている。「ＪＲ」命令の場合、命令１バイト、ジャンプ先の
相対アドレス指定１バイトの計２バイト構成であるのに対し、「ＪＲＳ」命令の場合、命
令３ビット、ジャンプ先の相対アドレス指定５ビットの計１バイト構成となり、「ＪＲＳ
」命令の方が「ＪＲ」命令よりも更に１バイト分プログラム容量を削減できる。但し、「
ＪＲＳ」命令の場合には、ジャンプ先に指定可能な範囲が「ＪＲ」命令よりも更に制限さ
れ、ＰＣレジスタの場所から－１６～＋１５バイトの範囲となる。
【０２５４】
　Ｓｋ１３では、Ａレジスタの値（ここでは００００００００Ｂ）をＬＥＤデータポート
３（Ｐ＿ＬＥＤ３）に出力し、またＳｋ１４では、同じくＡレジスタの値（ここでは００
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００００００Ｂ）を外部出力ポート２（Ｐ＿ＧＡＩＢＵ２）に出力する（Ｓｋ８）。これ
により、設定表示手段９４への設定情報の表示と、ホールコンピュータへの設定確認中信
号の出力とが共に終了する。
【０２５５】
　また、Ｅレジスタに２７Ｈを格納し（Ｓｋ１５）、コマンド送信処理（Ｓｋ１６）によ
ってＤＥレジスタのコマンドデータ、即ちＥ０２７Ｈ（設定確認終了コマンド）を送信す
る。
【０２５６】
　このように本実施形態では、電源投入時に設定変更操作手段９３がＯＮ、ＲＡＭクリア
スイッチ９２がＯＦＦで且つ扉開放中である場合（Ｗ（１，１，０））に以上のような設
定確認処理（Ｓ２３）が実行されるため、第１の実施形態と同様、設定変更操作手段９３
がＯＦＦに切り替えられるまでの設定確認期間中、設定表示手段９４にその時点の設定情
報（例えば１～６の何れか）が表示される。
【０２５７】
　図５２は本発明の第３の実施形態を例示し、第１，第２の実施形態を一部変更して、設
定エラーの場合には液晶表示手段６６における演出図柄８０の変動表示を行わないように
構成した例を示している。以下、第１，第２の実施形態に対する変更箇所を中心に説明し
、第１，第２の実施形態と共通の構成については、特に必要のない限り説明を省略する。
【０２５８】
　本実施形態の特別図柄変動開始処理は、図５２に示す手順で行う。この特別図柄変動開
始処理が第１，第２の実施形態（図２８）と異なるのは、設定エラーフラグが５ＡＨ（設
定エラー中）である場合（Ｓ１９４：Ｙｅｓ）の移行先である。即ち、設定エラーフラグ
が５ＡＨ（設定エラー中）である場合（Ｓ１９４：Ｙｅｓ）には、大当たり判定処理（Ｓ
１９５）だけでなく演出図柄８０の変動に係るＳ１９６～Ｓ１９９をスキップして第１特
別図柄又は第２特別図柄の変動を開始し（Ｓ２００）、図柄変動ステータスを０２Ｈ（変
動中）に変更して（Ｓ２０１）、この特別図柄変動開始処理を終了するようになっている
。
【０２５９】
　このように構成することにより、設定エラーの場合には、第１，第２特別図柄について
は第１，第２の実施形態と同じくはずれ態様となる変動が行われるが、液晶表示手段６６
では演出図柄８０の変動表示は行われず、例えば前回変動の停止図柄を表示した状態が維
持される。
【０２６０】
　図５３は本発明の第４の実施形態を例示し、第１～第３の実施形態における大当たり変
動パターンテーブル（図３４）を一部変更した例を示している。
【０２６１】
　図５３（ａ）に示す本実施形態の大当たり変動パターンテーブル（第１特別図柄）には
次のような特徴がある。即ち、通常４Ｒと確変１０Ｒの場合には、各変動パターンの選択
率が設定１～３、設定４～６で夫々同じであるのに対し、通常６Ｒと確変６Ｒの場合には
、各変動パターンの選択率が設定１～６で全て同じとなっている。また、リーチを経るこ
となく大当たり態様となる通常変動大当たり変動パターンについては、通常４Ｒで設定１
～３の何れかの場合と通常６Ｒの場合のみ選択対象となっている。また、全ての場合でス
ーパーリーチ１～４の順に選択率が高くなっている。
【０２６２】
　また、図５３（ｂ）に示す本実施形態の大当たり変動パターンテーブル（第２特別図柄
）には次のような特徴がある。即ち、通常４Ｒ、確変６Ｒ及び確変１０Ｒの場合には、各
変動パターンの選択率が設定１～３、設定４～６で夫々同じであるのに対し、通常６Ｒの
場合には、各変動パターンの選択率が設定１～６で全て同じとなっている。また、通常変
動大当たり変動パターンについては、通常４Ｒで設定１～３の何れかの場合のみ選択対象
となっている。また、全ての場合でスーパーリーチ１～４の順に選択率が高くなっている



(44) JP 6944352 B2 2021.10.6

10

20

30

40

50

。
【０２６３】
　図５４は本発明の第５の実施形態を例示し、第１～第４の実施形態における設定エラー
用変動パターンテーブル（図３５）を一部変更した例を示している。図５４に示す本実施
形態の設定エラー用変動パターンテーブルでは、第１，第２特別図柄の何れの場合も、ま
たはずれ１～３の何れを選択した場合も、減算後の特別保留個数に拘わらず最も変動時間
の長い（ここでは１２ｓ）通常変動パターンのみが選択対象となっている。なお、この場
合にははずれの種類を選択する必要はない。
【０２６４】
　このように、設定エラーの場合は必ず特定のはずれ変動パターン、例えば最も変動時間
の長い通常変動パターンを選択するように構成してもよい。
【０２６５】
　図５５は本発明の第６の実施形態を例示し、第１～第５の実施形態を一部変更して、保
留変化予告における最終表示色がデンジャー柄（特定表示態様）となるシナリオについて
、設定値に拘わらず大当たり信頼度を略同一とした例を示している。なお、本実施形態の
保留変化予告におけるシナリオ１～１５の構成については第１～第５の実施形態（図４６
）と共通である。
【０２６６】
　本実施形態では、保留変化予告に関し、最終表示色がデンジャー柄となるシナリオ１１
～１５については、図５５（ｂ）に示すように、設定１～６の何れが選択されているかに
拘わらず、はずれの場合と大当たりの場合の出現率が全て同じであり、従って図５５（ｃ
）に示すように、設定１～６の何れが選択されているかに拘わらず大当たり信頼度が全て
同じ２９．４８１％となっている。もちろん、それらの大当たり信頼度は完全に同一でな
くても略同一であればよい。またこの場合、設定１～６に対応する大当たり確率は全て異
なるため、シナリオ選択テーブルにおける各シナリオの振分率は設定１～６毎に異なる値
となるが、図５５（ａ）では具体的な数字は省略している。なお図５５（ｃ）では、最終
表示色がデンジャー柄となるシナリオ１１～１５の全てで同じ大当たり信頼度となってい
るが、シナリオ毎に大当たり信頼度を異ならせてもよい。
【０２６７】
　また図５５では省略したが、最終表示色がデンジャー柄（特定表示態様）とは異なる表
示色（第２特定表示態様）となるシナリオ１～１０の少なくとも一部については、第１の
実施形態の図４６と同様、設定１～６毎に大当たり信頼度を異ならせてもよい。
【０２６８】
　図５６は本発明の第７の実施形態を例示し、第６の実施形態を一部変更して、保留変化
予告における最終表示色がデンジャー柄となるシナリオについて、一部高設定の場合につ
いてはそれよりも低設定の場合に比べて高信頼度となるように構成した例を示している。
【０２６９】
　本実施形態では、保留変化予告に関し、最終表示色がデンジャー柄となるシナリオ１１
～１５については、図５６（ｂ）に示すように、設定１～５の場合と設定６の場合とでは
ずれ及び大当たりの場合の出現率が異なっており、従って図５６（ｃ）に示すように、設
定１～５の場合の大当たり信頼度は全て同じ２９，４８１％であるのに対し、設定６の場
合の大当たり信頼度はそれよりも大幅に高い６２．５７８％となっている。この場合も第
６の実施形態と同様、設定１～６に対応する大当たり確率は全て異なるため、シナリオ選
択テーブルにおける各シナリオの振分率は設定１～６毎に異なる値となるが、図５６（ａ
）では具体的な数字は省略している。なお図５６では、最終表示色がデンジャー柄となる
シナリオ１１～１５の全てで同じ大当たり信頼度となっているが、シナリオ毎に大当たり
信頼度を異ならせてもよい。
【０２７０】
　図５７及び図５８は本発明の第８の実施形態を例示し、第１～第７の実施形態を一部変
更して、第１，第２特別図柄が小当たり態様となった場合に小当たり遊技を実行するよう



(45) JP 6944352 B2 2021.10.6

10

20

30

40

50

に構成した例を示している。
【０２７１】
　小当たり遊技では、例えば大入賞手段６４が所定の開放パターンに従って開放する。ま
た小当たり遊技が発生しても確変状態、時短状態等の遊技状態は変化しない。
【０２７２】
　第１，第２特別図柄が小当たり態様となるか否かは、大当たり判定乱数値が所定の小当
たり判定値と一致するか否かで判定する。本実施形態では、図５７に示すように、大当た
り判定乱数値のとり得る範囲（例えば０～６５５３５）における小当たり判定値の範囲を
、高確大当たりの場合の大当たり判定値の範囲に隣接する形で設けている。
【０２７３】
　また本実施形態では、設定値によって大当たり確率（低確率及び高確率）は変化するが
小当たり確率は変化しないものとする。従って、設定値に応じて高確大当たりの場合の上
限値が変化すると、その変化分だけ小当たり判定値の範囲はシフトする。
【０２７４】
　本実施形態の大当たり判定処理のフローチャートを図５８に示す。図５８に示す大当た
り判定処理が第１～第７の実施形態（図２９）と異なるのは、Ｓ２１７～Ｓ２１９の処理
を追加した点のみである。Ｓ２１５で大当たり判定乱数値が上限値よりも大である（Ｓ２
１５：Ｎｏ）と判定された場合には、設定値に対応する高確の加算値（図３１）分だけ小
当たり判定値の範囲をシフトする（Ｓ２１７）。図３１の例では、例えば設定３における
高確の加算値は３３６であるため、小当たり判定値の範囲（例えば１２１８５～Ｐ）を３
３６だけ上位側にシフトする。
【０２７５】
　そして、大当り判定乱数値がそのシフト後の小当たり判定値の範囲内にあるか否かを判
定し（Ｓ２１８）、小当たり判定値の範囲内にあることを条件に、大当たり判定フラグに
小当たりに対応する値、例えばＡ５Ｈをセットし（Ｓ２１９）、大当たり判定処理を終了
する。
【０２７６】
　なお、本実施形態では小当たり判定値の範囲を大当たり判定値の範囲に隣接する形で設
けたが、小当たり判定値の範囲を全ての設定値における大当たり判定値の範囲から独立す
る形で設けてもよい。この場合には、設定値に拘わらず小当たり判定値の範囲は一定とな
る。
【０２７７】
　図５９は本発明の第９の実施形態を例示し、第１～第８の実施形態を一部変更して、Ｒ
ＡＭクリア時等と設定確認時等とで、最初に表示される演出図柄８０の図柄態様を同じに
した例を示している。
【０２７８】
　本実施形態では、第１の実施形態等と同様、「設定変更」の場合もＲＡＭクリア処理（
Ｓ１８）を実行するようになっている（図９等）。また本実施形態では、図５９に示すよ
うに、ＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）が行われる場合、即ち「ＲＡＭクリア」と「設定変更
」とについては、第１の実施形態等（図４４）と同様、最初に表示される演出図柄８０の
図柄態様は「７・３・１」となっているが、ＲＡＭクリア処理を行わない「設定確認」、
「バックアップ復帰」の場合についても同様に、最初に表示される演出図柄８０の図柄態
様は「７・３・１」となっている。
【０２７９】
　このように、ＲＡＭクリア処理を実行するか否かに拘わらず、最初に表示される演出図
柄８０の図柄態様を同じにしてもよい。
【０２８０】
　図６０は本発明の第１０の実施形態を例示し、第１～第９の実施形態を一部変更して、
性能表示更新処理（図３８）の領域外ＲＡＭチェック処理（Ｓ２５２）において領域外Ｒ
ＡＭの異常により領域外ＲＡＭを初期化した場合にそのＲＡＭ初期化後に性能表示手段９
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５の動作確認を行わないように構成した例を示している。
【０２８１】
　本実施形態の領域外ＲＡＭチェック処理（図６０）が第１～第９の実施形態（図３９）
と異なるのは、領域外ＲＡＭ初期化（Ｓ２６２）の後に動作確認フラグをＯＮにせず、動
作確認タイマへの初期値のセットも行わない点である。領域外ＲＡＭの初期化（Ｓ２６２
）により動作確認フラグも初期化されるため、本実施形態の場合は領域外ＲＡＭ初期化（
Ｓ２６２）の後には性能表示手段９５の動作確認（図３８のＳ２５５）は行われない。
【０２８２】
　また、領域外ＲＡＭの初期化（Ｓ２６２）により動作確認フラグが初期化されることに
より、性能表示手段９５の動作確認中（図３８のＳ２５５）に領域外ＲＡＭの初期化（Ｓ
２６２）が行われる場合、その動作確認はその時点で中断される。
【０２８３】
　以上、本発明の実施形態について詳述したが、本発明はこれらの実施形態に限定される
ものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。例えば実施形
態では、ＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）で送信するコマンドを、「設定変更」の場合と「Ｒ
ＡＭクリア」の場合とで異ならせた例を示したが（図１６，図２３等）、それらを同じに
してもよい。この場合、図１２、図５１に示す設定変更処理（Ｓ１７）のプログラムから
、Ｓｃ４，Ｓｃ５の処理を削除すればよい。これにより、設定変更処理（Ｓ１７）の実行
後であるか否かに拘わらず、ＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）はＳｄ１の処理から実行される
ため、「設定変更」と「ＲＡＭクリア」の何れの場合も、ＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）で
はＢＡ０２Ｈ（ＲＡＭクリアコマンド）、Ｆ６１１Ｈ（スペックコマンド）、ＢＡ０４Ｈ
（客待ち中コマンド）が順次送信される。
【０２８４】
　設定変更機能に関連する設定変更機能部（ＲＡＭクリアスイッチ９２、設定変更操作手
段９３、設定表示手段９４等）のうち、ＲＡＭクリアスイッチ９２、設定変更操作手段９
３については、遊技機後側からアクセスする必要があるため、主基板ケース８２の外側（
後側）に露出させておく必要があるが、設定表示手段９４については外側から表示内容を
視認できればよいため、主基板ケース８２内に収容しておくことが望ましい。これにより
、少なくとも設定表示手段９４へのアクセスが困難となるため、例えば遊技者に有利な設
定値に不正に変更しつつ、設定表示手段９４には遊技者に不利な設定値を表示させておく
ようなゴト行為を防止できる。
【０２８５】
　設定変更機能は、大当たり確率を変更するものであるため、ゴト行為の痕跡を容易に発
見できるようにしておくことが重要である。そこで、各設定変更機能部に接続される電子
部品（例えば、主制御ＣＰＵ→電子部品１→電子部品２→設定変更機能部の順に接続され
ている場合には、電子部品１と電子部品２の少なくとも一方）については、主基板ケース
８２の管理番号表記部や開封履歴表記部等と前後に重ならない位置に配置することが望ま
しい。これにより、遊技機後方から主基板ケース８２を視認した際（主基板ケース８２の
背面部分を通して主制御基板８２ａを視認した際）に、各設定変更機能部に接続される電
子部品を容易に確認できる。また、管理番号表記部や開封履歴表記部に限らず、例えば設
定可能な設定値の段階数（設定１～６等）や設定毎の大当たり確率を表記したシールを主
基板ケース８２に貼付する場合にも同様の構成とすることが望ましい。
【０２８６】
　また、各設定変更機能部に接続される電子部品に限らず、例えばベース値を表示する性
能表示手段９５に接続されている電子部品（物理的に接続されているものに限らず、例え
ば主制御ＣＰＵ→電子部品１→電子部品２→性能表示手段９５の順に接続されている場合
には、電子部品１と電子部品２の両方を含む）についても、同様の構成としておくことが
望ましい。これにより、電子部品に対する何らかの不正により累計遊技におけるベース値
を書き換えたりリセットするようなゴト行為が行われたとしても、その痕跡の発見が容易
となる。
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【０２８７】
　主基板ケース８２に設けた各設定変更機能部の後側に位置するように裏カバー８１を配
置してもよい。これにより、裏カバー８１を開放しない限り各設定変更機能部にアクセス
できないため、ゴト行為の抑制という面では有利である。また、裏カバー８１が主基板ケ
ース８２の後側に位置する構成を採用しつつ、各設定変更機能部と裏カバー８１とが前後
に重ならないように、裏カバー８１の一部に開口部、切欠部等を設けてもよい。これによ
り、主基板ケース８２の一部は裏カバー８１と前後関係にあるので、裏カバー８１を開放
しない限り主基板ケース８２を容易には取り外せないようにすることができ、ゴト行為を
抑制することができると共に、ホール関係者が設定変更を行うために各設定変更機能部に
アクセスする際には裏カバー８１を開放する必要がなく、設定変更を容易に行うことがで
きる。ホール関係者が設定変更を行う際のアクセスのし易さだけを考慮するならば、裏カ
バー８１が主基板ケース８２の後側には位置しないような構成としてもよい。
【０２８８】
　また、各設定変更機能部のうち、一部の機能部については裏カバー８１と前後に重なら
ない位置に配置し、その他の機能部については裏カバー８１と前後に重なる位置に配置し
てもよい。例えば、各設定変更機能部のうち、設定表示手段９４（性能情報表示手段９７
）については裏カバー８１と前後に重なる位置に配置し、その他の設定変更操作手段９３
、ＲＡＭクリアスイッチ９２等については裏カバー８１と前後に重ならない位置に配置し
てもよい。これにより、設定表示手段９４についてはアクセスし難いため、設定情報の表
示を変更するゴト行為を抑制できると共に、設定変更操作手段９３、ＲＡＭクリアスイッ
チ９２等については裏カバー８１を開放することなくアクセスできるため、設定変更を容
易に行うことができる。
【０２８９】
　また、例えば設定キーを用いてＯＮ／ＯＦＦを行う設定変更操作手段９３の場合、その
鍵穴部を裏カバー８１と前後に重なる位置に配置してもよい。またこの場合、鍵穴部に設
定キーを挿した状態では裏カバー８１を閉鎖することができない構成としてもよい。例え
ば、裏カバー８１を閉鎖した状態での鍵穴部とその後側の裏カバー８１との間の隙間を、
鍵穴部に挿した状態での設定キーの突出高さよりも小さくしておくことが考えられる。こ
れにより、設定変更や設定確認を行った後の設定キーの抜き忘れを防止することが可能で
ある。逆に、設定キーを挿した状態でも、裏カバー８１を閉鎖することができる構成とし
てもよい。これにより、設定変更や設定確認を行った後、設定キーを挿しっぱなしの状態
で裏カバー８１を閉鎖したとしても、設定キーとの当接により裏カバー８１や設定キーが
損傷することを防止できる。
【０２９０】
　また、設定変更操作手段９３の鍵穴部を裏カバー８１と前後に重ならない位置に配置す
ることにより、設定キーを挿した状態でも裏カバー８１を閉鎖することができる構成とし
てもよい。この場合、裏カバー８１を閉鎖した状態で、鍵穴部に挿した設定キーの頭部が
裏カバー８１よりも後側に突出するように構成してもよい。これにより、設定変更や設定
確認を行った後、設定キーを挿しっぱなしの状態で裏カバー８１を閉鎖した場合に、裏カ
バー８１から設定キーが突出するため、設定キーの抜き忘れに気付きやすいという利点が
ある。
【０２９１】
　各設定変更機能部のうち、裏カバー８１と前後に重なる位置に配置するものと、裏カバ
ー８１と前後に重ならない位置に配置するものの組み合わせは任意である。なお、設定表
示手段９４（性能情報表示手段９７）を裏カバー８１と前後に重なる位置に配置する場合
には、裏カバー８１における少なくとも設定表示手段９４の後側に対応する部分について
は、裏カバー８１を閉鎖した状態でも設定値を視認できるよう、光透過性とすることが望
ましい。また、裏カバー８１に設けられた放熱孔を、設定表示手段９４と前後に重なる位
置に配置してもよい。これにより、設定値を確認する際の視認性が高くなる。また、各設
定変更機能部のうち、裏カバー８１の放熱孔と前後に重なる位置に配置するものと、裏カ
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バー８１の放熱孔と前後に重ならない位置に配置するものの組み合わせは任意である（全
て重なる位置でもよいし、全て重ならない位置でもよい）。
【０２９２】
　設定変更中コマンド（ＢＡ５ＡＨ）、設定変更完了コマンド（ＢＡ０９Ｈ）、設定確認
中コマンド（Ｅ０２１Ｈ）、設定確認終了コマンド（Ｅ０２２Ｈ）等の設定変更機能に関
するコマンド（以下、設定情報コマンドという）を主制御基板８２ａからサブ基板へ送信
するためのハーネス（以下、特定ハーネスという）については、裏カバー８１と前後に重
なる位置に配線することが望ましい。裏カバー８１に複数の放熱孔がある場合には、特定
ハーネスについては、放熱孔を避けた位置に配線することが望ましい。また、ここでいう
「ハーネス」は、両端のコネクタ同士を繋ぐ複数本の信号線により構成されるが、上述の
ように裏カバー８１と前後に重なる位置に配線したり、裏カバー８１の放熱孔を避けて配
線したりするのは、複数本の信号線のうち少なくとも設定情報コマンドが送信される信号
線を含んでいればよい。これにより、遊技機後側から特定ハーネスへアクセスすることが
困難となり、例えば特定ハーネスや特定ハーネスの信号線を挿脱して不正な電子部品を仕
込むことにより、本来の設定情報コマンドとは異なる情報を不正にサブ基板へ送信するよ
うなゴト行為を抑制できる。
【０２９３】
　また特定ハーネスを、裏カバー８１と前後に重ならない位置に配線したり、裏カバー８
１の放熱孔と前後に重なる位置に配線してもよい。これにより、遊技機後側からの特定ハ
ーネスへのアクセスが容易になるとともに、特定ハーネスの遊技機後側からの視認性が高
くなり、目視による確認を容易に行うことができる。また、特定ハーネスについては、複
数の信号線の周りをビニール性等の特定部材などで覆うことで、アクセスを困難にしても
よい。またその場合であっても、前述した配置を採用することでより強固に不正行為を防
止することができる。
【０２９４】
　設定変更中や設定確認中であることを、サブ基板側で制御する電飾手段９６、スピーカ
１８，２５、液晶表示手段６６等により報知するようにしてもよい。また、設定変更中や
設定確認中であることを、主制御基板８２ａ側で制御する盤ランプや設定表示手段９４に
より報知するようにしてもよい。ここで、サブ基板側で制御する電飾手段９６とは、例え
ば遊技機の枠側に搭載されている可動体、操作手段、その他装飾部に設けられているＬＥ
Ｄや、遊技機の遊技盤側に搭載されている可動体、始動口、アタッカー、センターケース
などの各種遊技部品に設けられているＬＥＤのことである。一方、主制御基板８２ａ側で
制御する盤ランプとは、遊技機正面から視認可能となるように遊技盤１６に設けられた遊
技情報表示手段５０（図３，図４）等である。
【０２９５】
　遊技情報表示手段５０は、主制御基板８２ａ側で決定する図柄抽選に関する様々な事項
について、サブ制御基板を介さずに、主制御基板８２ａから直接信号を受けて、その内容
を複数種類の発光表示手段により報知するようになっている。なお実施形態では、遊技情
報表示手段５０により構成される複数種類の発光表示手段として、普通図柄表示手段５１
、第１，第２特別図柄表示手段５３，５４、第１，第２特別保留個数表示手段５５，５６
、普通保留個数表示手段５２、変動短縮報知手段５７、右打ち報知手段５８、ラウンド数
報知手段５９を例示したが、もちろんそれらに限られるものではない。
【０２９６】
　そして、設定変更中及び／又は設定確認中に、遊技情報表示手段５０を構成するＬＥＤ
６０を所定の発光態様で発光させることにより、設定変更中及び／又は設定確認中である
ことを報知するように構成してもよい。この場合の遊技情報表示手段５０の発光態様は、
そのＬＥＤ６０の全てを点灯、点滅等させるものでもよいし、上述した複数種類の発光表
示手段のうちの一部を点灯、点滅等させるものでもよい。またこのとき、設定変更中と設
定確認中とで発光態様を異ならせることで設定変更中であるか設定確認中であるかを識別
可能としてもよいし、逆に設定変更中と設定確認中とで発光態様を同じにすることで設定
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変更中と設定確認中との何れであるかについては識別できないようにしてもよい。
【０２９７】
　また実施形態の場合、設定変更中や設定確認中は遊技が出来ない状態（具体的には、発
射操作が不可能であったり、始動入賞口への入賞が無効であったり、図柄変動に係る処理
を実行しない状態などであり、要するに主制御のプログラムとしてこれらの処理を行うた
めのタイマ割込み処理を未だ開始していない状態）であって、遊技情報表示手段５０の各
発光表示手段についても本来の発光表示を行うことができない。従って、設定変更中及び
／又は設定確認中に、その旨を報知するべく遊技情報表示手段５０をどのような発光態様
で発光させても、それが図柄変動に関する報知であるとホール関係者が誤認してしまう可
能性は低いが、設定変更中及び／又は設定確認中に遊技情報表示手段５０を以下のように
発光させることでより効果的な報知が可能である。
【０２９８】
　即ち、遊技情報表示手段５０の発光表示手段の全部を点灯／消灯／点滅等させることに
より設定変更中や設定確認中であることを報知する場合には、多くのＬＥＤ６０により視
覚的に発光態様を確認し易くすることができる。また、特定単数の発光表示手段のみで報
知する場合には、その発光表示手段の発光部が故障していた場合などは報知不可能となる
が、全部の発光表示手段を使用して報知する場合にはその心配はない。
【０２９９】
　また、遊技情報表示手段５０の複数種類の発光表示手段のうち、いずれか１つの発光表
示手段を点灯／消灯／点滅等させることにより設定変更中や設定確認中であることを報知
する場合には、全部の発光表示手段を使用して報知する場合に比べて発光制御のためのプ
ログラム容量を少なくすることができる。またその場合、発光表示手段が単数の発光部（
ＬＥＤ６０）により構成されている場合には、複数の発光部により構成されている場合に
比べて視認性は低下するが、主制御から点灯／消灯／点滅を示す制御信号を送信するプロ
グラム容量を更に少なくすることができる。
【０３００】
　また、遊技情報表示手段５０の複数種類の発光表示手段のうち、少なくとも２以上を組
み合わせて点灯／消灯／点滅等させることにより、設定変更中や設定確認中であることを
報知する場合には、現在の状況が遊技中ではなく設定変更中或いは設定確認中であると認
識させ易くすることができる。例えば、実施形態のように第２特別図柄が第１特別図柄に
優先して変動表示されるパチンコ機の場合には、遊技中であれば第１特別図柄と第２特別
図柄とが同時に変動することはないため、設定変更中や設定確認中にそれら第１特別図柄
と第２特別図柄とに対応する発光表示手段（第１，第２特別図柄表示手段５３，５４）を
同時に点灯等させることで、設定変更中或いは設定確認中であると認識させ易くすること
ができる。もちろんその他の２以上の発光表示手段により、遊技中には起こり得ない発光
態様で設定変更中や設定確認中であることを報知するようにしてもよい。
【０３０１】
　また、遊技情報表示手段５０の少なくとも１つの発光表示手段を、遊技中ではあり得な
い発光態様で点灯／消灯／点滅等させることにより、設定変更中や設定確認中であること
を報知してもよい。例えば、ラウンド数報知手段５９が、遊技中は点滅状態で表示するこ
とがない場合に、このラウンド数報知手段５９を点滅させることにより設定変更中や設定
確認中であることを報知してもよい。
【０３０２】
　ここで、遊技情報表示手段５０の発光表示手段の発光態様として、点灯／消灯／点滅等
と説明したが、この場合の点灯、点滅とは、視覚的にそのように認識されるものをいうも
のとする。即ち、実施形態のようにダイナミック点灯方式により遊技情報表示手段５０を
制御する場合、点灯状態であっても実際には高速の点滅状態であるが、これは点灯状態と
する。点滅状態とは、視覚的に点灯状態（高速の点滅）と消灯状態（消灯）とを所定間隔
で繰り返す場合をいう。
【０３０３】
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　また、遊技中に遊技情報表示手段５０の発光表示手段を制御する場合にはダイナミック
点灯方式とし、設定変更中や設定確認中に遊技情報表示手段５０の発光表示手段を制御す
る場合にはスタティック点灯方式としてもよい。例えば、遊技中は４ｍｓのタイマ割込み
処理の発生を許可しているため、４ｍｓ毎に繰り返し行われる処理を利用して、毎割込み
毎に遊技情報表示手段５０の発光表示手段のいずれの発光部に点灯に関するデータを送信
するかを決定するコモンデータを切り替えることができ、これにより割込み毎に所定間隔
で点灯／消灯を繰り返して行うダイナミック点灯制御を行うことが容易である一方、設定
変更中や設定確認中は遊技が可能な状態となる前であり、この期間では未だ４ｍｓのタイ
マ割込み処理の発生を許可していないため、同様の処理を実行しようとした場合にはそれ
を実現するために必要なプログラム容量が大きくなってしまう。その点、設定変更中や設
定確認中は遊技情報表示手段５０の制御をスタティック点灯方式とすれば、遊技情報表示
手段５０の発光表示手段のうち、何れかの発光部に対して点灯に関するデータを送信する
だけでいいので、ダイナミック点灯制御の場合よりも圧倒的にプログラム容量を少なくす
ることが可能である。このように、遊技中と設定変更中及び／又は設定確認中とで、遊技
情報表示手段５０の点灯制御方式を異ならせてもよい。
【０３０４】
　また、遊技情報表示手段５０に、設定変更中及び／又は設定確認中であることを報知す
るための発光表示手段を、遊技中に使用する発光表示手段とは別に設けてもよい。この場
合、設定変更中であることを報知する発光表示手段と、設定確認中であることを報知する
発光表示手段とを別に設けてもよい。１種類の発光表示手段（１又は複数個の発光部）で
設定変更中と設定確認中とを報知する場合、設定変更中と設定確認中とで発光態様を異な
らせることで設定変更中であるか設定確認中であるかを識別可能としてもよいし、逆に設
定変更中と設定確認中とで発光態様を同じにすることで設定変更中と設定確認中との何れ
であるかについては識別できないようにしてもよい。
【０３０５】
　また、遊技情報表示手段５０に、遊技中に使用する発光表示手段とは別に、設定変更中
であることを報知する発光表示手段と設定確認中であることを報知する発光表示手段とを
設ける場合、両者を隣接するように配置することが望ましいが、他の発光表示手段を挟む
ように配置してもよい。
【０３０６】
　実施形態では、設定表示手段９４に表示する設定情報に「．（ドット）」を付加するか
否かにより、設定変更中と設定確認中との何れであるかを識別可能としたが、例えば性能
情報表示手段９７を構成する７セグ表示部９７ａ～９７ｄのうち、設定表示手段９４とし
て利用していない７セグ表示部９７ｂ～９７ｄを利用して、これらを所定の発光態様とす
る（点灯／消灯／点滅等）ことで設定変更中や設定確認中であることを報知するようにし
てもよい。
【０３０７】
　また、性能表示手段９５は、遊技中はベース値を表示する為に常時作動しているため、
基本的に遊技中は消灯状態を所定時間継続するという制御を行うことがない。そのため、
設定変更中や設定確認中などの遊技中ではない状態では、あえて消灯状態を継続すること
で、現在の状態が遊技中ではないと認識させることができ、それにより設定変更中や設定
確認中であることを報知することが可能である。このように、性能表示手段９５の本来の
表示態様を考慮し、点灯状態ではなく敢えて消灯状態とすることで、設定変更中や設定確
認中であることを報知するようにしてもよい。また、ベース値を表示するための性能表示
手段９５を構成する７セグ表示部９７ａ～９７ｄの１つを設定表示手段９４として兼用す
る場合（第１の実施形態）を例示したが、これに限らず、設定表示手段９４と性能表示手
段９５とを別々に設ける場合（第２の実施形態）であっても、同様の思想により設定変更
中や設定確認中であることを報知することが可能である。
【０３０８】
　更に、設定表示手段９４、性能表示手段９５により設定変更中及び／又は設定確認中で
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あることを報知する場合には、設定変更中と設定確認中とで異なる報知態様とするように
してもよい。この場合のそれぞれの報知態様としては、前述の発光態様をどのように組み
合わせてもよく、少なくとも報知態様が異なっていればよい。また、設定表示手段９４、
性能表示手段９５により設定変更中及び／又は設定確認中であることを報知する際の思想
として記載した事項は、前述の遊技情報表示手段５０を発光制御する場合にも適用するこ
とができる。
【０３０９】
　続いて、設定変更中や設定確認中であることを主制御側で制御する遊技情報表示手段５
０（盤ランプ）や設定表示手段９４、性能表示手段９５により報知することによるメリッ
トを以下に記載する。仮にサブ側で制御する電飾手段９６、スピーカ１８，２５、液晶表
示手段６６のみによって設定変更中や設定確認中であることを報知する場合には、ゴト行
為により、主制御基板とサブ制御基板とを接続する信号線を切断されてしまうと、設定変
更中や設定確認中であることを報知することができなくなってしまい、例えばホール関係
者に知られることのないまま、容易に設定変更や設定確認を行うことが可能になってしま
う。一方、サブ側で制御する電飾手段９６、スピーカ１８，２５、液晶表示手段６６に加
えて（或いは代えて）、主制御側で制御する遊技情報表示手段５０（盤ランプ）や設定表
示手段９４、性能表示手段９５により設定変更中や設定確認中であることを報知するよう
にすれば、仮に主制御基板とサブ制御基板とを接続する信号線を切断された場合であって
も遊技情報表示手段５０や設定表示手段９４、性能表示手段９５による報知は行われるた
め、ホール関係者がゴト行為に気付くことが可能となる。
【０３１０】
　また、遊技機前側から視認可能な遊技情報表示手段５０と、遊技機後側から視認可能な
設定表示手段９４及び／又は性能表示手段９５（性能情報表示手段９７）とを用いて、設
定変更中や設定確認中であることを報知するように構成すれば、遊技機の前側と後側の両
方から設定変更中や設定確認中の状態を確認可能である。
【０３１１】
　また、設定変更中や設定確認中であることを、サブ側（演出制御基板８３ａ）で制御す
る電飾手段９６、スピーカ１８，２５、液晶表示手段６６（演出手段）では報知せず、主
制御側で制御する遊技情報表示手段５０や設定表示手段９４、性能表示手段９５により報
知するように構成してもよいが、サブ側で制御する電飾手段９６、スピーカ１８，２５、
液晶表示手段６６と、主制御側で制御する遊技情報表示手段５０や設定表示手段９４、性
能表示手段９５との両方で報知するように構成することにより例えば識別性がより向上す
る。
【０３１２】
　また、設定変更中及び／又は設定確認中であることを報知するための盤ランプとして遊
技情報表示手段５０を例示したが、主制御基板側で制御するものであればどのような発光
手段でもよく、例えば盤側と枠側との何れに設けられているものでもよい。
【０３１３】
　また、性能表示手段９５を構成する複数の７セグ表示部９７ａ～９７ｄの一部を設定表
示手段９４として使用する場合、設定表示手段９４として使用するときはスタティック点
灯制御（第１表示制御）とし、遊技開始後に性能表示手段９５として使用するときはダイ
ナミック点灯制御（第２表示制御）とすることも可能であることは上述したとおりである
。しかしながら、性能表示手段９５を構成する７セグ表示部９７ａ～９７ｄがダイナミッ
ク点灯制御のみを想定したスペックの場合、スタティック点灯制御を行うことで問題が生
じる可能性がある。
【０３１４】
　例えば、性能表示手段９５用の７セグの絶対最大定格として、順方向電流の最大値が１
５ｍＡ／seg（スタティック）、ピーク順方向電流の最大値が６０ｍＡ／seg（duty1/5 pu
lse width 1ms）（ダイナミック）に規定されている場合に、ベース値を表示するだけで
あればダイナミック点灯制御のみを考慮すればよいので、ピーク順方向電流の最大値が６
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０ｍＡ／seg（duty1/5 pulse width 1ms）を超えない範囲の電流値を設定すればよいが、
設定表示手段９４として使用する際にスタティック点灯制御を行う場合には、ピーク順方
向電流の最大値が６０ｍＡ／seg（duty1/5 pulse width 1ms）及び順方向電流の最大値で
ある１５ｍＡ／segを超えない電流値に設定しなくてはいけない。ここで、仮に１５ｍＡ
／segを超えない電流値とした場合には、ダイナミック点灯制御を行う際の１回の点灯時
の輝度が低下してしまい、ベース値を表示する際の点灯表示がチラついてしまう恐れがあ
る。
【０３１５】
　そこで、例えばピーク順方向電流の最大値が６０ｍＡ／seg（duty1/5 pulse width 1ms
）を超えず、順方向電流の最大値である１５ｍＡ／segを超える範囲の電流値に設定する
ことで、ダイナミック点灯制御時の点灯表示にチラつきが発生しにくいように構成するこ
とが可能である。この場合、順方向電流の最大値である１５ｍＡ／segを超える範囲の電
流値に設定されているので、設定変更中や設定確認中にスタティック点灯制御を行う際に
、単純に点灯データのみの送信を繰り返すように点灯制御を行うと、当然ながら順方向電
流の最大値を超えてしまうことになるが、点灯データと消灯データとを所定間隔で交互に
送信する（点灯データを所定時間連続的に送った後、消灯データを所定時間連続的に送る
ことを繰り返す）ことで、順方向電流の最大値である１５ｍＡ／segを超える範囲の電流
値に設定されているにも拘わらず、最大値を超えないように点灯制御を行うことが可能に
なる。このように、スタティック点灯制御を用いた疑似的なダイナミック点灯制御を実現
するようにしてもよい。即ち、ベース値を表示する際のダイナミック点灯制御時には、点
灯させる７セグを指定するためのコモンデータを切り替えることにより、点灯／消灯を繰
り返すように点灯制御させる一方、設定値を表示する際に、同様にコモンデータの切り替
えを行うとその分制御プログラムが増大してしまうため、コモンデータは切り替えずに、
点灯データと消灯データとを所定間隔で交互に送信するような制御を行う。この場合、所
定間隔毎に送信するデータを切り替えるだけでいいので、コモンデータを切り替えるより
もはるかに少ないプログラムで点灯制御を実現させることが可能である。以上のように、
制御方法を工夫することで、７セグの絶対最大定格を超えないようにスタティック点灯制
御とダイナミック点灯制御の両方を実現することが可能である。
【０３１６】
　また、このような点灯制御を行うのではなく、順方向電流の最大値が６０ｍＡ／seg（
スタティック）、ピーク順方向電流の最大値が６０ｍＡ／seg（duty1/5 pulse width 1ms
）（ダイナミック）として規定されるような高品質の７セグを使用することも考えられる
。この場合には、絶対最大定格の値が前述の７セグよりも優れている分、当然部品単価は
高くなる。仮に複数のベース値表示用の７セグ（具体的には４個の７セグ表示部９７ａ～
９７ｄ）の全てについて高品質の７セグを使用した場合にはコストがかかってしまう。そ
こで、複数のベース値表示用の７セグ（７セグ表示部９７ａ～９７ｄ）のうち、設定値を
表示する７セグ（７セグ表示部９７ａ）については、絶対最大定格の値が優れた７セグを
使用し、それ以外のベース値表示用の７セグ（７セグ表示部９７ｂ～９７ｄ）については
絶対最大定格の値が低い７セグを使用するようにしてもよい。これにより、必要最低限の
コストに抑えることができるとともに、設定変更中や設定確認中に、スタティック点灯制
御を用いた疑似的なダイナミック点灯制御を行う必要がないので、プログラム容量を削減
することができる。
【０３１７】
　また、設定値を表示する７セグについては、絶対最大定格の値が優れた７セグを使用す
ることとしたが、ピーク順方向電流の最大値及び順方向電流の最大値が同値又はそれ以上
／それ以下の近似値である７セグを使用するようにすればよい。また、それ以外のベース
値表示用７セグの絶対最大定格として規定されたもののうち、少なくとも順方向電流の最
大値と比較して、設定値表示用７セグの順方向電流の最大値の方が大に設定されているも
のを使用するようにしてもよい。さらに加えて、設定値表示兼用以外のベース値表示用７
セグの絶対最大定格として規定されたもののうち、少なくともピーク順方向電流の最大値
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と比較して、設定値表示用７セグのピーク順方向電流の最大値が同値又はそれ以上／それ
以下の近似値に設定されているものを使用するとよい。このように、設定値表示用７セグ
の方が、ベース値表示用７セグよりも順方向電流の絶対最大定格が優れていることに加え
て、ピーク順方向電流の絶対最大定格については、同値又はそれ以上／それ以下の近似値
に設定されているものを使用することで、設定変更中や設定確認中のスタティック点灯制
御と、遊技中のベース値表示におけるダイナミック点灯制御とを共通の７セグを使って行
わなければいけない場合であっても、容易に実現することが可能となる。もちろん、複数
のベース値表示用７セグ（設定表示用７セグを含む）の全てに高スペックの７セグを使用
してもよい。
【０３１８】
　ＲＡＭ異常と判定された場合には、遊技停止状態（電源投入待ち状態）となるが、その
際に外部端子を介してセキュリティ信号を出力するように構成してもよい。また、その際
に出力されるセキュリティ信号の種類については、設定変更時や設定確認時に出力するセ
キュリティ信号と同種のものであってもよいし、異なるものであってもよい。またその際
、設定表示手段９４にてエラー表示を行うようにしてもよい。その場合のエラー表示につ
いては、点灯データを送信して所定の点灯態様とするようにしてもよいし、点灯データと
消灯データとを所定間隔で交互に送信することで、所定の点滅態様としてもよい。また、
性能表示手段９５の一部を設定表示手段９４としても使用する場合、設定表示手段９４に
てエラー表示を行うと共に、性能表示手段９５におけるそれ以外の表示部は消灯状態とし
てもよいし、設定表示手段９４だけでなく性能表示手段９５全体でエラー表示を行うよう
に構成してもよい。
【０３１９】
　また、設定表示手段９４に設定情報を表示する際には、設定表示データテーブルから現
在の設定値に対応した点灯パターンを取得して表示する構成としたが、エラー表示用の点
灯データについては、設定表示データテーブルを使用することなく点灯データを出力する
ように構成してもよい。これは、ＲＡＭ異常時には、設定値ワークの値が異常値となって
いるため、設定値ワークの値に基づいて設定表示データテーブルから任意の値を取得する
ことが難しいからである。そのため、ＲＡＭ異常時には、テーブル選択方式ではなく、値
を直接指定して出力するように構成することが望ましい。また、これによりテーブルから
データを選択するためのプログラムが必要ないので、プログラム容量を削減することが可
能となる。
【０３２０】
　また、ＲＡＭクリア処理が実行された際にセキュリティ信号を出力する構成とし、設定
変更中に出力するセキュリティ信号とＲＡＭクリア処理が実行された場合に出力するセキ
ュリティ信号とを共通の信号としてもよい。実施形態では、設定変更中はセキュリティ信
号を出力し、設定変更処理が終了した場合にはセキュリティ信号の出力を停止するように
構成したが、設定変更処理が終了してもセキュリティ信号の出力を維持し、ＲＡＭクリア
処理の終了後にセキュリティ信号の出力を停止するように構成してもよい。またこの場合
、セキュリティ信号の出力を停止するタイミングは、ＲＡＭクリア処理の終了後に限らず
、ＲＡＭクリア報知の終了後や、ＲＡＭクリア報知中の所定タイミングであってもよい。
また、セキュリティ信号は所定時間出力されればよいので、設定変更処理の終了後、ＲＡ
Ｍクリア処理を行う際に、少なくとも所定時間（例：５０ｍｓ）の間はセキュリティ信号
の出力を更に維持した後に出力を停止するようにしてもよい。これにより、設定変更処理
＋ＲＡＭクリア処理を実行する際に、少なくとも所定時間（５０ｍｓ）のセキュリティ信
号の出力を担保することが可能となる。
【０３２１】
　また、設定変更処理が終了した場合にはセキュリティ信号の出力を一旦停止し、その後
にＲＡＭクリア処理を実行した場合に、再度セキュリティ信号を所定時間（例：５０ｍｓ
）出力するように構成してもよい。
【０３２２】
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　また、ＲＡＭクリア時には設定値の情報をクリアしない構成としたが、それ以外の一部
の情報、例えば停止図柄の情報、エラー情報、変動パターンの切替情報などについてもク
リアしないように構成してもよい。ここで、ＲＡＭクリア時に停止図柄の情報をクリアし
ないことにより、設定変更処理＋ＲＡＭクリア処理が実行されたのか、バックアップ復帰
したのかが停止図柄からは推測できない仕様となるので、例えば朝一番のホールにて、停
止図柄を確認することで設定変更がなされたか否かを判別し難くすることができる。また
、ＲＡＭクリア時に一部又は全部のエラー情報をクリアしないことで、電断前に発生した
所定のエラー情報について、電断後も引き続きエラー報知等を行うことが可能となる。
【０３２３】
　また、ＲＡＭクリア時に変動パターンの切替情報（例：高確率中に５０回変動したら変
動パターン選択テーブルＡから変動パターン選択テーブルＢへ切り替える）をクリアしな
いことで、設定変更処理＋ＲＡＭクリア処理の後に、所定回数の図柄変動（５０回転）を
実行した場合に、変動パターン選択テーブルＡから変動パターン選択テーブルＢへ切り替
わるので、例えば朝一番のホールにて、所定回数の図柄変動遊技を実行することにより設
定変更が行われたか否かを判別することが可能となる。このように、あえて設定変更が行
われたか否かを判別し易くすることで、遊技の興趣を高めるように構成してもよい。以上
のように、ＲＡＭ領域に設定された種々のワークについては、ＲＡＭクリア処理によりク
リアするワークとＲＡＭクリア処理にてクリアしないワークとを、例えば遊技性やセキュ
リティ面を考慮して、必要に応じて使い分けるように構成してもよい。以上の記載はあく
までも一例であり、例として記載していないその他のワークについても、遊技性の向上等
を考慮してクリアしないように構成してもよい。
【０３２４】
　例えば設定エラーの場合、第１の実施形態では第１，第２特別図柄の変動と演出図柄８
０の変動とを共に行い（強制的にはずれ）、第３の実施形態では第１，第２特別図柄の変
動（強制的にはずれ）は行うが演出図柄８０の変動は行わないように構成したが、設定エ
ラーの場合には第１，第２特別図柄と演出図柄８０とを共に変動させないようにしてもよ
い。
【０３２５】
　実施形態では、大当たり判定値の範囲を規定するための加算値のうち、低確率の場合の
加算値を１バイトで、高確率の場合の加算値を２バイトで夫々表現するように構成したが
、低確率及び高確率の場合の加算値を共に１バイトで表現できる範囲に収めるように設定
毎の大当たり確率（低確率及び高確率）を設定してもよい。
【０３２６】
　また、実施形態では大当り判定値の下限値を１００００としたが、これを例えば０とす
れば、基準下限値を記憶する必要がないため、記憶容量を更に２バイト削減できる。
【０３２７】
　また実施形態では、大当たり判定値の範囲の上限値を、各設定で共通の基準値と、設定
毎に異なる加算値（差分値）とで表したが、大当たり判定値の範囲の下限値を、各設定で
共通の基準値と、設定毎に異なる減算値（差分値）とで表してもよい。
【０３２８】
　第８の実施形態のように小当たり遊技を実行可能な構成とする場合、設定毎に大当たり
確率と小当たり確率とが共に変化するように構成してもよい。この場合、大当たり判定値
の範囲と小当たり判定値の範囲とを合わせた範囲を一定とし、設定毎に大当たり判定値の
範囲が拡大／縮小すると、それに応じて小当たり判定値の範囲が縮小／拡大するように構
成してもよい。
【０３２９】
　実施形態では、遊技開始コマンド（ＢＡ７７Ｈ）を契機として、可動演出手段６７の初
期動作（イニシャライズ）を行うこととしたが、初期動作については、例えば待機画面表
示コマンド（ＢＡ０１Ｈ）を契機として実行してもよい。またその場合、設定変更待ち中
や設定変更期間中、設定変更完了中、客待ちデモ中においても実行するように構成しても
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よい。即ち、可動演出手段６７の初期動作を終えてからその後の処理（設定変更等）に移
行するのではなく、初期動作の実行中もその後の処理に移行可能としてもよい。初期動作
の実行中もその後の処理に移行可能とする場合、各種処理の実行をよりスムーズに行うこ
とができる一方、可動演出手段６７の初期動作により液晶表示手段６６等の表示が隠蔽さ
れる可能性がある。可動演出手段６７の初期動作を終えてからその後の処理に移行する場
合には、逆に、可動演出手段６７の初期動作により液晶表示手段６６等の表示が隠蔽され
るという問題はないが、各種処理の実行をスムーズに行うという点では不利となる。
【０３３０】
　実施形態では、ＲＡＭクリア時、設定変更期間中、設定変更完了中において電飾手段９
６を全点灯とするように構成したが、これに限らず、各種処理に応じて異なる点灯パター
ンを使用してもよい。また実施形態では、ＲＡＭクリア時と設定変更完了時とにＲＡＭク
リア音を出力するようにしたが、これに限らず、異なる音報知パターンを使用してもよい
。
【０３３１】
　演出ボタン３４等の操作手段の入力を検査するための検査モードを実行可能に構成して
もよい。この場合、例えば設定変更期間中、設定変更完了中、設定確認期間中等において
も、検査モードを実行可能としてもよい。また、客待ちデモ中となるまでは検査モードを
実行しない（客待ちデモ開始時に検査モード突入）ようにしてもよい。
【０３３２】
　所定の操作手段を操作することで、設定変更期間中、設定変更完了中、設定確認期間中
において、音量／光量の調整が可能となるように構成してもよい。また、音量／光量の変
更（調整）操作が行われた場合には、液晶表示手段６６等の表示手段に、音量／光量の調
整バーを表示するように構成してもよい。また、音量／光量の調整バーを表示すると、「
設定変更中です」等の表示と重なってしまう恐れがあるので、設定変更期間中、設定完了
中、設定確認期間中については音量／光量の変更操作を可能とする一方、調整バーを表示
しないように構成してもよい。
【０３３３】
　また、音量／光量の変更操作が実行された場合であっても、設定変更期間中、設定変更
完了中、設定確認期間中に実行される設定に関する報知については、変更された音量／光
量の値に影響されないように構成してもよい。例えば図４４の例では、設定変更期間中は
スピーカ１８，２５からは設定変更中音が出力され、電飾手段９６は全点灯するようにな
っているが、音量が変更されても設定変更中音の音量は変化せず、光量が変更されても全
点灯中の電飾手段９６の光量は変化しないようにしてもよい。もちろん、設定変更に関す
る報知が影響を受けないだけで、内部的には音量／光量の変更処理は有効に行われており
、設定変更の終了後は変更後の音量／光量で各種演出等が行われる。また、設定変更期間
中、設定完了中、設定確認期間中においては、音量／光量の変更操作を不能とするように
構成してもよい。
【０３３４】
　図４４等の例では、設定変更完了時に関して、「設定が変更されました」を表示中（設
定変更完了画面表示中）に「７３１」等の待機画面を表示するようにしたが、これに限ら
ず、「設定が変更されました」の表示のみを所定時間実行（例：背景はブラック）するよ
うに構成してもよい。また、「設定が変更されました」を所定時間表示した後に、「７３
１」待機画面を表示するようにしてもよい。
【０３３５】
　また図４４等の例では、ＲＡＭクリア時に関して、「ＲＡＭクリア中です」を表示中（
ＲＡＭクリア復帰画面表示中）に「７３１」等の待機画面を表示するようにしたが、これ
に限らず、ＲＡＭクリア復帰画面の表示終了後に「７３１」等の待機画面を表示するよう
にしてもよい。
【０３３６】
　性能表示手段９５の動作確認（全点滅）の継続時間は５秒間に限られるものではない。
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また、動作確認の態様についても、７セグ表示部を全て同時に点滅させる全点滅に限られ
るものではなく、複数の７セグ表示部を順番に点滅させる順次点滅等でもよい。
【０３３７】
　設定変更完了後、客待ち状態となった場合に、音量／光量の変更（調整）操作及び／又
はメニュー画面の表示操作はその時点から有効とする一方、音量／光量の調整が可能であ
る旨の表示及び／又はメニュー画面の表示操作が可能である旨の表示については、所定時
間（例えば３０ｓ）経過後に開始するように構成してもよい。
【０３３８】
　実施形態では、ＲＡＭクリアスイッチ９２を設定変更操作用に利用する例を示したが、
ＲＡＭクリアスイッチ９２以外の操作手段、例えば演出ボタン３４等を設定変更操作用に
利用してもよい。また、設定変更操作専用の操作手段を設けてもよい。この場合、設定変
更操作手段９３に、設定変更に関するＯＮ／ＯＦＦ機能に加えて設定変更操作機能を持た
せてもよい。
【０３３９】
　設定変更操作手段９３は、主制御基板８２ａとは別の基板に設けてもよい。例えば別途
、設定変更操作基板を設け、これに設定変更操作手段９３を設けてもよい。
【０３４０】
　実施形態では、設定１～６の６段階に変更可能な構成としたが、設定段階数は任意であ
り、２～５段階でもよいし７段階以上でもよい。
【０３４１】
　実施形態では、性能表示手段９５の動作確認中に電断した場合、その後の電断復帰時に
は動作確認を改めて最初から行うように構成したが、電断時の残り時間分のみ動作確認を
行うようにしてもよい。
【０３４２】
　実施形態では、遊技開始コマンド（ＢＡ７７Ｈ）を受信した場合、可動演出手段６７に
よる初期動作を行い、その他の液晶表示手段６６、電飾手段９６、スピーカ１８，２５に
ついては変化無しとしたが、これに限らず、液晶表示手段６６、電飾手段９６、スピーカ
１８，２５により任意の報知態様による報知を行うように構成してもよい。
【０３４３】
　また、遊技開始コマンド（ＢＡ７７Ｈ）は、遊技機の扉（前枠３）が閉鎖していること
を条件に送信されるようにしてもよい。これにより、遊技機の扉が閉鎖された正常な状態
であることを条件に可動演出手段６７の初期動作を実行するように構成することが可能で
ある。また、前枠３＋ガラス扉７の閉鎖を条件にしてもよいし、ガラス扉７の閉鎖を条件
としてもよい。
【０３４４】
　図４２に関して、性能表示手段９５にベース値を表示する際に、１０進数値ＬＥＤデー
タテーブルを参照するようにしたが、その他の処理においても１０進数値ＬＥＤデータテ
ーブルを使用するように構成してもよい。例えば、設定変更処理や設定確認処理中の設定
値表示において、１０進数値ＬＥＤデータテーブルを参照するようにしてもよい。
【０３４５】
　また、設定変更処理や設定確認処理中の設定値表示については、ベース表示用の１０進
数値ＬＥＤデータテーブルとは別に１０進数値ＬＥＤデータテーブルを設けるようにして
もよい。この場合、設定値としては１～６までの６段階が想定されるため、例えば０，７
，８，９の４つのデータは不要である。そのため、設定値用の１０進数値ＬＥＤデータテ
ーブルについては、ベース表示用の１０進数値ＬＥＤデータテーブルよりもデータ容量の
少ないテーブルで構成するようにしてもよい。
【０３４６】
　実施形態では、性能表示手段９５による表示制御をタイマ割込み処理において行い、設
定変更処理、設定確認処理はその前に実行するように構成したため、設定変更中や設定確
認中には性能表示手段９５の動作確認やベース値の表示は行われることはないが、設定変
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更処理、設定確認処理と並行して性能表示手段９５による表示制御を行うように構成して
もよい。この場合、電源投入時に性能表示手段９５の動作確認（全点滅）を開始するが、
その動作確認が設定変更中、設定確認中に終了した場合であっても、その設定変更、設定
確認が終了するまでベース値の表示は行わないようにしてもよい。
【０３４７】
　また、設定変更処理、設定確認処理と並行して性能表示手段９５による表示制御を行う
ように構成する場合、性能表示手段９５の動作確認（全点滅）が設定変更中、設定確認中
に終了した場合にはその時点でベース値の表示を行うようにしてもよい。
【０３４８】
　また、設定表示手段９４と性能表示手段９５とを共通の性能情報表示手段９７により構
成し、設定変更処理、設定確認処理と並行して性能情報表示手段９７による表示制御を行
う場合、性能情報表示手段９７（性能表示手段９５として使用）の動作確認（全点滅）が
設定変更中、設定確認中に終了した場合には、その設定変更中、設定確認中は性能情報表
示手段９７を設定表示手段９４として使用することにより設定情報を表示し、設定変更、
設定確認の終了後に性能情報表示手段９７を性能表示手段９５に切り替えてベース値の表
示を行うようにしてもよい。
【０３４９】
　実施形態の入力ポートデータ取得処理（Ｓ１５）では、図１２に示すように、まず入力
ポート１（Ｐ＿ＩＮＰＴ１）のデータをＷレジスタに入力する（Ｓａ１）ものとしたが、
その他のレジスタ、例えばＡレジスタを使用してもよい。この場合、一旦Ａレジスタ等に
入力したデータをＷレジスタにコピーし、その後の処理（例えばＳａ２，Ｓｂ１）では実
施形態のようにＷレジスタを使用することにより、Ａレジスタをその他の処理に使用でき
る。
【０３５０】
　第２の実施形態の設定確認処理（Ｓ２３）では、図５１のＳｋ５～Ｓｋ７に示すように
、設定値データに応じて異なる設定確認中コマンド（Ｅ０２０Ｈ～Ｅ０２５Ｈの何れか）
を送信することにより、演出制御基板８３ａ側にその時点の設定値を知らせるように構成
したが、設定変更処理（Ｓ１７）についても同様に、設定値データに応じて異なる設定変
更中コマンド（例えばＢＡ２０Ｈ～ＢＡ２５Ｈの何れか）を送信することにより、演出制
御基板８３ａ側にその時点の設定値を知らせるように構成してもよい。また、設定変更中
に設定変更操作が行われる度に、変更された設定作業値に応じたコマンドを送信すること
により、演出制御基板８３ａ側にその時点の仮の設定値を知らせるように構成してもよい
。また設定完了時に、確定した設定値データに応じて異なるコマンド（例えば設定変更完
了コマンドを複数設ける）を送信することにより、演出制御基板８３ａ側にその確定した
設定値を知らせるように構成してもよい。
【０３５１】
　このように、電源投入時の処理においては、複数のタイミングで演出制御基板８３ａに
コマンドを送信することがあるが、その全て又は一部のタイミングで、設定値に応じた情
報を付加したコマンドを送信することで、演出制御基板８３ａ側にその時点の設定値を知
らせるようにしてもよい。また、設定変更中に設定値の変更処理が実行される度に、その
変更値を演出制御基板８３ａに知らせる為のコマンドと、実際に設定値が確定した場合に
、確定した設定値を演出制御基板８３ａに知らせる為のコマンドとは、異なるコマンドと
しておくことが望ましい。これにより、演出制御基板８３ａ側で、変更操作後の確定前の
設定値と確定後の設定値とを明確に判別することが可能となる。また、確定後の設定値を
知らせるコマンドについては、設定変更処理が確定したタイミングで送信されることが望
ましいが、それ以外のタイミング、例えば設定確認処理の開始時／終了時、遊技中の種々
のタイミングで送信するように構成してもよい。また、設定確認中に現在の設定値を液晶
等に表示することを目的として、演出制御基板８３ａ側に送信されるコマンドについても
、確定値を知らせるコマンドとは異なるコマンドとすることが望ましい。
【０３５２】
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　可動演出手段６７については、遊技開始コマンド（ＢＡ７７Ｈ）を受信したときに、初
期動作（イニシャライズ動作）を実行することとしたが、例えば次のように構成してもよ
い。即ち、初期動作（イニシャライズ動作）を実行させるためのコマンドを選択するため
の初期動作用コマンド作成テーブルを、コマンド送信アドレステーブルに設けることで、
初期動作用コマンドを、その他のコマンドと同様に、テーブル選択により演出制御基板８
３ａに送信するように構成してもよい。これにより、設定変更時及びＲＡＭクリア時と、
設定確認時及びバックアップ復帰時とで、異なるタイミングで初期動作用コマンドを送信
することが可能となる。
【０３５３】
　設定変更中は、外部端子からセキュリティ信号を出力するように構成したが、設定変更
の終了後、ＲＡＭクリア処理が実行された場合に、再度セキュリティ信号を出力するよう
にしてもよい。また設定変更中は、電源投入時の処理においてセキュリティ信号の処理を
実行し、その後にセキュリティ信号を出力する場合には、タイマ割込みの外部端子処理（
Ｓ１４２）にて信号出力の処理を実行するようにしてもよい。また、設定変更中に出力す
るセキュリティ信号は、設定変更処理が終了した時点では出力を停止せず、その後にタイ
マ割込み処理の外部端子処理（Ｓ１４２）にて出力を継続したり、停止したりするように
構成してもよい。また設定変更中に限らず、設定確認中に関しても同様の構成を採用して
もよい。
【０３５４】
　設定変更処理の終了時に、演出制御基板８３ａに対して設定変更完了コマンド（ＢＡ０
９Ｈ）を送信することとしたが、演出制御基板８３ａはそのコマンドを受信した場合、ラ
ンプ・音・液晶・可動体などを駆動させて、設定変更が完了した旨を報知するようにして
もよい。例えば、盤側／枠側の可動体や、可動式の操作手段などを所定動作させることに
より、設定変更が完了した旨（設定変更が行われた旨）を報知するようにしてもよい。ま
た、演出制御基板８３ａが設定確認終了コマンド（Ｅ０２２Ｈ）を受信した場合も同様に
、ランプ・音・液晶・可動体などを駆動させて設定確認が終了した旨を報知するようにし
てもよい。
【０３５５】
　図４３等にて、性能表示モニタの動作確認（全点滅）について記載したが、動作確認を
行うタイミングはこれに限らず、その他のタイミングで行ってもよいこととする。例えば
、電源投入時の処理が終了した後、最初の図柄が変動開始するまでは、性能表示モニタの
動作確認を継続するようにしてもよい。また、最初の図柄変動が開始した場合には、その
時点で動作確認を終了してもよい。また、図柄変動に限らず、アウト口への入球を検知し
た場合など、その他の事象を契機として動作確認を終了するようにしてもよい。また、動
作確認中にもかかわらず、遊技機に関するエラーを検出した場合には、動作確認を終了す
るようにしてもよい。例えば、磁気エラー、電波エラー、振動エラーや、抽選に用いる為
の乱数の乱数更新エラー、設定値に関するＲＡＭの異常などを検知した場合には、遊技を
停止するとともに（必ずしも停止させる必要はない）、動作確認を終了するようにしても
よい。また、一方で、動作確認中にエラーを検知したとしても、動作確認を継続して実行
するようにしてもよい。例えば、扉開放、可動体エラー、球補給エラー、下皿満タンエラ
ーなどを検知した場合には、遊技を停止せずに、動作確認も終了しないようにしてもよい
。また、これらのエラーに限らず、前者のエラーを検知した場合であっても、動作確認を
終了しないようにしてもよい。
【０３５６】
　性能表示手段９５の動作確認中であっても、ベース値の計数は実行するようにしておく
ことが望ましいが、この場合、動作確認中にベース値の表示内容に変更や更新があっても
、予め設定された動作確認時間が終了するまでは動作確認を継続するものとして、変更や
更新内容を表示しないことが望ましい。或いは、動作確認中にベース値の表示内容に変更
や更新があった場合には操作確認を終了して、変更や更新内容を表示するようにしてもよ
い。
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【０３５７】
　性能表示手段９５の動作確認中に、盤側可動体や枠側可動体による初期動作（イニシャ
ル動作）を実行するようにしてもよい。また、性能表示手段９５の動作確認が終了するま
でに可動体の初期動作が終了するように構成することが望ましいが、盤側可動体と枠側可
動体のいずれかの可動体についてのみ、動作確認中に初期動作が終了するように構成して
もよい。また、性能表示手段９５の動作確認が終了した後に、可動体の初期動作を実行す
るように構成してもよい。この場合には、当然ながら動作確認の終了後に初期動作が完了
することとなる。
【０３５８】
　性能表示手段９５の動作確認中は、遊技機前側のランプ・音・液晶のうちの少なくとも
１つを用いて、動作確認中である旨を報知するようにしてもよい。これにより、性能表示
手段９５が動作確認中であることを、ホール従業員等が遊技機前側から確認することがで
きる。性能表示手段９５の動作確認中であっても、特別図柄や普通図柄の変動表示を開始
可能に構成してもよい。
【０３５９】
　第２の実施形態のように性能表示手段９５と設定表示手段９４とを別々に設けた場合、
性能表示手段９５の動作確認中に設定表示手段９４に設定値を表示可能としてもよい。ま
た、複数の表示内容が重複することによる複雑性を回避するために、動作確認と設定値の
表示は同タイミングで行わないように構成してもよい。また、少なくとも設定確認中と設
定変更中は、性能表示手段９５の動作確認を実行しないようにしてもよい。また、設定確
認中や設定変更中に性能表示手段９５の動作確認を実行するようにしてもよいが、動作確
認を終了した時点で未だ設定確認中又は設定変更中であった場合にはベース値の表示は行
わず、非表示又はその他の表示態様としておくことが望ましい。そして、設定確認又は設
定変更の処理が終了した後、ベース値に関する表示を実行するようにすることが望ましい
。
【０３６０】
　また、性能表示手段９５に、性能情報の一例としてベース値を表示することとしたが、
表示する性能情報はこれに限らず、役物比率（いわゆる電チュー（第２特別図柄始動手段
６３）及び大入賞口（大入賞手段６４）への入賞により払い出された遊技球／電チュー及
び大入賞口に加えて始動入賞口（第１特別図柄始動手段６２）、その他入賞口への入賞に
より払い出された遊技球）を表示するようにしてもよい。これにより、総払出遊技球のう
ち、電チューや大入賞口といった役物による払い出しの割合を性能表示手段９５に表示す
ることが可能となる。また、性能表示手段９５に複数種類の性能情報、例えばベース値と
役物比率とを表示する際には、ベース値と役物比率の両方を所定タイミングやボタン操作
で切り替えて表示するようにしてもよいし、役物比率のみを表示するようにしてもよい。
また、ベース値を表示するモニタと、役物比率を表示するモニタとを個別に設けてもよい
。
【０３６１】
　設定変更完了コマンドや設定確認終了コマンドが送信される場合に、次の処理に移行す
るまでの待ち時間を設定するようにしてもよい。これにより、例えば表示手段にて「設定
変更が完了しました」等の表示が行われている間に、主制御基板から客待ち中コマンドが
送信されて即座に客待ち画面に切り替わってしまうようなことがなく、十分な表示時間を
確保できる。また、待ち時間を設けない場合でも、表示手段にて「設定変更が完了しまし
た」等の表示を残したまま客待ち画面に切り替わるように構成してもよい。また、待ち時
間を設けた場合には、「設定変更が完了しました」等の表示が行われている間は、性能表
示手段９５は表示（動作確認）を開始することなく非表示としておくことが望ましい。ま
た、可動体のイニシャライズについても、「設定変更が完了しました」等の表示が行われ
ている間（待ち時間中）は実行せず、待ち時間の経過後に実行することが望ましい。また
、「扉を閉めてください」等の表示を行い、遊技の開始に備えるように指示するようにし
てもよい。また、扉の閉鎖を検知した後に可動体のイニシャライズを実行するようにして
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もよい。
【０３６２】
　また、設定変更完了コマンドや設定確認終了コマンドが送信される場合に、次の処理に
移行するまでの待ち時間を設定した場合には、待ち時間中については、性能表示手段９５
の動作確認を実行しないように構成してもよい。これにより、第１の実施形態のように性
能表示手段９５と設定表示手段９４とを同じ表示手段で兼用した場合に、待ち時間中は、
確定した設定値を表示しておくことが可能となる。また、待ち時間中であっても性能表示
手段９５の動作確認を実行するようにしてもよい。この場合、性能表示手段９５と設定表
示手段９４とを同じ表示手段で兼用している場合には設定値が表示されず、動作確認中の
表示態様が表示されることとなるが、早期に動作確認を終了させることが可能となる。ま
た、性能表示手段９５と設定表示手段９４とを別々に設けた場合には、待ち時間中は、設
定表示手段９４では設定値を表示し、性能表示手段９５では動作確認を実行するように構
成してもよい。また、性能表示手段９５を設定表示手段９４と別に設けた場合でも、少な
くとも待ち時間中には動作確認を実行しないように構成してもよい。
【０３６３】
　実施形態のＲＡＭクリア処理（Ｓ１８）では、図１２に示すように、初期値設定データ
テーブルの先頭アドレスをＨＬレジスタにロードし（Ｓｄ６）、データセット処理をコー
ルすることにより（Ｓｄ７）、一部のデータに初期値を設定することとしたが、具体的に
は、例えばＲＡＭクリア及び／又は設定が変更されたことに応じて行う報知のためのタイ
マに初期値（例えば３０ｓ）を設定する。これにより、電源投入処理の後、ＲＡＭクリア
及び／又は設定変更に応じた報知を行うためのタイマ管理を実行可能としている。更に、
主制御で管理している遊技情報表示手段５０に表示するための特別図柄の変動／停止情報
に初期値を設定するようにしてもよい。この場合の初期値には、例えばはずれの停止情報
を設定しておくことが望ましい。これによりＲＡＭクリア及び／又は設定変更後の遊技情
報表示手段５０による特別図柄に関する情報を常に同じ表示態様とすることが可能となる
。もちろん、この場合の初期値に設定するのははずれの停止情報に限られるものではなく
、例えば遊技中には表示することがない特定の値を設定してもよいし、非点灯を示す値を
設定してもよい。更に、特別図柄の変動／停止情報に限らず、普通図柄の変動／停止情報
に関しても、同様の処理を行うようにすることが望ましい。これにより、これによりＲＡ
Ｍクリア及び／又は設定変更後の遊技情報表示手段５０による普通図柄に関する情報を常
に同じ表示態様としておくことが可能となる。このように、一部のデータに初期値を設定
することで、ＲＡＭクリア処理のみ行われた際と、ＲＡＭクリア処理と設定変更処理との
両方が行われた際とで、同様の表示態様とすることができるので、ホール側が設定変更を
行った場合にその痕跡が残らず、遊技者による判別を困難にできる。また、性能表示手段
９５の動作確認を行うためのフラグやタイマを管理するワーク領域に、動作ＯＮフラグや
、動作時間の初期値（例えば５ｓ）を設定するようにしてもよい。ここで、フラグやタイ
マを管理するワークは領域外ＲＡＭに設けることが望ましいので、このタイミングで各ワ
ークにアクセスする場合には、領域外プログラムをＣＡＬＬ命令により呼び出した後に、
これらワークの初期値を設定するようにしてもよい。また、領域内ＲＡＭに各ワークを設
ける場合にはその必要はなく、後に実行される性能表示手段９５に関する処理において、
各ワークに設定された初期値を参照（書き換えや更新は行わない）することで、性能表示
手段９５の動作確認を実行するようにしてもよい。
【０３６４】
　また、同様に設定変更処理が行われたか否かを判別困難にするための方法を以下に記載
する。まず、バックアップ復帰（以下、バックアップ復帰とは設定確認処理を行う場合も
含む）する場合には、電断前の状態で復帰することになるため、例えば電断前における遊
技情報表示手段５０が示す特別図柄の情報が当たりの停止態様であった場合には、バック
アップ復帰後も当たりの停止態様で復帰することとなる。ここで、設定変更処理が実行さ
れた場合に、ＲＡＭクリア処理後、遊技情報表示手段５０が示す特別図柄の情報として、
はずれの停止態様を示す値や、非点灯を示す値、その他の特定値（遊技中には使用しない
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表示態様）を設定するようにすると、バックアップ復帰時の特別図柄の表示態様と矛盾が
生じ、これによりバックアップ復帰されたか（すなわち非設定変更）、設定変更処理が行
われたかを遊技者が判別可能となる。これは、遊技情報表示手段５０が示す特別図柄の情
報だけに限らず、普通図柄の情報に関しても同様のことが言える。そこで、バックアップ
復帰時に、特別図柄が変動中か否かの情報（例えばＳ１８５で使用する図柄変動ステータ
スを使用してもよい）を確認して、変動中ではないと判断した場合には、遊技情報表示手
段５０が示す特別図柄の表示態様を、はずれの停止態様を示す値や、非点灯を示す値、そ
の他の特定値（遊技中には使用しない表示態様）に設定するようにしてもよい。こうする
ことで、仮にバックアップ復帰時に遊技情報表示手段５０が示す特別図柄の情報が当たり
を示す表示態様であったとしても、はずれの停止態様を示す値や、非点灯を示す値、その
他の特定値（遊技中には使用しない表示態様）に書き換えることができるので、設定変更
処理が行われた際との矛盾が生じない。
【０３６５】
　ここで、特別図柄が変動中か否かの情報（例えばＳ１８５で使用する図柄変動ステータ
スを使用してもよい）を確認することとしたのは、仮に特別図柄が変動中であった場合に
は、変動中の特別図柄の情報をはずれに書き換えてしまうこととなり、仮にその変動が当
たりの変動であった場合には、当たりをはずれ態様で表示してしまうという矛盾を発生さ
せてしまうからである。このような矛盾は、遊技機として市場に提供可能な基準を満たし
ているとは到底言えず、絶対に発生させてはいけない事象であるので、上述の様な構成と
している。このように、バックアップ復帰時に、特別図柄の情報を参照して特定の条件（
非変動中や客待ち中など）を満たす場合には、遊技情報表示手段５０の特別図柄の情報を
書き換えるようにしてもよく、これにより特定の条件（電断前の状態が非変動中や客待ち
中など）を満たしたバックアップ復帰時と、ＲＡＭクリア時や設定変更時とで、同様の情
報を遊技情報表示手段５０の特別図柄の表示態様として指定することができ、設定変更処
理がなされたか否かの判別を困難にすることが可能となる。また、特別図柄の情報に限ら
ず、特別図柄の非変動中にしか発生し得ない客待ち状態中か否かを参照することで、同様
の構成とするようにしてもよい。また、特別図柄だけに限らず、遊技情報表示手段５０が
示す普通図柄についても同様の構成としておくことが望ましい。これにより、特別図柄と
同様に普通図柄についてもバックアップ復帰時と設定変更時とで表示態様に矛盾が生じな
いように構成することが可能となる。
【０３６６】
　また、特別図柄が変動中か否かを判別するために、図柄変動ステータス（Ｓ１８５）を
使用するのと同様に、普通図柄についても普通図柄に関する図柄変動ステータス（以下、
普通図柄ステータス）を使用するようにしてもよい。ここで普通図柄ステータスは特別図
柄に関する図柄変動ステータスと同種の役割を担うものであるため説明は省略する。この
ように、遊技中に使用する情報を参照することにより、新たにフラグ等を設ける必要がな
いため、データ容量を増やさずに、上述の課題を解決することが可能となる。また、上述
の内容は、主制御手段にて制御する遊技情報表示手段５０に関するものであるが、サブ制
御基板にて制御する表示手段に表示する情報である、演出図柄表示やミニ図柄表示、普通
図柄に関する表示など、これらの情報に関しても、バックアップ復帰時とＲＡＭクリア及
び／又は設定変更時とで同様の表示態様としておくことが望ましい。
【０３６７】
　また、設定変更処理が行われたか否かを判別困難にするためのその他の方法としては、
ＲＡＭクリア処理時に、ＲＡＭクリア処理を行わないＲＡＭ領域に、遊技情報表示手段５
０の特別図柄の表示データを格納するワークや、普通図柄の表示データを格納するワーク
を設けるようにしてもよい。これにより、バックアップ復帰時も、ＲＡＭクリア時及び／
又は設定変更時も、いずれの場合でも遊技情報表示手段５０の特別図柄や普通図柄の表示
態様を電断前の状態で復帰させることができる。またこれにより、いずれの場合でも表示
態様は電断前の状態に依存することとなり、復帰後の表示態様が一定とならないので、設
定変更処理が行われたか否かの判別を困難にすることが可能となる。
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【０３６８】
　設定値に関する各種履歴情報を記憶し、その履歴情報を所定の表示手段、例えば演出制
御基板８３ａ側で制御する表示手段（液晶表示手段６６等）で表示可能としてもよい。こ
の場合、設定変更処理や設定確認処理が行われた日時を履歴情報として記憶し、表示可能
としてもよい。またその場合、設定変更処理や設定確認処理の日時と共に、設定変更処理
によって設定された設定値、設定確認処理により確認された設定値を履歴情報として記憶
し、表示可能としてもよい。また、例えばＲＴＣ(real-time clock)を搭載していないた
めに設定変更等の日時を取得できない場合には、前回の設定変更からの通電経過時間を、
例えば設定変更処理によって設定された設定値、設定確認処理により確認された設定値と
共に記憶し、表示可能としてもよい。この場合、電源が投入される度にその時点から通電
経過時間を蓄積カウントし、設定変更処理や設定確認処理を実行したときにその時点の通
電経過時間の蓄積カウント値を履歴情報として記憶するように構成してもよい。更にその
場合、通電経過時間の蓄積カウント値は設定変更処理を実行したときにクリアされ、設定
確認処理を実行してもクリアされないように構成する。なお、例えばＲＴＣを搭載してい
る場合でも、設定変更等の日時と共に、或いは日時に代えて前回の設定変更からの通電経
過時間を履歴情報として記憶し、表示可能としてもよい。また、設定変更処理や設定確認
処理の日時を履歴情報として記憶する場合、その履歴情報に基づいて例えば前回の設定変
更からの経過時間等を算出し、表示可能としてもよい。また、特定のエラー情報が発生し
た場合にその旨を履歴情報として記憶し、表示可能としてもよい。
【０３６９】
　設定値が異常値であると判定した場合には、その日時を履歴情報として記憶し、表示可
能としてもよい。また、設定値が異常値であると判定した後、正常な設定値が設定された
場合に、その間の経過時間等を表示可能としてもよい。また、本来は遊技中に設定値が変
更されたり、設定値が正常値から異常値になることはないが、ノイズやゴト行為により、
遊技中にもかかわらず設定値に変更があった場合には、その日時を履歴情報として記憶し
、表示可能としてもよい。また、ＲＡＭクリア処理やバックアップ復帰処理が行われた場
合にも例えば履歴情報として記憶し、その日時や回数等を表示可能としてもよい。
【０３７０】
　履歴情報の表示は、設定確認処理中や設定変更処理中とすることが望ましい。また、設
定確認処理中や設定変更処理中に所定の操作入力があった場合に、表示手段に履歴情報を
表示するように構成してもよい。また、遊技中であっても所定の操作入力があった場合に
は、表示手段に履歴情報を表示するように構成してもよい。
【０３７１】
　以上のような履歴情報は、演出制御基板８３ａ側にＳＲＡＭを設け、このＳＲＡＭに記
憶するようにしてもよい。演出制御基板８３ａの演出制御ＣＰＵは、電源投入時にＳＲＡ
Ｍの情報を読み出して内部ワークに保存し、後述する所定のタイミングで、内部ワークの
情報をＳＲＡＭに記憶する処理を行う。基本的には、履歴情報はＳＲＡＭに記憶するが、
履歴情報に更新がある場合には、内部ワークの値を更新するようにしている。このように
更新時には内部ワークの値を更新することで、更新の度にＳＲＡＭにアクセスする必要が
なく、ＳＲＡＭへのアクセス頻度を少なくでき、処理速度を高速化することができる。
【０３７２】
　また、更新した内部ワークの情報については、例えばその内部ワークに記憶された経過
時間を参照し、所定時間が経過したと判断されたタイミングでＳＲＡＭに記憶するように
してもよい。また、主制御基板８２ａ側から演出制御基板８３ａ側に、設定確認中コマン
ド、設定確認終了コマンド、設定変更中コマンド、設定変更完了コマンド等の所定のコマ
ンドが送信されたタイミングで、内部ワークの値をＳＲＡＭに記憶するようにしてもよい
。ここで、設定確認中コマンド、定確認終了コマンド、設定変更中コマンド、設定変更完
了コマンドが送信された場合には、その時点で新たに履歴情報が追加されることとなるた
め、まず新たな履歴情報を内部ワークに記憶した上で、ＳＲＡＭに記憶する処理を行うこ
とが望ましい。またこの際、バックアップ用のデータをＳＲＡＭのバックアップ領域に記
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憶させておくようにしてもよい（以下、ＳＲＡＭの履歴情報を記憶している領域をメイン
領域とし、バックアップ用のデータを記憶している領域をバックアップ領域とする）。
【０３７３】
　また、内部ワークの情報についてサム値を算出し、これも同様にＳＲＡＭに記憶させて
おくようにしてもよい。これにより、例えば演出制御ＣＰＵの電源が投入されたタイミン
グや履歴情報を表示するタイミングでＳＲＡＭの履歴情報を内部ワークに読み出した場合
に、読み出した内部ワークのサム値と記憶したサム値とを比較することで、履歴情報が正
常か否かを判断することができる。ここで、内部ワークに読み出した履歴情報が正常では
ない場合には、バックアップ用として記憶した履歴情報をＳＲＡＭから内部ワークに読み
出すようにしてもよい。またこの際にも、読み出した内部ワークのサム値とバックアップ
用に記憶したサム値とを比較して、正常なデータか否かを判断するようにしてもよい。そ
して、バックアップ用の履歴情報も正常ではないと判断された場合には、内部ワークの情
報を初期化した上で、その初期化データをＳＲＡＭに書き込むようにしてもよい。この場
合、ＳＲＡＭのバックアップ領域に対しても初期化データを書き込むようにする。一方、
バックアップ用の履歴情報が正常であると判断された場合には、内部ワークの情報をＳＲ
ＡＭのメイン領域に書き込むようにする。これにより、正常ではないと判断されたメイン
領域の履歴情報を正常なものに書き換えることができる。
【０３７４】
　ＳＲＡＭの履歴情報が記憶されるメイン領域とバックアップ領域には、例えばチェック
サム記憶領域（２バイト）、最新履歴位置情報記憶領域（２バイト）、経過時間記憶領域
（４バイト）、履歴記憶領域（３００バイト）等を夫々設けてもよい。ここで、チェック
サム記憶領域には、サム値が記憶されている。また最新履歴位置情報記憶領域には、最新
の履歴情報を記憶するための位置情報が記憶されている。例えば現在３０履歴までを記憶
している場合には、次に記憶する履歴情報は３１個目になるので、最新履歴位置情報記憶
領域には３１履歴目の情報として記憶するための位置情報を記憶している。ここで、記憶
可能な履歴情報の数を最大５０個とした場合には、５０履歴の次に新たな履歴を記憶する
場合には、１履歴目の情報に上書きする形で記憶することとなるので、最新履歴位置情報
記憶領域は、１履歴目を示す情報となる。なお、それらの例えば最大５０個の履歴情報は
上述した履歴記憶領域に記憶される。また経過時間記憶領域には、上述した通電経過時間
の蓄積カウント値等が記憶される。
【０３７５】
　履歴情報の表示中は、遊技機前側の十字操作手段３５、演出ボタン３４等の操作手段を
操作することによって履歴情報の切り替えを行えるようにしてもよい。例えば、最初に表
示される画面を１ページ目とした場合に、ここには最新の履歴情報を１個目として、過去
へ遡る形で所定個数（例えば１０個目まで）の履歴情報が表示される。そして、例えば十
字操作手段３５の左右キーを操作することで、２ページ目へと切り替わり、１１個目から
２０個目までの履歴情報が表示される。同様の操作により例えば５ページ目まで切替可能
であり、それによって例えば全５０履歴まで表示可能となる。そのため、ページの切替操
作が行われたタイミングでは、次に表示されるページにて表示する必要がある履歴情報に
ついてのみ、その情報がコマンドにより液晶制御ＣＰＵへ送信又は表示手段に送信される
こととなる。また、履歴情報の１ページ目については、ページ切り替え用の操作手段（こ
こでは十字操作手段３５の左右キー）とは別の操作手段（例えば演出ボタン３４）が操作
された場合にその表示を開始するようにしてもよい。また、何れかのページを表示中に、
ページ切り替え用の操作手段（ここでは十字操作手段３５の左右キー）とは別の操作手段
（例えば演出ボタン３４）が操作された場合には履歴情報の表示を終了するようにしても
よい。また、所定期間中（設定確認中、設定変更中等）は、所定の操作手段（ここでは演
出ボタン３４）を操作する毎に、履歴情報の表示と非表示とを切り替え可能としてもよい
。
【０３７６】
　履歴情報の表示中は、ベース値を表示する性能表示手段９５を非表示としておくことが
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望ましい。また、性能表示手段９５の動作確認についても履歴情報の表示中は行わないよ
うにすることが望ましい。また、履歴情報の表示中であっても、音量及び／又は光量の調
整が有効となるように構成してもよい。この場合、履歴情報の表示中は、音量及び／又は
光量の調整が有効であっても、履歴情報を表示している表示手段には調整が有効である旨
の表示は行わないことが望ましいが、行う場合には履歴情報とは重ならない位置に表示す
ることが望ましい。また、履歴情報の表示中は、音量及び／又は光量の調整の調整ができ
ないようにしてもよい。
【０３７７】
　また、履歴情報の表示中は、少なくとも盤側の可動体のイニシャライズ動作を実行しな
いようにすることが望ましい。これにより盤側の可動体が表示手段（液晶表示手段６６）
の前側に移動して、表示画面の視認性を妨げてしまうことを防止することができる。また
、枠側の可動体についても同様にイニシャライズ動作を実行しないようにしてもよい。但
し、枠側の可動体については、液晶表示手段６６等の表示画面を妨げる可能性がない場合
にはイニシャライズを行うようにしてもよい。この場合、例えば演出ボタン３４等の操作
手段に搭載された振動手段や、エアーを噴出する送風演出装置２６などについてもイニシ
ャライズ動作を行うようにしてもよい。これにより、枠側の可動体については、先にイニ
シャライズ動作を終了させておくことができるので、履歴情報の表示終了後、すなわち設
定確認処理や設定変更処理の終了後に、盤側の可動体のイニシャライズを行うだけで済む
ため効率的である。またこれに限らず、履歴情報の表示終了後に、全ての可動体について
イニシャライズ動作を行うようにしてもよい。
【０３７８】
　上述した全ての実施形態、変更形態は、どのように組み合わせて構成してもよく、各実
施形態、変更形態として記載した内容は個別の実施形態、変更形態のみに限定されるもの
ではない。
【０３７９】
　また本発明は、アレンジボール機、雀球遊技機等の各種弾球遊技機の他、スロットマシ
ン等の弾球遊技機以外の遊技機においても同様に実施することが可能である。
【符号の説明】
【０３８０】
８２ａ　主制御基板
８３ａ　演出制御基板
９２　　ＲＡＭクリアスイッチ
９３　　設定変更操作手段
９４　　設定表示手段
９５　　性能表示手段
９７　　性能情報表示手段



(65) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】



(66) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図６】 【図７】

【図８】 【図９】



(67) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】



(68) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図１６】 【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】

【図２１】

【図２２】



(69) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】



(70) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】

【図３１】



(71) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図３２】 【図３３】

【図３４】

【図３５】

【図３６】

【図３７】



(72) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図３８】

【図３９】

【図４０】

【図４１】

【図４２】 【図４３】



(73) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図４４】 【図４５】

【図４６】 【図４７】



(74) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図４８】 【図４９】

【図５０】 【図５１】



(75) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図５２】 【図５３】

【図５４】

【図５５】 【図５６】



(76) JP 6944352 B2 2021.10.6

【図５７】

【図５８】

【図５９】

【図６０】



(77) JP 6944352 B2 2021.10.6

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２０１９－０７６４０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１６－１６５５８７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０４－１７７４２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              “１０　設定確認タイムチャート（案）／設定変更タイムチャート（案）／ＲＷＭ異常時遊技停
              止タイムチャート（案）／不正防止に関する外部端子版から出力する信号及び報知仕様の統一”
              ，日本遊技機工業組合提供資料（「確率設定」に関する技術資料），日本遊技機工業組合，2017
              年10月05日，ｐ．１－２

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６３Ｆ　　　７／０２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

